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制度の所管
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144 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 不動産取得税
に係る登記情報
電子データの提
供

不動産取得税の課税資料とし
て、都道府県知事が登記情報の
電子データの提供を受けられる
よう、地方税法において、規定を
創設していただきたい。（法務局
と市町村間による登記情報の提
供においては、同法第382条によ
る規定が設けられている。）
また、現行の制度内においても
電子データを提供することが可
能であるならば、その旨を関係
機関（各都道府県等）に対し、通
知等により周知していただきた
い。
なお、登記情報の電子データを
都道府県が活用できることとなっ
た場合は、月１回程度の提供を
受けることが望ましい。

【課税制度】
不動産取得税は、地方税法第４条第２項第４号の規定により道府県が課する
ものであり、不動産を取得した者に対して課される税金である（同法第73条の
２第１項）。不動産の取得の事実については、不動産の取得者による申告（当
該不動産の所在地の市町村を経由）又は不動産の所在する市町村長が自ら
取得の事実を発見した場合に、都道府県知事へ報告する旨が規定されてい
る（同法第73条の18）。
【支障となっている業務】
不動産取得税の適正な課税を行うに当たっては、申告があった場合はその内
容が真正なものであるかを確認するため、また、申告がなされない場合は、
所有権取得の事実を捕捉するため、官公署への協力要請（地方税法第20条
の11）により県税事務所職員が法務局へ赴き、登記申請書簿冊を全て閲覧
し、所有権移転登記に係る登記情報を書き写しており、膨大な作業を要して
いる。（平成30年度における登記申請書の閲覧・書き写しについては、千葉地
方法務局及びその支所等15か所へ、地域を管轄する県税事務所職員が毎月
４回程度（１回に２～４人）赴き、約10万件を書き写している。）
【規制緩和の必要性】
この収集方法は、調査に多くの時間及び人員を必要とし、また、書き写し誤り
等による課税誤りの恐れがある。
【解決策】
「求める措置の具体的内容」のとおり。

【提案実現による効果】
法務局調査で閲覧した内容の書き写し誤りや把握漏れによる課税
誤り、課税漏れを防ぐことができ、より適正、かつ、公正な賦課徴
収が可能となるほか、収集事務の大幅な削減等がなされ、早期課
税を行うことができる。

地方税法第20条の11
地方税法第382条

総務省、法務省 千葉県 （資料１）平成30年度不
動産取得税課税事務効
率化検討ワーキンググ
ループ提言（総務省・法
務省）
（資料２）平成30年度不
動産取得税事務効率化
検討ワーキンググルー
プ全国アンケート

青森県、岩手
県、福島県、栃
木県、神奈川
県、富山県、京
都府、大阪府、
兵庫県、奈良
県、鳥取県、島
根県、山口県、
香川県、愛媛
県、高知県、大
分県、宮崎県

○当県においては、登記所に出向くことなく、市町村より紙ベースでの登記済情報の提供を受け課税資料としている。資料が紙ベースで
あることから、賦課入力資料作成の際、誤って記入する事例があり、その確認作業に時間を要している。
○課税資料収集については、当県においても、県税事務所職員が毎月法務局に出向き、登記申請書を閲覧し、必要事項を手書きで写し
ている。転記ミス、収集漏れ等に加え、事務所によっては複数の法務局での資料収集が必要であることから、数日にわたり、複数人が出
張し、事務所での窓口・電話対応が手薄になるといった問題もある。
○登記情報サービスは、費用面で利用できない状況である。
○昨年末に、共同住宅の敷地が地上権であったものを所有権と誤認し、資料収集したことによる課税誤りが判明し、追加調査を行ったと
ころ、県全体で127件、約958万円の課税誤りが判明した。直ちに、①現在行っている手書きの資料収集方法に加え、登記情報を写真撮
影し課税資料とすること、②登記情報を書き写す様式を見直すこと、③地上権等が設定された共同住宅の敷地の課税入力の有無を毎月
確認すること、④初任者に対する研修内容を見直すこと、等の再発防止策を講じたが、手書きの資料収集方法を継続する限り、課税資料
の収集漏れや収集誤り等のヒューマンエラーを払拭することはできないと考える。

空家等対策の
推進に関する特
別措置法上の
個人情報の取
扱いについての
見直し

土木・建築Ｂ　地方に対す
る規制緩和

141 高島市総務省、国土交
通省

・空家等対策の推進に
関する特別措置法

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、特定空家等に
対する措置を行う案件に限定し、行政が把握している相続人の住
所等の個人情報を関係する他の相続人に提供することが可能に
なれば、相続人間で空家等の今後の方向性について協議すること
ができ、解決に繋げることができる。

問題が発生するような空家については、相続人が、自らが相続人であるとい
うことを行政からの連絡を受けて初めて知ったり、相続人同士が絶縁状態に
なってしまったりしていることが少なくない。
本市においては、空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第１項に基
づく指導又は助言を行う際に、相続人に適正管理を促す連絡を出すと、受け
取った相続人から、自らだけでは判断がつかないので、他の相続人の連絡先
を知っていたら提供してほしいと言われることがかなり多い。
本市は他の相続人の情報を把握しているにも関わらず、第三者に対する情報
提供が法の規定上可能ではないために、情報の提供を行うことができず、相
続人同士の協議が進まず、空家対策が停滞する事態が生じている。
また、ある相続人が、空家対策に消極的であるために情報提供に関する同意
を拒否したために、積極的である他の相続人が行動を開始することができな
いといったケースもある。
同意を得られる場合であっても、適正管理を促す連絡を受けてから、再度、他
の相続人に対して、情報提供に関する同意依頼を発出し、同意を得た上で依
頼人である相続人にその情報を提供する、といった段階を踏んでいると、最
初の適正管理依頼の連絡から、相続人同士の連絡体制が確保されるまで
に、１～２週間を要することになってしまい、事務が非効率なものになってしま
う。（同意依頼を発出しても、全ての相続人が返送してくれるとは限らない）
また、適正管理依頼の発出後には、他の相続人の情報を求める電話への対
応に追われることもあり、「相続人同士の連絡体制を整備する」という業務
が、かなりの負担となっている。

空家等対策の推進に関する特別
措置法において、行政が把握し
ている相続人の情報を関係する
他の相続人に提供する際に、本
人の同意を得なくても情報提供
できる旨の規定を設けていただ
きたい。

○本市の事例においても、相続人が複数人に渡る場合で、特定の相続人が問題解決に向けた司法書士等を介して他の相続人との連絡
を取って進めている例がある。但し、支障事例にあるように全員と連絡が取るのに難航している状況である。今後、増加していく空家等の
問題に対しスピーディーな解決を図るためにも、個人情報等に保護についてある程度緩和される必要があると考える。
○当市でも、提案市同様の問題が発生している。相続人が複数存在し、他の相続人を全く知らない場合があり、お互いに話をすることは
不可能である。当市では、他の相続者が知りたいのであれば、弁護士に調べてもらうよう伝えているが、費用が莫大にかかるため、実際
には動いてもらえない。
○本市において、相続人が多数いるにも関わらず相続がされず、法定相続人が多数となっている場合、各相続人への通知等は、通知人
の名前の他は相続人の数しか示していない（税情報に合わせている）ため、相続人同士がつながらず、問題が進展しないケースは多い。
○相続人が多数に上るケースで、相続に向けて前向きに動いてくれそうな相続人に行き当たることがあるが、相続人が多数であること、ま
たその情報を提供することができないことを聞くと、そこで諦めてしまうケースを何度も見た。また、市からの助言・指導の通知を見た相続
人から、被相続人からの関係（相続関係図）の説明を求められることもあった。市が行った相続人調査と同等の調査を個人で行うのはほ
ぼ無理であり、司法書士等に依頼した場合も金銭的に割りが合わない。
○本市においても、空家対策の推進に関する特別措置法第14条第１項に基づく指導又は助言を送付した場合、受け取った相続人から、
他の相続人の連絡先を提供してほしいと言われることがあるが、法の規定で第三者への情報提供ができないので、相続人同士の協議が
進まないため、空き家対策が停滞する例も少なくない。相続人からは空家の存在すら知らず、相続人同士が全く知らない場合もあったが、
連絡先の提供に同意を得て提供を行い、相続人同士で話し合い解決に向けて進展するケースもある。しかし、すべての相続人が連絡して
くれるわけではないので（無視、何の連絡もない場合もある。）相続人の情報提供の同意を得るのに一定期間を要するので事務が非効率
になる。
○相続が何世代かにわたる場合、相続人同士が連絡先を知らないケースも多い。１人の相続人が、相続協議の目的で、他の相続人調査
をすることはできるが、手間と費用をかけたがらず、自治体が取りまとめてくれれば協議に応じると主張されることがある。
○当市でも老朽の進んだ空家があり、特定空家への認定のため立入調査をおこなった案件があるが、対象が区分所有の長屋である。こ
のため、各所有者に今後、指導、助言等の文書を送付することになるが所有者間の情報共有を行うことができないために解体等を進めよ
うとしても困難な状況になると考えられる。所有者１名からは、解体を行いたいが、他の所有者の情報について調べているが相続登記が
なされていないため現在の所有者と連絡をとることができないので情報提供頂きたいと相談を受けている。
○当市においても、老朽危険空き家の相続人に対して指導を行った際に、複数の相続人がいる場合は、ひとりでは判断できないと言われ
ることが多々ある。しかし、他の相続人とは付き合いがなく、連絡先も知らないと言われるため、すべての相続人に対し、市から連絡をとら
なければならない。本来、相続人同士で解決すべき問題であるにもかかわらず、市が間に入っていかざるを得ない状況となっており、この
事務に過大な時間と労力を要している。市から相続人の情報を相続人同士に提供することができれば、相続人間で円滑に協議調整を図
ることができ、老朽危険空き家の問題解決につながると考えられる。
○問題が発生するような空家については、相続人が、自ら相続人であるということを行政からの連絡を受けて初めて知ったり、相続人同
士が絶縁状態になってしまったりしていることが少なくない。当市においても、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく指導又は助
言を行う際に、相続人に適正管理を促す連絡を出すと、受け取った相続人から、自らだけでは判断がつかないので、他の相続人の連絡先
を知っていたら提供して欲しいと言われることがある。この場合、行政が他の相続人の情報を把握しているにもかかわらず、第三者への
情報提供ができないことにより、改めて情報提供に関する同意書を発送したり、同意を拒否されるなどのケースも想定され、空家対策が
停滞する事態が生じてしまう。
○空家については、数次相続などにより、所有者（法定相続人）が、自らが相続したことはもとより、不動産の存在そのものすら知らないこ
とも多く、また、相続人相互の面識が無いことも多々ある。そのような場合、市から相続人各々に通知を送っても、他の相続人を知らないこ
とから、空き家に対する措置に責任感を持っていなかったり、措置（売却等含む）をあきらめてしまい、放置されたままとなることが多い。ま
た、そもそも市からの通知に全ての所有者から反応があるわけでもないことから、市が調整を行うことも困難である。
○当市においても，相続人同士の絶縁・疎遠な関係に起因した管理不全状態のケースが多数ある。なかには法定相続人が数十人に及
ぶケースもあるが、相続人全員に対して同時に指導することは事務的に混乱を招くおそれがあることから、相続をまとめることができる
キーマンを探すことから始めることとしている。しかしながら、ほとんどの相続人は当事者意識が低く、キーマンを見つけることは非常に難
しく事務の負担となっている。
○相続人のうちの一人が認知症にかかり、他の相続人はすでに相続放棄をしているので関係ないと言い張っているケースがあり、事情を
伝えたくても伝えられず対応に苦慮している。

室蘭市、いわき
市、須賀川市、
ひたちなか市、
三鷹市、川崎
市、浜松市、草
津市、加古川
市、大牟田市、
大村市、五島
市、宮崎市
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空家等対策の推進に関
する特別措置法第14条
「特定空家等に対する措
置」に関する適切な実施
を図るために必要な指
針（ガイドライン）

総務省、国土交
通省

熊本市 須賀川市、ひた
ちなか市、三鷹
市、川崎市、大
垣市、多治見
市、浜松市、豊
橋市、京都市、
池田市、八尾
市、神戸市、松
山市、大村市、
宮崎市

○本市においては代執行による事案はないが、代執行の際には動産についての取り扱いについて管理・保管・処分の問題が生じると考
えられ、統一的なルールを設けてほしい。
○代執行を円滑に遂行するためにも、保管期間等の統一的ルールの明確化を望む。
○本市において同様の支障事例は生じていないが、指摘の通り、空き家特措法では規定が明確になっていない部分があり、法改正の中
で解消されることを期待するものである。
○本市では代執行の実績はないが、今後代執行を検討していくに際し、同様の課題が挙げられる。空家に対する代執行自体の実施件数
は全国的にもまだ少なく、ノウハウ不足が本市を含め未実施自治体が代執行になかな踏み込めない要因と考える。提案どおりに特別措
置法上に規定されることで代執行を躊躇する自治体の後押しになるものと考える。
○平成28年度に略式代執行を実施した際には、特定空家等の中の動産の取り扱いについて明確なルールがなかったため、現地調査の
結果、廃棄物として処理をしたが、保管すべき物かどうか、また、その期間等について指標を示してほしい。
○本市では略式代執行の事例がなく支障事例はないが、代執行時の動産の取り扱いについて、統一的なルールがある方が望ましいと考
える。
○当市では、現在、法第14条に基づく行政代執行や略式代執行の実績はないが、今後、行政代執行等を行う場合に、動産の取り扱いに
苦慮することも想定されることから、空家法に保管期間等の規定を加えることが望ましいと考える。
○当市が実施した略式代執行おいて回収した動産については、現金が中心であり家財道具はなかったため、保管場所についての負担は
特に生じていない。また、相続財産管理人の申立てを検討していることから、保管期間を定めずに相続財産管理人への引継ぎを予定して
いる。ただし提案市のように，動産の保管が負担になるケースは今後に発生すると思われ、また、保管期間経過後において処分が可能で
あるとしても、処分費としての新たな費用負担が懸念される。代執行に至るまでには、所有者等が存在する場合は代執行直前の代執行
令書等において動産の搬出を伝えることができ、また、所有者等が不在のケースにおいては、公告により動産拠出を触れることができる。
このあたりの法解釈を国が主導で整理すると同時に、家財道具など大型の動産保管が市区町村の負担になることが明らかであることか
ら、代執行の工事に合わせて家財道具等を処分できることとし、さらには、代執行費用に処分費を含めることで、所有者等への費用請求
や国の補助対象経費として認められるよう，市区町村の負担軽減を考慮した代執行の制度設計が必要と考える。
○本市において行った略式代執行においては、家財一式が全て放置されており、動産の保管場所を確保できずに対応に苦慮した。
動産の取扱いについては代執行を行ううえで大きな妨げになっており、市町村の負担にならないような簡素で統一的な基準が求められて
いる。
○本市においても、行政代執行を行う可能性のある危険な空家等が存在している。今後、これらの空家の内部に動産などが存在する可
能性があり、苦慮する問題の一つと考える。
○本市においても、同種の案件対応に苦慮することが想定されるため、保管期間等、処分手続きの統一ルールの明確化に賛同する。
また、家屋内にとどまらず、敷地内の放置動産等についても適切な措置をとることができるよう、明示されることを要望する。
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152 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 特定空家等に
対する代執行時
の動産の取扱
いについての明
確化

空家等対策の推進に関する特別
措置法第14条における代執行時
の特定空家等の中の動産の取
扱いについて、具体的な保管期
間及び保管期間経過後に市町
村長が当該動産を処分できるこ
とを、空家等対策の推進に関す
る特別措置法上に規定していた
だきたい。

代執行時の特定空家等の中の動産の取扱について、空家等対策の推進に
関する特別措置法（以下「法」という）上は規定がなく、ガイドラインにおいて
も、「いつまで保管するかは、法務部局と協議して定める。」とされているにす
ぎず、保管期間等に係る統一的なルールは明確にされていない。
本市においては、本年３月に、法第14条第10項に基づく略式代執行を行い、
その際に当該空家の中に残されていた家財道具等の動産は市の所有施設
の一室に、一時的に保管することとした。
所有施設は普通財産であり、具体的な時期こそ現時点で明確ではないもの
の、近いうちに取り壊される可能性もあり、いつまでも保管しておけるというわ
けではない。
本団体内の法務部局や本団体の顧問弁護士、市の空家対策協議会にも相
談したが、代執行による除却の事例が全国でもまだ少ないこともあり、いずれ
からも明確な回答は得られなかった。
一部の他団体の事例も把握しているが、動産の処分に対して所有者等から
損害賠償請求の訴訟を提起された際に、当該処分が正当に行われたことを
主張するに足る根拠となるものではないと考えている。
以上の支障を解決するため、法上に河川法第75条のような規定を設けるな
ど、保管期間等の統一的ルールを明確にしていただきたい。

代執行時の動産の取扱いについて、保管期間及び保管期間経過
後の処分権限を、空家等対策の推進に関する特別措置法上に明
記することにより、代執行時の動産を適正に管理することができ
る。

全国の消防本部等の事務負担が軽減できるのはもちろん、手作
業による正確性に欠ける部分の解消にも繋がる。
消防力（人員、施設、車両等）や消防水利の整備は、自治体の財
政負担や住民の生命や財産に影響するため、その礎となる調査
であることを考えると国として自治体をバックアップするような対応
をお願いするものである。

３年に一度実施されている当該調査において、市街地及び準市街地を多くの
各消防本部（或いは市町村）が地図上（紙ベース）に手作業で区域別けを行
い、多くの労力と時間を費やしている。さらに市街地及び準市街地の定義は
複雑で、その業務に精通していない（所管していない）職員が専用のシステム
等ではなく、手作業で当該作業を行うことは、大きな負担となるだけでなく、ミ
スが生じるリスクが高い。
この作業において、ミスが生じれば消防力（人員、施設、車両等）の算定や消
防水利の整備率等が不正確なものとなる。

消防庁が自治体に依頼する当該
調査において、市街地及び準市
街地の地図の作成に係る事務作
業の負担軽減を図るため国勢調
査等の様々なデータを基に市街
地及び準市街地の地図を作成で
きるシステム等を導入し、それを
全国の消防本部等が活用できる
よう対応していただきたい。

消防施設整備
計画実態調査
の調査方法の
見直し

消防・防災・
安全

Ｂ　地方に対す
る規制緩和

○当市においては、３年毎に地図データを更新し、地図データ上に作図作業を行っており、長時間の作業が必要で多大な負担となってい
る。
○当市においても、平成27年度の実態調査で同様の支障があった。現在は、GISで充足率を管理しているところですが、全国の消防本部
が活用できるシステム等が導入されれば、他市の状況を確認できたり、統一された調査資料を簡略的作成することが可能になるため必要
性を感じる。
○提案事項における「求める措置の具体的内容」に記載されているとおり、当市においても市街地及び準市街地の地図作成に係る事務
作業（地図上における手作業等）に時間を要しており、作業上ミスが生じる恐れがある。このことを踏まえ、作業効率を上げるためシステム
の構築が必要であると思料する。
○本提案のとおり、当市においても当該調査における労力及び時間は過大であり手作業にて実施するためミスが生じるおそれがあり、実
施する職員が違えば多少の誤差が発生するような調査である。本提案のとおり何らかのシステム等が導入されれば全国で統一した数値
が期待できると思われるが、当市については今後近隣市の動向を注視したうえで検討を重ねる必要がある。
○メーカーごとに独自システムを作成しており、導入費用は高額なものになるため、作成については手作業しているのが実態である。国が
求める調査であり、統計調査システム等を利用した中で、バックアップ体制をお願いできれば、負担軽減につながるものである。
○昭和39年12月10日消防庁告示第７号消防水利の基準第３条第２項により、「消火栓は呼称65の口径を有するもので、直径150ミリメート
ル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が180メートル以下となるように配管されている場合は、75ミリメー
トル以上とすることができる。」とされており、縮尺比10,000分の１の白地図に手書きで用途地域を明示したメッシュ図を作成したうえ、当市
の消火栓約5,200基の中から上記のような有効となる消火栓を、外部組織から入手した水道管管網図と照らしながら選別していかなけれ
ばならないほか、有効な水利となる防火水槽及びその他の水利も拾い出さなければならず、職員への負担が大きい。このことから、水道
管管網図も取り込んだシステムの構築を要望する。
○当県においても平成27年度の消防施設整備計画実態調査の回答では、多くの各消防本部（各市町村）が手作業にて市街地及び準市
街地の区域別けを行っている状況である。また、消防水利についても手作業での区域別けの回答が多く、地図を作成することでの事務負
担及び人的ミスが大いに増すことが予想される。地図作成についても各消防本部（各市町村）での地図様式が異なるため、統一性がなく
見づらい。
○当市では、既に別のシステムを有償で導入しているが、国が導入するソフトが無償でかつ「消防力の整備指針」に基づくあらゆる計算等
に対応していれば、今後さらに活用できると考える。
○消防施設整備計画実態調査における、市街地及び準市街地の地図作成システム等を国が導入し、それを各消防本部が活用できれ
ば、事務負担の軽減や消防力（人員、施設、車両等）の算定及び消防水利の整備率等がより正確なものとなる。
○当市においても市街地及び準市街地を地図上（紙ベース）で手作業により区域別けを行い、多くの労力と時間を費やしている。このこと
から、国勢調査等のデータから市街地・準市街地を容易に判別することができるソフト等の導入のほか、各調査項目のオンライン入力に
より業務を簡素化するなどの仕組みを検討いただきたい。
○当該調査は、各消防本部が作成し、県が取りまとめを行っている。調査における、市街地及び準市街地の区域設定は、各消防本部が
市町村等から必要な資料の提供を受けるなどし、手作業で区域設定を行っていることから、当県の消防本部においても同様の事務負担
が生じているものと思慮される。

川越市、松戸
市、相模原市、
福井市、高山
市、浜松市、愛
知県、春日井
市、京都市、徳
島県、徳島市、
宮崎市

熊本市総務省平成27年度消防施設整
備計画実態調査の実施
について（依頼）



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

157 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 許認可事務にお
ける法人登記簿
謄本（登記事項
証明書）の省略

法律や施行規則で法人登記簿
謄本（登記事項証明書）の添付
が求められているものについて
は、申請を受ける自治体側が内
容を確認できれば、法人登記簿
謄本（登記事項証明書）の添付
を不要とし、内容確認の手段とし
て自治体が登記情報提供サービ
スを利用する際には、登記手数
料及び協会手数料の支払いに
係る義務付けの廃止を求める。

法人である事業者が許認可等の申請を行う場合、法令の規定により、添付書
類として法人登記簿謄本（登記事項証明書）が必要となることが多く、複数の
申請を行う事業者にとって、申請の度に法人登記簿謄本（登記事項証明書）
を準備することは時間的、コスト的に負担となっている。
平成30年の提案募集において、「登記情報提供サービスを地方公共団体の
職員が職務上利用する場合の登記手数料及び協会手数料の支払いに係る
義務付けの廃止を求める。」との提案がなされ、対応方針の記載内容は、「官
公署から管轄登記所に法令に基づく登記情報の提供依頼があった場合に、
オンラインでこれを無償提供することを可能とし、2020年度から運用を開始す
る。」とされている。ただし、対象となる法律が不動産登記法とされているた
め、法人登記簿謄本（登記事項証明書）について同様の対応はなされないも
のと思われる。

法人である事業者にとって、許認可等の申請毎の法人登記簿謄
本（登記事項証明書）の提出が不要になれば、時間的にもコスト的
にも負担の軽減に繋がり、行政手続の簡素化の観点から有意義
である。

また、内閣府が進める各省庁のデジタルガバメント中長期計画
（ex.法務省）において、法人登記情報の連携が国の行政機関間で
なされる見通し。
当該情報連携の対象を、地方自治体にまで広げることで、地方の
電子化の推進を図り、事業者のさらなる時間的・コスト的負担の軽
減に繋がることから、より一層の効果が期待でき、国の施策にも合
致するものである。

情報通信技術を活用し
た行政の推進等に関す
る法律

電気通信回線による登
記情報の提供に関する
法律

内閣官房、総務
省、法務省

大阪府、滋賀
県、兵庫県、
神戸市、和歌
山県、徳島
県、関西広域
連合

埼玉県、新潟
市、愛知県、島
根県、福岡県

○公益法人・移行法人の届け出において法人の登記事項証明書の取得・提出の失念があり、取得し提出しなおしていただいた例があ
る。

163 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 公営企業型地
方独立行政法
人の所有する土
地等の第三者
貸付を可能とす
るための規制緩
和

国立大学法人や公立大学法人と
同様に地方独立行政法人におい
ても、資産の有効活用を図り、そ
の対価を法人運営の経営基盤
強化につなげるため、地方独立
行政法人法の改正を提案するも
の

府立病院機構が今後も安定的に高度先進的な医療提供・医療水準向上を行
うには、財政基盤強化が不可欠である。
すでに公立大学法人では業務遂行に支障ない範囲で、対価を教育研究水準
向上のための費用に充てるため、土地等の貸付を可能とする法改正が、本年
５月に成立したところである。
一方、公営企業型地独法人は、法82条により病院事業及び附帯業務以外の
業務を行ってはならないとされている。府立病院機構では、切れ目ない医療
から介護までのサービスを提供するため、敷地一部を事業者へ貸出し、病院
と連携した事業（※）を検討したが、附帯業務に当たらず、実施できない状況
である。
　この状況では、地独法人の所有資産の有効活用による自己収入確保や、こ
れによる府民へのより良いサービス提供が困難であり、地独法人の自主性自
立性を阻害している。

（※）病院と連携できる「リハビリを中心とする在宅復帰支援機能を備えた民
間複合施設」の誘致を検討。具体的には、リハビリ、在宅復帰支援施設、緩
和ケア・終末医療、調剤薬局などを想定しており、こうした医療・福祉関係事
業者を誘致するため、土地を一括して管理する民間事業者に対し、敷地の一
部を貸し付けることを検討している。

地独法人所有資産の有効活用による自己収入確保が可能とな
り、医療水準向上や財政基盤強化が図られ、法人の自主性自立
性の高い運営による医療提供の充実を図ることができる。

地方独立行政法人法第
21条第３号及び第７号・
第82条

総務省 大阪府、滋賀
県、京都府、
堺市、兵庫
県、神戸市、
和歌山県、鳥
取県、徳島
県、関西広域
連合

宮城県、埼玉県 ○当県では、４病院の地方独立行政法人化（2020年４月予定）に向けて、所有する土地・建物（他団体に貸し付けている部分も含む）につ
いて、承継資産とすべきかどうか精査しているところである。現在、病院局が所有する土地・建物の中には医療型障害児入所施設を含む
社会福祉法人などに貸し付けを行っている部分がある。地方独立行政法人が土地や建物の貸し付けを行うことは、法82条により、本来の
事業との密接な関係性や健全な運営に資するためなど、本来の事業に支障を来すものとなってはならないとされており、独法後は土地・
建物を貸し付けることができずに社会福祉法人が行う事業に支障が生じる恐れがある。現在の利用状況を鑑みると、土地・建物について
は引き続き他団体に貸し付け、事業の提供を継続することが望ましい。

167 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 住宅・土地統計
調査における調
査表の二段階
配布方式の見
直し

住宅・土地統計調査の調査対象
世帯に対して、オンライン回答用
の調査書類（ＩＤ・パスワード等）
を郵便受け等に配布後、一定期
間経過した後、調査対象全世帯
を訪問し、面接の上で紙の調査
票を配布するといった、二段階配
布方式の義務付けを見直し、調
査書類等の最初の配布時にお
けるオンライン調査書類と紙調
査書類の同時配布を可能とする
こと（平成25年度本調査実施時
は同時配布）。または、自治体ご
との裁量で選択可能とすること。

【制度概要】
平成30年度住宅・土地統計調査では、オンライン回答率の向上を図るため、
調査対象全世帯にオンライン回答用の調査書類を郵便受け等に配布後、一
定期間経過した後、調査対象全世帯を訪問し、面接の上で紙の調査票を配
布する二段階配布方式を採用している。
【懸念材料】
オンライン回答率の向上が、二段階配布方式による効果によるものかは確証
がなく、インターネットに不慣れな高齢者等の世帯が多い地方での効果につ
いては、疑問が残る。
【支障事例】
二段階の手順を踏む本事務は、調査対象世帯の理解も得られ難く、調査現
場での混乱を招く要因となっており、調査員の確保が困難な状況の中、調査
員にかなりの事務負担を強いる状況である。

【提案の実現による住民の利便性等の向上】
スマートフォンの普及やネット環境の整備の充実などにより、イン
ターネットでの回答が可能な世帯であれば、調査員との接触や時
間的制約を最小限に抑えられるオンライン回答を選択する可能性
が高いと思われる。初回訪問時に、調査の趣旨及び回答方法選
択可能の旨を説明すれば、二回目は未回答世帯のみを訪問し、
回答を促すのみとなるため、シンプルな構造となり、調査対象世帯
との間に混乱も生み難く、事務負担の軽減が期待できる。
【制度改正の必要性】
統計調査に係る調査員の確保は、年々困難な状況となっており、
調査に係る事務負担の軽減は、円滑に調査を進める上で、必要な
措置である。

統計法

住宅・土地統計調査規
則

平成30年住宅・土地統
計調査市町村事務要領
（第２．調査の準備事務
－９．指導員事務打合せ
会及び調査員事務打合
せ会の開催－（２）調査
員事務打合せ会におけ
る指導－カ調査員の事
務の説明に当たっては、
以下の指導を徹底する。
－⑥インターネット調査
書類は、調査票に先
立って配布すること。）

総務省 宇佐市、大分
市、別府市、
中津市、日田
市、佐伯市、
臼杵市、津久
見市、豊後高
田市、杵築
市、豊後大野
市、由布市、
国東市、姫島
村、日出町、
九重町、玖珠
町

札幌市、旭川
市、盛岡市、山
形市、ひたちな
か市、那須塩原
市、所沢市、川
崎市、富山県、
福井市、長野
県、高山市、豊
橋市、西尾市、
田原市、京都
府、寝屋川市、
南あわじ市、高
松市、新居浜
市、大村市、宮
崎市

○平成30年住宅・土地統計調査において、当市においてもオンライン回答用の調査書類を調査対象の全世帯に配布したことによる問い
合わせ・苦情が相当数あった。
○インターネット回答を促進するため、平成30年住宅・土地統計調査において採用されたいわゆる調査書類の二段階配布方式について
は、調査方法の複雑化や、調査員や市町村の負担が増加し、関係市による調査事後報告会においても、次回調査においてオンライン調
査書類と紙調査書類の同時配布を希望する市が大半であったところ。
○直接面会せず、オンライン回答用IDをポスティングするだけでは、調査への協力を得られにくいだけではなく、本当に行っている調査な
のか市に問い合わせが来ることが多かった。また、インターネット環境がなく、紙の調査票がほしいといった世帯からの問い合わせも相次
いだ。
○二段階配布方式により、調査員が対象世帯に訪問する回数等が増え、負担が増えた。オンライン回答した世帯へ、同居世帯等がいな
いか確認のため訪問する際に、対象世帯から「回答しましたけど」、「オンラインで回答すれば会わないで済むと思ってやったのに」などと
言われてしまった。
○当市では実査中の世帯からの問合せの半数以上が、「インターネットの環境がなく回答できない」という趣旨の内容であり、インターネッ
ト回答用調査書類の配布後に多く寄せられたことから、世帯との不要なトラブルを避けるためにも同時配布が望ましい。
○初回訪問後、調査対象世帯にはオンライン回答用書類しか届いていないため、紙で回答を希望した際の対応、また不審に感じた世帯
への対応など、調査員と職員の事務負担が大きかった。
○二段階の期間が短く、結局ほぼすべての世帯を訪問ことになり、調査員の負担減につながっていない。オンライン回答用の調査票は、
ポスティングのみだったため、問合せの電話が多くあり、対応に追われた。また、調査対象世帯にとってもわかりにくく、現場に混乱が生じ
た。



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

196 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地方議会議員
選挙の立候補
届に必要な添付
書類の見直し

立候補届出書に記載された住所
を確認するための書類の添付が
法令上義務づけられていないた
め、届出時において容易に住所
が確認できるよう立候補届に必
要な添付書類に住民票を義務付
けること。
虚偽による立候補届を行うことを
抑止し、住所に疑義のある立候
補届のうち少なくとも虚偽のもの
によって有権者の一票を無駄に
しないため、立候補者に住所等
の届出内容が真実で、住所要件
を満たしている旨の宣誓書を提
出させるとともに、選挙犯罪等に
よる失権者と同様に虚偽の宣誓
をした場合の罰則を定めるよう法
改正すること。

【現状】
公職選挙法により、地方議会議員の被選挙権は同一自治体内に引き続き
３ヶ月以上居住することが要件とされている。しかし、立候補届に必要な書類
として住民票は規定されておらず、客観的に住所を確認する資料がない状況
にある。
＜立候補届に必要な書類＞
(1)届出書、(2)供託証明書、(3)宣誓書、(4)所属党派証明書、(5)戸籍の謄本
又は抄本
【支障事例】
町議会議員選挙において、県内に住所を有していないにも関わらず県内に居
住するとして立候補届を提出する事例が発生した。候補者が必要書類を形式
的に不備なく提出した場合、「立候補届出の受理に当たっては、候補者が被
選挙権を有するか否か等実質的な審査をする権限を有せず、開票に際し、選
挙会において被選挙権の有無を決定すべき」とする最高裁判例(1961年)か
ら、住所の記載内容に疑義があっても受理せざるを得ない。
立候補届受理後に住所要件を満たさず被選挙権がないことが確認されれ
ば、被選挙権のない候補者に対する投票は、公職選挙法の規定により全て
無効投票として取り扱うこととなる。

住所要件を満たさず被選挙権がない者からの立候補を抑止するこ
とにより、無効投票を最小化できる。

・公職選挙法第68条第１
項第５号、
第86条の４第４項
・公職選挙法施行令第
89条第２項第１号

総務省 兵庫県、播磨
町

盛岡市、宮城
県、小平市、川
崎市、松原市、
神戸市、宝塚
市、南あわじ
市、高松市、大
村市、五島市、
熊本市、中津
市、宮崎市

―

総務省、厚生労
働省

大分市、別府
市、日田市、
佐伯市、臼杵
市、竹田市、
豊後高田市、
杵築市、宇佐
市、豊後大野
市、由布市、
国東市、姫島
村、日出町、
九重町、玖珠
町

旭川市、ひたち
なか市、小川
町、台東区、川
崎市、海老名
市、小千谷市、
諏訪市、浜松
市、島田市、蒲
郡市、寝屋川
市、南あわじ
市、串本町、山
口市、徳島市、
高松市、八幡浜
市、新居浜市、
五島市、中津
市、宮崎市

○当市では、毎年約1,100件程度の年金仮徴収の還付が発生し、還付口座が不明の人が多いため、まずは還付通知書ではなく、還付対
象者全員に還付発生の連絡通知と口座振替依頼書を送付し振込口座の確認を行っている。市県民税の当初通知書に口座振替依頼書を
同封するため、準備期間が短いことや、振込口座の電話連絡の対応も件数が多く繁忙である。当市も、対象者から年金振込口座がなぜ
わからないかという質問を多く受ける。加えて、判明した振込口座の入力後（８月中旬）に還付が可能となるため、当初通知と還付までに
かなりの時間を要しその間振込はいつかとの問合わせも多い。事務の効率化及び、還付対象者の負担軽減、スムーズな還付のため、年
金振込口座の情報提供が可能となる制度を希望する。
○毎年、公的年金の特別徴収分について還付が大量に発生する。還付金の振込先の口座情報の取得に郵便料、用紙及び封筒の消耗
品代並びに印刷費用がかかり、事務も煩雑になっている。提案が実現すれば、還付該当者にとっても、請求書の記載等の労力がなくな
り、負担軽減につながる。
○当市の仮徴収分の還付対象者のうち、還付先口座の確認依頼が必要となるものは全体の半数に及んでいる。年金受給者が現に年金
給付を受けている口座情報を得ることができれば、還付先口座の確認事務が軽減されるとともに、振込エラーの発生を抑制することがで
きる。また、市民にとっても手続きを行う必要性がなくなり、年金受給口座への還付により還付金の把握が容易になると思われ、市民サー
ビスの向上につながると考えられる。
○当市の還付対象は平成30年度で約4,600件（４月：1,400件、６月：1,800件、８月：500件）である。当市では還付にあたって、過去に市税
の還付を受けたことがある者、市税の口座振替をしている者については口座情報を照会することなく、当該口座に振り込む旨を通知の上
で振込を行っている。上記に当たらない者は文書で口座照会を行うが、記載誤りや口座解約などのエラーを合計しても振込エラーは20件
前後である。電話問い合わせについては、口座照会の記入方法を確認するものが大半である。年金振込口座の情報提供がされれば基
本的に口座照会が不要となる。
○当市では、年金受給対象者に係る市税（料）の特別徴収において還付金が発生した場合、本人へ通知のうえ還付を行っている。還付を
行うにあたり必要な口座情報を把握していない場合は、対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求めているが、対象者の
記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。また、返信ない場合は還付ができず還付未済金となってしまうことも
大きな課題の一つとなっている。
○当市では、年金特徴仮徴収分の還付が約3,800件（４月：1,600件、６月：1,800件、８月：400件）あり、振込エラーに関しては、疑問に思う
点があれば過去の還付振込履歴等と照らし合わせるなどして最小限に抑えてはいるが、還付振込依頼書での記入不備（漏れ）や押印漏
れによる返送件数が通常分の還付と比べ多いため、返送することにより還付の遅れや、再送がない場合もある。また、年金特徴仮徴収分
は４・６・８月分と最大３回あるため、還付対象者の市民から「口座情報といった個人情報を（毎年）何度も書かせないでほしい」、「年金か
ら天引きした税金だから、年金の振込口座へ還付してほしい」等といった要望も多い。制度改正により、振込エラーを始め、不備による再
送により還付の遅れや、再送が無く還付未済金となる件数の軽減など、手続きを減らすことや迅速な還付が出来ることから、市民サービ
スの向上が期待出来る。
○還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求
めているが、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。また、対象者からも「年金は口座振込なのに
なぜ口座が分からないのか」といった問い合わせも多い。なお、当市の還付対象は約700件あり、振込エラーは10件程度発生している。還
付の通知発送直後は市民からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもある。
○還付通知時に口座振込依頼書を送付しているが、記載誤りの確認作業や依頼書が返送されないことがあり、還付までの期間が長くか
かる場合がある。確実な口座情報を得ることで正確な還付処理事務ができ、還付未済の大幅な減少につながる。
○当市においても口座情報が把握できていないため、還付の手続きが煩雑になっている。
○当市においても、還付対象は約1,500件あり、対象者へ通知書と口座振込依頼書を郵送し返信を求めている。しかし、対象者の記載誤
りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっているだけでなく、対象者からは、「年金は口座振込なのになぜ口座が分からない
のか」といった問い合わせも多い。日本年金機構等から口座情報の提供を受けることが出来るようになった場合、口座情報を取得する手
段、管理、取り込みに対するシステム改修費の発生や還付誤り等の可能性も考えられるが、提案内容と比較考慮した場合、制度改正は
必要だと考えている。
○還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求
めているが、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。また、対象者からも「年金は口座振込なのに
なぜ口座が分からないのか」といった問い合わせも多い。なお、当市の還付対象は約3,000件（４月：1,100件、６月：1,800件、８月：100件）
あり、振込エラーは数十件程度発生している。還付の通知発送直後は市民からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもあ
る。
○当市も同様に、還付処理を行う際、口座情報の確認に人的、時間的なロスが発生している。
○当市においても同様に口座情報を把握していないため、本人へ通知の上還付を行っているため、同様の支障がある。
○提案の実現により、当市においても還付通知への口座振込依頼書及び返信用封筒の同封、返信後の口座情報のシステム入力など、
事務負担の軽減が見込まれる。また、返信用封筒に係る印刷製本費や通信運搬費の削減も期待できる。（※当市の還付件数…約850
件）
○当市でも同様に昨年1,153件の還付が発生しており、対象者に還付先を問い合わせている。口座情報について返信を求めているが返
信がない、振込エラーが発生するなど事務に支障をきたしている。また、他市同様「年金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」と
いった問い合わせを何件かいただいている。
○年金受給対象者に係る住民税の特別徴収において、還付金が発生した場合、市から還付対象者へ通知のうえ還付金支払処理を行っ
ている。市が口座情報を把握している場合は、その口座へ還付通知とともに還付金支払を行っている。しかしながら、口座情報を把握して
いない場合、還付対象者へ一旦、還付通知を送付し、口座情報の連絡を受けた後に還付金支払処理を行っている。また、還付通知を送
付してもなかなか返信がない場合は、再通知等を行うなど事務負担が大きくなっている。
○還付未済者に勧奨状や請求書を発送しており、その事務負担が大きい。
対象者本人の口座情報記載誤りにより振込不能となることも多く、その対応にも労力を要している。
○還付金が発生する方で振込口座が不明の方については、過誤納金還付通知を送付し、口座振込依頼書を提出してもらうようにしてい
るが、返送がなく還付できない場合がある。
○当市の対象件数（平成30年度）は2,824件（仮徴収４月分：1,017件、６月分：1,386件、８月分：421件）
○毎年４月６月分の仮徴収分にかかる年金特徴の還付を７月下旬に合わせて発送している。
約2,000通発送して既に口座登録をして頂いている方が600人程で残りの1,400人に対しては振込口座の登録用紙を同封しているが、対象
者がご高齢の為、記入誤りが多々発生して振替金融機関からの口座記入誤りの指摘がある。この時期、毎年約30件の振込が出来ずに
いて、正しい口座番号の聞取りも困難な場合があり確認作業に手間取っている。
口座番号が事前に分かっていれば、口座記入用紙と返信用封筒の同封作業も要らず、印刷と郵送経費も少なくて済む。さらに事後の事
務処理がスムーズに行える。
○当市の還付件数は多いときで月200件程度。
○当市においても同程度の件数の還付対象があり、通知発送後に対象者より「年金を受け取っている口座に還付してほしい」という要望
の問い合わせもある。
○当市においても、個人市民税・府民税納税通知書（当初課税分）の送付後、還付通知書を送付しており、４月分：約7,500件、６月分：約
10,000件を送付している。提案内容としては、受給者が年金支払報告書の様式に記載した口座情報を日本年金機構より提供を受けること
で、市町村が対象者に口座情報の確認を行う事務が無くなり、一定事務の軽減となる。日本年金機構から提供された口座情報を用いる
場合、税務事務システムの課税側のサブシステムに連携される還付対象者情報を還付処理に結び付け、過誤納データ作成時に口座情
報を連携し支払いを行い、還付通知のみを作成する処理に改修を行うことで事務の効率化が望めるものの、改修が課税・収納の各サブ
システムに及ぶことから、大規模な改修となる可能性があり、予算の確保が懸念される。
○当区においても、仮徴収分にかかる還付件数が、約1,000件程度ある。税務部門が口座情報を得ることで、振込エラーに対する対応が
早くなり区民サービス向上につながると思われる。

183 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 公的年金の特
別徴収における
還付金の取扱
いにかかる地方
税法施行規則
の改正

地方税法施行規則を改正し、年
金支払報告書の様式に口座情
報に関する項目を設けることで、
市町村が日本年金機構等より口
座情報の提供を受けることが可
能となるよう制度を改正する。ま
た、併せて扶養親族等申告書の
様式に口座振込に係る同意欄を
設ける。

年金受給対象者に係る住民税の特別徴収のうち、４・６・８月の仮徴収分にお
いて還付金が発生した場合、市町村において本人へ通知のうえ還付を行って
いる。
還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、
対象者へ通知と合わせて口座振込依頼書を送り返信を求めているが、対象
者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっている。
また、対象者からも「年金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」と
いった問い合わせも多い。
なお、本市の還付対象は約6,000件（４月：2,000件、６月：3,000件、８月：1,000
件）あり、振込エラーは100件程度発生している。還付の通知発送直後は市民
からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもある。

確実な口座情報を得ることで、振込エラー等の事務の煩雑さが軽
減されるとともに、迅速かつ正確な還付金処理事務の推進につな
がる。また、市民が別途手続き等を行う必要がなくなり、市民サー
ビスの向上につながる。

地方税法施行規則第十
条（別表（二）第十七号
の二様式
地方税法第三百十七条
の三の三
地方税法施行規則第二
条の三の六



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

204 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 選挙運動自動
車における「乗
用の自動車」に
関する判断基準
の明確化

公職選挙法及び同施行令に規
定されている選挙運動用自動車
の使用可否の判断における「乗
用の自動車」に関する基準を明
確にすること。
とりわけ、車検証の用途欄表記
が乗用以外の場合においても、
自動車の実体及び形態等により
選挙運動自動車としての使用可
否が異なるため、これらの実体
及び形態等に応じた具体的かつ
詳細な判断基準（ガイドライン
等）を示すこと。

選挙運動用自動車は、公選法第141条第６項により、「政令で定める乗用の
自動車」に限って使用可能とされているが、これは車検証の用途欄表記にか
かわらず、身体障害者用に改造した特種用途自動車等、実体的に乗用と見
なされるものであれば使用可能とされている。一方、同じ特種用途である放送
宣伝車については、同法同条第1項に「構造上宣伝を主たる目的とするもの」
は使用不可と明記されているため、市選管では候補者等にこの旨説明してい
た。
しかし、平成31年４月市議会議員選挙の際、「乗用としての使用があれば放
送宣伝車も選挙運動に使用できる」との見解が国から得られたので、同自動
車を選挙運動に使用する準備を進めているが、今まで認められていなかった
放送宣伝車の使用は本当に可能かとの問い合わせがあった。
本市選管としては、東京都選管とも協議を重ねたが、「乗用」の判断基準が明
らかでない中で、構造上宣伝が主たる目的と思われる放送宣伝車の使用は
認められないとの意見で一致した。この間、国に対しても、その判断基準を明
らかにすることを再三求めたが、結局明確な回答は得られず、最終的に当該
候補者は同自動車の使用を見送った。
このことについて、市選管では、国、都及び警視庁への確認に相当の時間を
費やし、当該候補者も、長期間選挙運動用自動車を準備できない不利益を
被った。また、「乗用」の判断基準が不明なまま使用した場合には、違法な選
挙運動として取締対象となる恐れもあった。選挙運動用自動車に関して、「乗
用」を市選管が個別に判断することは不可能であり、その判断基準を伴わな
い国の見解はあいまいで、かえって現場に混乱を招いている。

選挙運動用自動車における「乗用の自動車」に関する判断基準を
明確にすることは、候補者における円滑な選挙運動の準備・実施
を可能とするだけでなく、公選法及び同施行令に基づき候補者に
助言等を行う選挙管理委員会並びにその取締を行う警察本部等、
実際に選挙の適正な管理・執行を担っている現場における混乱の
解消につながるものである。
特に、車検証の用途欄表記が乗用以外の場合にも、自動車の実
体及び形態等に応じた具体的かつ詳細な判断基準（ガイドライン
等）があれば、候補者からの問い合わせに対しても、選挙管理委
員会及び警察本部等において明確かつ迅速な回答をおこなうこと
ができ、誤った解釈等により取締対象となる危険性も軽減できる。

公職選挙法第141条第１
項
公職選挙法第141条第６
項

総務省 八王子市 盛岡市、宮城
県、川崎市、甲
斐市、松原市、
高松市、新居浜
市、大村市、熊
本市、中津市、
宮崎市、鹿児島
市

○市議会議員及び市長の選挙において立候補予定者への説明会を行う場合においても、本件については法律の規定が非常にわかりに
くく、説明にも苦慮している。
○平成31年４月の市議会議員選挙の際、候補者から「軽トラックの荷台を覆って選挙運動用自動車として使用してよいか」との問合せが
あり、「乗用としての使用」の判断に迷った。都道府県選管とも協議したが、「乗用」の明確な判断基準がないため、候補者への回答に日
数を要し、立候補準備に支障を来した。
○市議会議員選挙の際に、三輪スクーターを使用したいとの相談があり、県選管と市選管の見解が異なった事例があった。市選管では、
軽自動車届出済証に「軽２輪側車付」との記載があることから、道路運送車両法では「側車付軽二輪」として扱われるため、２輪車として使
用できるとの判断をし、県選管と意見の一致をみたが、公職選挙法施行令の記載が複雑で解りにくく、候補者にとっても選管職員にとって
も判断に苦慮している。

211 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 マイナンバー制
度における適切
な情報提供

マイナンバー制度の見直し等を
行う際には、実務が円滑に進む
よう十分な情報提供と地方との
事前協議を行い、地方自治体へ
の影響を検証した上で、導入を
進めること。
また、データ標準レイアウト改版
は自治体の予算編成に考慮して
早期に確定し、遅れる場合は、
判明した段階で自治体に情報提
供すること。

令和元年７月版データ標準レイアウト改版において、情報連携開始時期が事
前調整なく６月中旬に前倒しされた。
データ標準レイアウト改版では、自治体にて改版内容に応じたシステム改修、
副本登録などの対応が必要になるため、情報連携開始が早まることで作業日
数が短くなり、自治体の負担が大きい。
また、７月から次年度のシステム改修等に関した予算調整を行うが、改版内
容が確定しないと正確な積算ができない。そのため、見込み額で予算要求を
せざるを得ず、他の事業予算を削る必要が生じるなど、影響がある。

マイナンバー制度に係る事務が自治体側の実務を考慮したスケ
ジュールとなることで、自治体の負担軽減が期待できる。
また、データ標準レイアウト改版が早期に確定することで、適正額
での予算調整が可能となる。

行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律等

内閣府、総務省 神奈川県、さ
いたま市、横
浜市、川崎
市、相模原
市、藤沢市、
小田原市、茅
ケ崎市、厚木
市、伊勢原
市、南足柄
市、寒川町、
開成町、愛川
町、山梨県、
愛知県

ひたちなか市、
熊谷市、桶川
市、八王子市、
平塚市、福井
市、越前市、高
山市、豊橋市、
豊田市、京都
市、兵庫県、神
戸市、五島市、
熊本市、宮崎
県、宮崎市

○データ標準レイアウト改版の仕様確定が遅いため、ベンダーのシステム改修の設計・見積が遅くなりがちである。そのため、自治体の予
算措置も遅くなる。データ標準レイアウト関連様式をエクセルではなくシステム化し、自治体やベンダーが把握しやすくすべきである。エク
セルのままでは見辛いし把握漏れが出る可能性がある。また、個別にＱ＆Ａで出した仕様内容は必ずデータ標準レイアウト関連様式に追
記・反映させるべきである。
○データ標準レイアウト改版では、自治体において、改版内容に応じたシステム改修、副本登録などの対応が必要になる。改版内容が早
期に確定されないと、情報連携開始までの作業期間が確保できず、確実な対応が行えない可能性が生じる。
○データ標準レイアウトの修正はメール等で周知されないため、自治体側が能動的にデジタルPMOを確認する必要があり、対応が遅れる
可能性がある。自治体の予算要求時期を考慮して、年次改版時期を年度後半にするよう抜本的な見直しを要望する。
○７月から次年度のシステム改修等に関した予算調整を行うが、改版内容が確定しないと正確な積算ができない。そのため、他の事業予
算を削減してシステム改修に要する必要最小限の経費よりも多くの額を見込み額として計上せざるを得ず、市の政策的な投資に対して影
響が生じている。
○データ標準レイアウトの改版に際しては、改版内容の度々の変更が自治体のシステム改修において負担となっている。また、改版に伴
うテストの円滑な実施のためには、より早期の方針決定及び情報発信が望まれる。
○情報連携開始が前倒しになったことにより、精査や改修作業の時間が短時間となり、負担額、実改修作業ともに調整が難しかった。
データ標準レイアウト改版の内容が確定していないため見込みで予算措置を行うことになるため、改修内容が大きくなった場合の調整に
苦慮している。
○データ標準レイアウト改版では、自治体にて改版内容に応じたシステム改修、副本登録などの対応が必要になるため、情報連携開始
が早まることで作業日数が短くなり、自治体の負担が大きい。
○当市においてもデータ標準レイアウト改版において、短期間でシステム改修や、機関間テストを行う対応が必要となるなど、負担が大き
い。
○データ標準レイアウト改版では、自治体にて改版内容に応じたシステム改修、副本登録などの対応が必要になるため、情報連携開始
が早まることで作業日数が短くなり、自治体の負担が大きい。

219 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地方独立行政
法人（研究開
発）の出資規制
の緩和

試験研究を行う地方独立行政法
人は出資を行うことが認められて
いないため、これを規制緩和し、
出資を行えるようにする。

【現状】
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（以下「ＫＩＳＴＥＣ」）で
は、大型研究プロジェクトや企業等と共同研究を実施しており、これまで研究
成果の社会実装とイノベーション創出の担い手として期待される、ＫＩＳＴＥＣ発
のベンチャー企業の創出及び成長支援を行ってきた。

【課題】
ＫＩＳＴＥＣには研究成果の社会実装とイノベーション創出の担い手となる役割
が期待されているが、運営費交付金等の財源が限られている中でその役割
を果たすには、ベンチャー企業等を通した社会還元が有効な手段として考え
られる。また、外部資金の安定的確保についても保証がない現状では、出資
の還元による自主財源の拡充が必須となっている。
しかしながら、現行法の枠組みでは、国の独立行政法人（研究開発型）にお
ける出資は認められているにもかかわらず、地方独立行政法人（研究開発
型）による出資は認められていない。
そのため、出資によるベンチャー企業等への支援を行うことができず、地域に
おけるイノベーション創出を行う上で大きな障害となっている。
なお、地方独立行政法人である公立大学法人については、平成28年度に国
立大学法人と同様に出資が可能となるよう法改正が行われている。

【解決案】
地方独立行政法人（研究開発型）による出資業務が可能となるように、地方
独立行政法人法を改正する。

【効果】
ベンチャー企業を通して研究成果が社会に還元され、イノベーショ
ン創出に寄与する。その結果、ベンチャー企業の成長につながり、
出資元へ利益が還元される。それにより、ＫＩＳＴＥＣの自主財源の
充実が実現し、更なる研究開発力の強化という好循環な環境が構
築される。

地方独立行政法人法第
21条

総務省 神奈川県 ― ―

230 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 不要財産納付
時の公立大学
法人に係る定款
変更について、
議会の議決及
び各省庁の認
可の廃止

不要財産の納付などを事由とす
る、公立大学法人の定款変更に
ついては、議会の議決及び各省
庁の認可を不要とすること。
（地方独立行政法人法第８条第
２項ただし書の適用範囲の拡大
や省庁の認可を設立団体からの
届出に変更するなど）

【現状】
公立大学法人の定款の変更については、地方独立行政法人法（以下「法」と
いう。）第８条第２項、第80条の規定に基づき、設立団体の議会の議決を経
て、総務大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じな
い。
　法第８条第２項ただし書により、変更が政令で定める軽微なものであるとき
は、この限りでないとの例外規定が設けられているが、法施行令第２条及び
総務省告示（平成25年総務省告示第395号）で定める軽微な変更は、従たる
事務所の所在地の変更や設立団体である地方公共団体の名称の変更など
であり、適用範囲は限定されている。

【支障事例】
以下のような場合にも、議会の議決及び各省庁の認可を受ける必要があり、
県の事務的な負担が過大となっている。

不要財産の納付について、法第４２条の２第５項の規定に基づき設立団体の
長が認可をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならな
い。
不要財産の納付後、法第８条第２項に基づき定款別表を変更する際、改めて
議会の議決を経て、総務大臣及び文部科学大臣への認可申請が必要。
上記のとおり、議会の議決が２度必要なため、事務負担が過大となっている。
また、当該事案に係る各省庁への認可申請についても、不要財産の納付に
係る設立団体の長の認可後の申請であることから、事後報告的な意味合い
が強いものと思料される。

都道府県の事務負担の軽減及び事務の効率化が図られる。 地方独立行政法人法第
８条第２項、第42条の２
第１項・第２項・第５項、
第80条
地方独立行政法人法施
行令第２条
総務省告示（平成25年
総務省告示第395号）

総務省、文部科
学省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

川崎市、富山
県、長野県、名
古屋市

―
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総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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234 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地方公共団体
の物品等又は
特定役務の調
達手続の特例を
定める政令第11
条第１項第６号
に基づく随意契
約によって調達
できる業務の拡
大

地方公共団体の物品等又は特
定役務の調達手続の特例を定め
る政令第11条第１項第６号にお
ける「建築物の設計」の文言を建
築物に限定しない「設計業務」に
改め、随意契約によって調達で
きる業務の対象範囲を拡大す
る。
加えて、同号の「総務大臣が定
める要件を満たす審査手続」を
定めた平成７年12月８日自治省
告示第209号を、プロポーザル方
式の審査手続が可能となるよう
改める。
なお、政府調達に関する協定原
文及び和訳文における同号に対
応する部分の文言は「design
contest」＝「設計コンテスト」と
なっており、建築物に限定した文
言は見当たらない。

当県では、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
政令（以下、特例政令という。）の適用を受けるシステム構築に係る業務委託
を、一般競争入札の一類型である総合評価落札方式にて調達しましたが、発
注に当たり、時代に即した最新技術を用いたシステムの仕様書を作ろうにも
高度に専門的な知識を要するため、システムに精通していない一般の職員で
は作成が難しく、システム構築による充実した行政サービスの提供が満足に
なし得ませんでした。

提案対象となる特例政令第11条第１項第６号のうち、「総務大臣
が定める要件を満たす審査手続」を定めた平成７年12月８日自治
省告示第209号は、提出された具体的な設計案を審査し、最も優
れた設計案を選定するコンテスト形式、いわゆるコンペ方式を想定
したものと思われます。
今回の提案により、特例政令の適用を受ける建築物に限定しない
「設計業務」について、最も適切な想像力、技術力、経験などを持
つ設計者を選定するプロポーザル方式というコンペ方式と類似の
審査手続による調達を可能としたいと考えています。
設計業務は一般的に、その設計内容や設計の結果が目に見える
形になっているわけではなく、設計者によって差が生じます。よっ
て、契約金額が安くても設計成果物が悪ければ、発注者の要求す
る性能・品質は得られません。
プロポーザル方式の審査手続によれば、民間の高度な知識やア
イデアを生かした提案の中から相手方を選定することができ、職員
の仕様書作成に要する業務量の軽減や総合的に優れた内容の契
約締結、ひいては民間の提案を活かした高度なシステム構築によ
る充実した行政サービスを提供することが可能となります。

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
（平成７年政令372号）第
11条第１項第６号

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
第11条第１項第６号に規
定する総務大臣の定め
る要件を定める件（平成
７年12月８日自治省告
示第209号）

〈参考〉
政府調達に関する協定
を改正する議定書第13
条１(h)

総務省、外務省 長野県 川崎市、熊本市 ○システム構築等業務の調達に関しては、高度な知識・技術、創造性、構想力等が必要とされ、地方公共団体の物品等又は特定役務の
調達手続の特例を定める政令の適用を受ける場合であっても、プロポーザル方式での調達の必要性がある。
○ システム構築など高度に専門性を有する案件は、自治体が仕様書を作成し競争入札に付すよりも、業者から提案をいただいたものを
審査し優れた提案を行った者と契約した方がより高い成果が期待できる場合がある。

274 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 所有者不明空き
家に対する地方
公共団体への
財産管理人選
任申立権の付
与

所有者不明空き家に関し、地方
公共団体（市町村）への財産管
理人選任の申立権を付与するこ
とを求める。

所有者不明空き家の活用・除却の促進には、財産管理人制度（不在者財産
管理人：民法第25条～第29条、相続財産管理人：民法第951条～第959条）
の活用が有効であるが、現行では、「利害関係人」として認められる場合でな
ければ、地方公共団体であっても財産管理人選任の申立てができないことと
されている。
京都市では、空き家対策の一環として財産管理人制度を活用するべく京都家
庭裁判所に申立ての相談をしたところ、地方公共団体が債権を有している空
き家でなければ利害関係人に該当しない可能性が高いとの説明を受けた。
一方で、所有者不明空き家に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法
第４条により空き家対策を実施する責務を負う地方公共団体から財産管理人
選定の申立ができないと、同空き家の活用や除却の進展が滞り、空き家問題
に対する適切な対処が不十分なものとなる。
空き家の増加は、地域の防災や防犯、生活環境、景観などに悪影響を及ぼ
し、更にはまちの活力の低下につながる等、地域のまちづくりを進めるうえで
大きな課題となっている。特に、所有者不明の空き家は、そのまま放置される
ことで、空家特措法で規定される「特定空家等」にまで至ってしまう蓋然性が
高い。
平成30年６月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措
置法第38条において、所有者不明の「土地」について地方公共団体に申立権
が付与されたことを踏まえ、空家法上の「空家等」についても同様の規定を設
けていただきたい。

所有者不明の空き家に対し、地方公共団体による財産管理人制
度の活用が可能になることにより、所有者不明の空き家の活用が
促進される。

民法第25条～第29条
（不在者財産管理人）、
民法第951条～第959条
（相続財産管理人）、空
家等対策の推進に関す
る特別措置法

総務省、法務
省、国土交通省

指定都市市
長会

いわき市、須賀
川市、ひたちな
か市、多治見
市、豊橋市、春
日井市、大阪
府、八尾市、米
子市、大村市、
宮崎市

○本市においても、所有者のいない空き家を「特定空家等」に認定したうえで、財産管理人制度を活用した例がある。しかし市内には所有
者が不明の空き家（特定空家等にはまだ認定できない）があり、対応に苦慮している。
○これまでに５件相続財産管理人制度を活用し、うち２件が完了の見込みである。いずれも空家の担当課ではなく、固定資産税を債権と
する税担当課が申し立てを行った。相続財産管理人制度を活用しているといえるが、債権のある物件に限られること、税担当課との調整
が必要なことなど、空家担当課が実施したいものと必ずしも一致するとは限らないのが現状といえる。
○本市では、条例に基づく応急措置を行った所有者不明空家に関する措置費用について、債権を有する「利害関係人」として財産管理人
選任の申立てを行った事例がある。現行の制度では空家の所有者調査で取得できる税情報については課税に必要な情報に限定されて
おり、市税の滞納状況等他の債権の有無が不明であるため、空家対策部局において、何らかの措置を行わない限り「利害関係人」となり
得ず、空家が老朽化し、措置が必要になるまで放置するしかないため、所有者が不明若しくは相続人不存在が判明した時点で申立てが
できれば空家対策に有効であると考える。
○当市では、財産管理人制度活用の実績はないが、老朽化した空き家の危険性を考えると、実効性を伴う手法で速やかに対応すること
が望まれる。そのような観点から、早期に「申立権」を付与することは有益であると考える。
○当市においても法定相続人全員による相続放棄がなされた空き家が多数あり、対応に苦慮しているところである。管理不全な状態がほ
とんどのなか、建屋の状態が良く使用できるものも一部あるが、利害関係人が存在しないため、老朽化していくのを何もできずに見ている
だけとなっているケースがある。一方で、危険性が著しく高い空き家に対しては、特定空家等の認定を行うことで、行政が利害関係人とし
て財産管理人の申立が可能になると、提案団体の事例により認識している。提案にある申立権の付与は、危険性が無い所有者不在の空
き家を流通させるために有効なものと考えるが、申立てに伴う裁判所への予納金納付に対する負担軽減があわせて必要と考える。
○すでに相続人が全員相続放棄をしていることが確認されているにも関わらず、特定空家に認定するほど老朽化していない空家が一定
数存在する。そういった空家の解消が期待できる。
○当市には、相続人不存在の特定空家等（母屋・小屋）が存在していたが、市道沿いの小屋が、市道側へ倒壊するおそれがあったため、
略式代執行にて除却を行った。しかし、母屋は依然敷地内に残っており、相続人不存在の案件として対応に苦慮している。現行では、「利
害関係人」として認められる場合でなければ、財産管理人選任の申立てができないこととされているが、直接の利害関係のない場合でも
市が、裁判所へ財産管理人選任の申し立てを行うことができるようになれば、特定空家等の除却を進める上で効果的であると思料される
ため。

275 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 各種選挙及び
最高裁判所裁
判官国民審査
における未使用
の投票用紙の
保存期間の見
直し

未使用の投票用紙の保存期間
については、選挙等の効力の確
定までの期間としていただきた
い。

使用済みの投票用紙の保存期間については、各種選挙は当該選挙の任期
中、国民審査は10年間と規定されているが、未使用の投票用紙の保存期間
については、法令に明文の規定はない。
昭和51年の名古屋高裁で「未使用の投票用紙についても、投票関係書類に
含む。」との判決が出され、確定していることから、未使用の投票用紙と使用
済みの投票用紙を同様に扱うこととされているが、本判決は投票の効力が確
定する前に投票用紙（使用済み、未使用とも）を廃棄した事案に係るものであ
る。
未使用の投票用紙については、選挙及び当選並びに審査及び罷免の効力の
訴訟等の手続きができる期限以降であれば、廃棄したとしてもそれらの効力
への影響はなく、保存する実益がないと考えられることから、効力確定後の未
使用の投票用紙の扱いについて明確に示していただきたい。
市によっては、使用済み投票用紙の２倍以上が未使用となる現状において、
保存の実益がないと考えられる膨大な量の未使用の投票用紙を長期間保存
するための広い保存スペースや多額の費用が必要となっている。

・保存スペースの確保が不要となる。
・保存に係る費用を節減できる。
・盗難や流出などセキュリティ上の問題が解消できる。
※保存にあたっては、施錠できるスペースを確保する等十分に配
慮するが、未使用の投票用紙が流出した場合、不正利用による、
選挙制度の信頼に関わる重大な事態が生じることとなる。

【各種選挙の投票用紙】
・公職選挙法第71条
・公職選挙法施行令第
45条、第77条
・昭和51年６月「敦賀市
長選挙無効等確認請求
事件」に係る名古屋高裁
の判決

【国民審査の投票用紙】
・最高裁判所裁判官国
民審査法第24条
・最高裁判所裁判官国
民審査法施行令第７条

総務省 指定都市市
長会

盛岡市、宮城
県、ひたちなか
市、小平市、新
潟市、豊橋市、
大阪市、山陽小
野田市、徳島
市、高松市、福
岡県、大村市、
五島市、熊本
市、中津市、宮
崎市、鹿児島市

○未使用の投票用紙を、次の選挙の際に誤って使用し、無効投票を生みだしたケースがある。
○特に、国民審査における投票用紙の保存期間は10年間と規定されており、常時４回分の未使用の投票用紙を長期間保存するための
広い保存スペースが必要となっており対応に苦慮している。
○保管並びに処分に係る経費負担に苦慮している。
○期日前投票所や当日投票所の増設等で選挙物品が年々増えている状況であり、選挙機材等を保管する倉庫は空きスペースがない状
態である。

283 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 特定空家等に
対する代執行時
の動産の取扱
いについての明
確化

空家等対策の推進に関する特別
措置法第14条における代執行時
の特定空家等の中の動産の取
扱いについて、具体的な保管期
間及び保管期間経過後に市町
村長が当該動産を処分できるこ
とを、空家等対策の推進に関す
る特別措置法上に規定していた
だきたい。

代執行時の特定空家等の中の動産の取扱について、空家等対策の推進に
関する特別措置法（以下「法」という）上は規定がなく、ガイドラインにおいて
も、「いつまで保管するかは、法務部局と協議して定める。」とされているにす
ぎず、保管期間等に係る統一的なルールは明確にされていない。
本市においては、本年３月に、法第14条第10項に基づく略式代執行を行い、
その際に当該空家の中に残されていた家財道具等の動産は市の所有施設
の一室に、一時的に保管することとした。
所有施設は普通財産であり、具体的な時期こそ現時点で明確ではないもの
の、近いうちに取り壊される可能性もあり、いつまでも保管しておけるというわ
けではない。
本団体内の法務部局や本団体の顧問弁護士、市の空家対策協議会にも相
談したが、代執行による除却の事例が全国でもまだ少ないこともあり、いずれ
からも明確な回答は得られなかった。
一部の他団体の事例も把握しているが、動産の処分に対して所有者等から
損害賠償請求の訴訟を提起された際に、当該処分が正当に行われたことを
主張するに足る根拠となるものではないと考えている。
以上の支障を解決するため、法上に河川法第75条のような規定を設けるな
ど、保管期間等の統一的ルールを明確にしていただきたい。

代執行時の動産の取扱いについて、保管期間及び保管期間経過
後の処分権限を、空家等対策の推進に関する特別措置法上に明
記することにより、代執行時の動産を適正に管理することができ
る。

空家等対策の推進に関
する特別措置法第14条
「特定空家等に対する措
置」に関する適切な実施
を図るために必要な指
針（ガイドライン）

総務省、国土交
通省

指定都市市
長会

須賀川市、三鷹
市、大垣市、多
治見市、豊橋
市、京都市、八
尾市、神戸市、
松山市、大村
市、宮崎市

○本市においては代執行による事案はないが、代執行の際には動産についての取り扱いについて管理・保管・処分の問題が生じると考
えられ、統一的なルールを設けてほしい。
○代執行を円滑に遂行するためにも、保管期間等の統一的ルールの明確化を望む。統一的なルールを明確にしてほしい。
○本市において同様の支障事例は生じていないが、指摘の通り、空き家特措法では規定が明確になっていない部分があり、法改正の中
で解消されることを期待するものである。
○本市では代執行の実績はないが、今後代執行を検討していくに際し、同様の課題が挙げられる。空家に対する代執行自体の実施件数
は全国的にもまだ少なく、ノウハウ不足が本市を含め未実施自治体が代執行になかな踏み込めない要因と考える。提案どおりに特別措
置法上に規定されることで代執行を躊躇する自治体の後押しになるものと考える。
○平成28年度に略式代執行を実施した際には、特定空家等の中の動産の取り扱いについて明確なルールがなかったため、現地調査の
結果、廃棄物として処理をしたが、保管すべき物かどうか、また、その期間等について指標を示してほしい。
○本市では略式代執行の事例がなく支障事例はないが、代執行時の動産の取り扱いについて、統一的なルールがある方が望ましいと考
える。
○当市では、現在、法第14条に基づく行政代執行や略式代執行の実績はないが、今後、行政代執行等を行う場合に、動産の取り扱いに
苦慮することも想定されることから、空家法に保管期間等の規定を加えることが望ましいと考える。
○本市において行った略式代執行においては、家財一式が全て放置されており、動産の保管場所を確保できずに対応に苦慮した。
動産の取扱いについては代執行を行ううえで大きな妨げになっており、市町村の負担にならないような簡素で統一的な基準が求められて
いる。
○本市においても、同種の案件対応に苦慮することが想定されるため、保管期間等、処分手続きの統一ルールの明確化に賛同する。
また、家屋内にとどまらず、敷地内の放置動産等についても適切な措置をとることができるよう、明示されることを要望する。



別添１

総務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

287 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 未登記の空き家
に係る不動産登
記法の表題部
記載事項（面
積、建築年、建
物図面等）等に
相当する固定資
産税情報の調
査権限の付与

未登記の空き家について、固定
資産税の課税情報のうち、不動
産登記法の表題部記載事項（面
積、建築年、建物図面等）などに
相当する情報の調査権限を与え
て欲しい。

問題となっている空き家の多くは未登記であり、構造や面積、建築年数を把
握する術がない。法及び平成27年２月26日付け国住備第943号・総行地第25
号により、空き家の情報については、固定資産税の課税情報のうち、所有者
情報に限られており、課税情報からも空き家の属性を知ることはできない。現
行法では特定空家等の措置のための立入調査により、これらを把握する仕組
みとなっている。所有者の同意が得られれば課税情報の閲覧が可能になると
はいえ、必ずしも所有者の同意が得られるとも限らず、昨今の相続放棄が進
む状況下では、空き家の所有者が当該家屋に詳しいとも限らない。
特定空家等に至らない予備軍への適正管理の助言・指導をしているが、空き
家の属性が分からないままに所有者と相談を行っても、解体や利活用の具体
的な提案が難しいため、助言・指導がスムーズに進まない状況となっている。
こうしたことから、不動産登記法にて義務付けられている表題登記を、所有者
が申請していない事実を鑑み、当市の空家等対策条例の制定過程で所有者
情報以外の情報利用について条文を盛り込もうとしたが、空家等対策推進協
議会の弁護士及び市顧問弁護士より、前述の通知に「空家等の所有者（納税
義務者）又は必要な場合における納税管理人の氏名又は名称並びに住所及
び電話番号といった事項に限られる。」と明記されていることを前提に、法に
違反するため不採用となった経緯がある。

特定空家等に至らない予備軍の所有者への助言・指導を円滑に
行うことが可能となり、空き家等の適正管理の促進に繋がる。

空家等対策の推進に関
する特別措置法
固定資産税の課税のた
めに利用する目的で保
有する空家等の所有者
に関する情報の内部利
用等について（平成27年
２月26日付け国住備第
943号・総行地第25号）

総務省、国土交
通省

羽島市 別紙あり 須賀川市、ひた
ちなか市、三鷹
市、川崎市、多
治見市、京都
市、米子市、大
村市、宮崎市

○未登記家屋の情報は、例えば、床面積・建物図面によって解体費用を概算することができ、指導の際の具体的な提案に繋げることがで
きる。また、建築年によって外観からは見えない部分の工法を推測することができ、危険性の判断に有効な情報となる。
○同様の事案について、本市でも対応に苦慮しており、結果的に問題早期解決の妨げになっている。
外観調査だけでは建物属性の情報が乏しく、空き家の利活用に向けた指導の判断材料としても固定資産税の所有者の情報は有効であ
る。
課税情報のうち、不動産登記法の表題部記載事項（面積、建築年、建物図面等）などに相当する情報の調査権限の付与について賛同す
る。
○未登記家屋に係る所有者の特定については、固定資産税の課税情報が有力な手がかりとなるが、固定資産の評価に係る情報につい
て、現法では明確に調査権が与えられていない。推定される所有者が既に亡くなっており、相続人が何代にも渡る場合など、所有者を特
定するのが困難である。　こうしたことから、未登記の空き家について、固定資産税の課税情報のうち、不動産登記法の表題部記載事項
（面積、建築年、建物図面等）などに相当する情報の調査権限を法で明確化することが空き家対策に有効であるため。

298 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 個人番号カード
交付事業費補
助金、個人番号
カード交付事務
費補助金及び
社会保障・税番
号制度システム
整備費補助金
に係る都道府県
経由事務の廃
止

個人番号カード交付事業費補助
金、個人番号カード交付事務費
補助金及び社会保障・税番号制
度システム整備費補助金におい
て、都道府県以外の者が補助事
業者となる場合の都道府県経由
事務を廃止すること。

【現行制度】
個人番号カード交付事業費補助金及び個人番号カード交付事務費補助金に
おける補助事業者（市町村）と国との間の交付申請、交付決定及び実績報告
等の事務（以下「交付事務」という。）については、都道府県を経由して行うこ
ととされている。
また、社会保障・税番号制度システム整備費補助金における補助事業者（総
務省所管補助金では都道府県及び市町村等、厚生労働省所管補助金では
協会等）と国との間の交付事務についても、都道府県を経由して行うこととさ
れている。（都道府県が補助事業者となる場合の交付事務は、都道府県と国
とが直接行うこととされている。）

【支障事例】
交付事務は、年度末・当初の極めてタイトなスケジュールの中行わなければ
ならず、大きな事務負荷が生じており、都道府県における業務効率化を阻害
している。
なお、個人番号カード交付事業費補助金及び個人番号カード交付事務費補
助金の交付事務に係るスケジュールについては、平成30年の地方からの提
案等に関する対応方針において部分的に見直しが行われたものの、都道府
県等の事務負担が十分に軽減されているとは言えない状況である。
そもそもこれらの補助金は国の政策により交付されているものであり、短い交
付事務スケジュールの中で敢えて都道府県を経由させる必要性が認められ
ない。本来国が負うべき事務負担を都道府県に転嫁しているのにほかならな
いと考える。

年度末・当初における都道府県の事務負担が軽減され、簡潔な事
務手続きとなるとともに、国が補助事業者との間で直接交付事務
を行うことで、より適正で迅速・確実な予算執行が期待される。

個人番号カード交付事
務費補助金交付要綱、
社会保障・税番号制度
システム整備費補助金
交付要綱

総務省、厚生労
働省

鳥取県 宮城県、鹿沼
市、川崎市、高
山市、浜松市、
愛知県、三重
県、大阪府、兵
庫県、岩国市、
宮崎県

○都道府県にとっても、国の代わりに市町村へ支出負担行為を行うなど、本来必要のない事務を行うことは、多大な負担となっている。
○社会保障・税番号制度システム整備費補助金については、市町村が交付申請を行う際に都道府県が取りまとめ及び審査を行うこととさ
れており、短いスケジュールの中で高い業務負荷がかかっている。
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法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

41 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 外国人受入環
境整備交付金
の運用改善

外国人受入環境整備交付金に
ついて、地方公共団体の予算編
成や議会日程に配慮して、国の
概算要求が公表される８月に合
わせて、
・交付申請等のスケジュール
・対象となる事業の要件
・対象経費、対象外経費の別
に関する情報を提供すること。

同交付金については、１月中旬に初めて国から説明があり、要綱案等の提示
があったのは１月末であった。本県の場合、当初予算の編成及び２月補正予
算については、２月議会で提案するために作業を進める必要があり、その庁
内の調整は年内に完了している。このようなスケジュールでは、交付金を活用
した事業の実施は非常に困難である。

日程に配慮いただくことにより、全ての都道府県が平等に、交付金
を活用した事業実施を検討することができる。
翌年度の当初予算編成に間に合う時期に、国の支援制度等の情
報をいただくことにより、国の支援があって初めて実施できる事業
なども検討できる。

平成31年２月13日「外国
人受入環境整備交付金
（整備）交付要綱」、
「外国人受入環境整備
交付金（整備）公募要
領」

法務省 秋田県、岩手
県、盛岡市、
宮古市、一関
市、陸前高田
市、西和賀
町、湯沢市、
大仙市、小坂
町、羽後町、
東成瀬村

川崎市、富山
県、豊橋市、小
牧市、大阪府、
大阪市、島根
県、広島市、愛
媛県、熊本市

○平成31年度の事業実施にあたり、当県でも当初予算額の不足額が生じたため、２月補正により増額予定としている。（※当県の状況…
当県では、多言語による相談体制の拡充を図るため、平成31年度当初予算において一般財源により事業費を確保していた。その後、国
交付金の説明・募集があり、当県では、交付金申請にあたり事業規模を拡大したため、採択に伴い事業費を増額する必要が生じた。この
ため、財政所管課とも調整し、来年２月補正により予算額を増額することとし、それまでの間は他事業予算の流用にて対応することとし
た。）
○補正予算等の準備をすることができず、仮に補正予算を組んだとしても、１か月半程度の期間で整備費を執行することは不可能である
と判断し、当初の整備費交付金の申請は見送った。
○当初予算及び２月補正予算に係る庁内手続の調整が間に合ったため交付申請することができたが、手続に係る準備期間は極めて短
かった。
○当市においても、外国人受入環境整備交付金の活用に当たって、当初予算編成に間に合わず、一次募集に申請することができなかっ
た。

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
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法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

対象者の現在地と居住地、援護元が異なるなど、複数の市町村が
関わる場合、対象者を住民基本台帳に登録している市町村の市
町村長が後見等開始の審判の申立てを行うのか、介護保険等の
サービスの援護元が申立てを行うのか、現在、明確な基準がない
ところ、これを明確化する通知等が発出されれば、市町村間の調
整が改善され、さらには、対象者の権利擁護にも寄与するものと
考えられる。

老人福祉法第32条、知
的障害者福祉法第28
条、精神保健及び精神
障害者福祉に関する法
律第51条の11の２

盛岡市、白河
市、水戸市、川
越市、江戸川
区、横浜市、川
崎市、十日町
市、浜松市、豊
橋市、大阪府、
大阪市、川西
市、南あわじ
市、串本町、広
島市、徳島県、
徳島市、高松
市、宇和島市、
久留米市、熊本
市、中津市

○関係自治体との調整に時間を要しているため、全国どの地域でも成年後見制度が効果的に活用されるよう、国が示すガイドライン等が
あると効率的であると考える。
また、平成17年7月29日厚生労働省社会・援護局通達障障発第0729001号、障精発第0729001号、老計発第0729001号通知「「民法の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による老人福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び知
的障害者福祉法の一部改正について」の一部改正について」により、首長申立ての親族確認は２親等以内とされているが、養子に行った
者や死別の配偶者の兄弟等が対象者と会ったこともないなどのケースも多々有る中で、その説明やトラブルとなりかなりの時間を要すこと
も有るため、併せてマニュアル等があると効率的ではないかと考える。
○今後の認知症高齢者の増加に伴い、住所地特例施設入所者や住所地と居住地が異なる場合などの成年後見制度適用事案の増加を
想定したとき、明確な基準の制定を希望する。
○当市においても、他市町村にある住所地特例施設に当市が措置入所の手続きを行い、住所地が他市町村、介護保険の保険者が当市
となった対象者について、当市と施設がある他市町村のどちらが首長申立てを行うのか検討を要したケースがあった。当該ケースについ
ては、結果的に、措置入所の手続きを行い、介護保険の保険者である当市において、首長申立ての手続きを進めることとなったが、当該
ケースのように複数の市町村が関わる場合、どの市町村が首長申立てを行うのか明確な基準が定められていると、市町村間の調整がス
ムーズになり、対象者の権利擁護にも寄与するものと考えられる。
○当市及び県下他市町村においても、各市町村で定めた要綱に基づき実施しており、施設入所や長期入院等で居住地と支給決定地が
異なる場合等は、市町村間で協議が必要となる。当市では、市町村間の調整を誰が担うのかが明確ではなく、市町村職員が支援者に対
し、直接他市町村に相談に行くように伝える事例も発生している。支援者の多くが法律の専門家ではないため、本人の権利擁護の相談を
してくる中での「たらいまわし感」は、支援者の疲弊につながると考えられる。また、市町村や専門職団体から、県に対しモデル要綱の作
成や複数の市町村が関わる場合の申立方針を示すよう依頼しているが、いまだ示されていないため、制度改正の必要性があると考えら
れる。
○成年後見審判は年々増加の傾向にあるため、今後同様のケースが見込まれる。複数の市町村がかかわる際に、成年後見開始の審判
の申立てをどこが行うのか明確化される必要性は十分にあると考えられる。
○他市の施設に入所されている方の住民票が当市にある事例で、当市で審判の申立てができないか検討したケースがあった。この場合
も、現在地で申立てする方が手続きがスムーズではと考えつつも明確な基準がなく苦慮した経緯があった。
○成年後見制度に関する首長申立についての明確な基準が示されれば、市町村間での調整などに要する無駄な時間が解消され、成年
後見人制度を円滑に運営することができ、認知症高齢者等の権利擁護につながると考える。
○県レベルでは、首長申立の実施者について県内市町村に共通の「考え方」が示されているが、県を越えた調整の場合、理解が得られな
いことも想定される。
○当市においても、昨年度住民票を職権にて削除された者の支援に関わった。そのケースは申し立てには至らなかったが、今後もこのよ
うなケースの増加が考えられるため、基準の明確化を求める。
○当県においても県内の各市町村からも国から統一的な取り扱いを示してほしいとの意見が多数ある。
○当市においては、住民票を他都市におきながら、当市に10年以上居住の実態があった方について、当市が生活保護の実施機関となっ
ていることを理由に市長申立を行った事例あり。
○当市においては、首長申立てをするにあたり、対象者の居住地の家裁へ申立てをするという観点から、居住地の市町村が申立てをす
べきと考えている。しかし、実際には、他市町村より、介護保険の保険者であることや、住民基本台帳上の住所地が当市であることを理由
に、首長申立てを依頼されることがある。当市としては対象者の権利擁護に影響を与えることは避けたいため、柔軟な対応をしているが、
どちらの市町村が行うかの明確な決まりはなく、それぞれの市町村の考え方も異なることから調整に時間を要することもある。
○当市では、原則本人が居住する区（市町村）が申立てを行うが、他の区（市町村）が本人の状況を把握している場合や、「居住地」が定
まらない場合は、「現在地」を考慮の上、協議・調整を行い、申立てを行う区（市町村）を決めている。また、措置での施設入所者について
は、本人の状況がよく分かっている市町村であればよいと解されており、当市では原則措置をしている区（市町村）が申立てを行う。ただ
し、市外施設に市内居住者として措置している者や市内施設に市外居住者として措置している者に対する申立てについては、施設所在
地の市町村と相談・調整を行うことを必要としており、市町村間で取り扱いが異なれば、調整に時間を要し、対象者の権利擁護に影響を
与える可能性もある。
○当市においても、平成29年度に同様の事例が発生している（保険者が当市で住所が他自治体の住所地特例者について、当市の実施
要綱では市の区域内に住所を有する者のみを対象としており、住所地の自治体では住所地特例で居住している者は保険者が担当すると
する実施要綱となっていたため、どちらの自治体でも市長申立を行えない状況であった）。
基準の明確化は必要と思われるが、一律に市長申立を行う自治体を定めるのではなく、柔軟に対応できる（どちらの自治体でも対応でき
る道を残す）ような配慮も必要と考える。
○当市においても、本人に複数の市町村が関わることで調整が上手くいかず、市町村長申立てに至らなかったケースがある。現在はそれ
ぞれの自治体ごとに主張申立て対象者要件を設定しており、明確な基準がない。近隣の市町村で調整するためにも基準がほしい。
○当県においても複数の市町村が関わる事例では、どこの市町村で申し立てを行うか課題となっている。そこで、施設所在地への集中を
防ぐ意味から、一定の取扱いを示している。しかしながら、生活保護受給者及び長期入院者の取扱いについては、市町村の合意が得ら
れず、取扱いを示していない。全国市町村の課題であり、また他都道府県との調整が必要な事例もあることから、国で基準を示してほし
い。
○当市においても現況届に伴う事務や問い合わせ等の対応等が大きな負担となっており、期間の工夫や事務の軽減を求めたい。
○本人が県外等の施設や病院に所在となると、介護保険の保険者、あるいは自立支援給付の実施主体、生活保護受給者の場合は生活
保護の実施機関等、適用できそうな根拠を探しながら他都市町村間と個別に調整をしているところである。申立てを行う裁判所について
は、本人の生活の本拠を管轄する家庭裁判所であることが定められているが、どこの市町村長が申立てるのかという点については法令
上の規定はない。この点について実務上は、本人の状況（申立てが必要な状況）をよく把握している市町村長であればよいと解されてい
るが、今後の制度の利用促進のためにも、全国的な基準を定めてほしい。併せて、成年後見利用支援事業の報酬助成の取扱いについて
も、全国的に一定の基準を定めてほしい。
○当市においても、後見等開始の審判の申立てを行うに当たり、住民票は他市にあり、他市の施設入所中の方が、住所地特例にて当市
の障がい福祉サービスを受給しており、当市において申立てを行った事例があった。他市との連絡調整等で申立てに時間を要した。
○当市においても、介護保険の住所地特例で県外に出ている被保険者について、どちらの市町村で申立を実施するかで、意見調整をし
た事例があった。介護保険の住所地特例で県外に出ている被保険者の場合、保険者市町村が必ずしも本人の生活実態を全て把握して
いない（あくまで、介護認定等に係る調査のみを行うためである）ことが多い。また、申立にあたっては本人の住所地を管轄する裁判所に
て申立を行うことから、手続き・審判において遠方に出向く必要性があり、介護保険者市町村が申立手続きを行うことは大変困難である。
所在地市町村の方が本人の生活実態の把握をし易いことや審判についても管轄裁判所が近いことから、申立が円滑に進むと考えられ
る。後見人等候補者も結局、所在地市町村周辺から選任されることになるので保険者市町村よりも所在地市町村が行うことが適当と考え
られる。なお、介護保険法第115条の45第３項に定める地域支援事業の任意事業において「成年後見制度利用支援事業」（第３号）が規
定されている。第３号の対象者は「被保険者（当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用
被保険者を含む。）」と規定されており、本来被保険者市町村ではなく、在住市町村にて支援すると考えてよいものと思慮される。
そのため、市町村長申立についても在住市町村が第一義的にあたるように分かり易く明示すべきではないかと思われる。一方で関係市
町村（この場合では保険者市町村等）に対しては、申立市町村に協力する義務がある旨を明示すべきだと考える。
任意事業の実施は各市町村の判断に任されており、該当事業を実施していない市町村では、利用支援事業を利用できない場合もあるの
で、任意事業ではなく全市町村が実施する事業に格上げすべきと考える。
○平成12年３月30日付け厚生省通知によると、審判の請求権を付与されるのは「その実情を把握しうる立場にある市町村長」とされてい
る。当市で市長申立てを行う対象者は、原則として入所措置した者、介護保険者証を発行した者、障がい福祉サービス受給者証を発行し
た者、市長同意により医療保護入院を行った者、住民票及び居住実態のある者のいずれかに該当することとし、生活保護を決定した者は
含めていない。一方、近隣の他の自治体では生活保護の決定を行った市町村が行うべきものと決められている場合があり、どちらで行う
のか市町村間で話し合わなければならないことが度々ある。本人との関わりが深くよく状況を理解している市町村が行うことが望ましい
が、それを公平に判断する原則の基準を明確にすることは必要と考える。
○当市においては、対象者が現に居住している場所という取り扱いを行っているため必ずしも、住民票の居住地に限ってはいない。
市町村によっては、住民票地と限定しているため、長期入院患者など住民票を前住所地においたままのケースなどは調整が必要な場合
がある。
支援者にとっても、市町村にとっても統一ルールが整備されることが、速やかな支援に繋がると思われる。
当市でも関係市町村間で調整がつかず対応に苦慮しており、同様の支障が生じているため、全国統一の制度を確立することで市町村の
基準統一を図り、事務負担軽減及び対象者の権利擁護にも寄与するものと考える。
支障事例
居住地　　：A市（救護施設）
住民登録地：A市（救護施設）
生活保護　：当市
転居予定先：A市（グループホーム）
当市：市長申立は可能だが、報酬助成対象外。
※市長申立のため、居住地へ職員が出張して本人面談を行う必要あり
A市：県の「申立書の作成Q＆A」に基づき、「援護の実施者は誰か、という理念や解釈が申立者を誰にするかという解釈の指針になると考
えられる」という記載に基づき、援護者が申立者として対応しているため対象外。
対象者の状況把握、職員の出張を伴う事務負担、申立て先等を総合的に判断して、居住地の市町村が申し立てを行うことが望ましいと考
える。
○サービスの援護元と住民登録地が異なるケースが年間数件あり、その都度どちらが申立を行うのか協議が必要となっている。
○他自治体の施設入所者に関する申立てについて、対象者の情報を持つ市として申立てを行った事例がある。報酬助成や、亡くなったと
きの対応を含めて整理が必要である。

105 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 首長申立てを行
う市町村の基準
の明確化

市町村長は、老人福祉法等によ
り、65歳以上の者等につき、その
福祉を図るために特に必要があ
ると認めるときは、成年後見審判
の請求をすることができるとこ
ろ、対象者の現在地と居住地、
援護元が異なるなど、複数の市
町村が関わる場合、いずれの市
町村が成年後見審判の請求を
行うものか基準を明確にしてほし
い。

老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律第51条の11の２により、それぞれ、市町村長が、65歳以
上の者等の対象者につき、その福祉を図るために特に必要があると認めると
きは、成年後見審判の請求をすることができる。
市町村長申立権の根拠である老人福祉法等の「その福祉を図るために特に
必要があると認めるとき」との規定は、本人の意思能力や家族の有無、生活
状況、資産等から判断して、特に申立ての必要性がある場合、に市町村長の
申立権を認めたものと解される。
このように理解すると、障害者施設や介護保険の住所地特例対象施設に入
所中の方については、複数の市町村が市町村長による成年後見審判の申立
てに関わることになると考えられ、この場合、対象者の状況を把握できる立場
である措置権者、介護保険の保険者、あるいは自立支援給付の実施主体、
生活保護受給者の場合は生活保護の実施機関となっている市町村が、申立
てを行うことが妥当との考え方もあり得るところである。
一方で、対象者の状況をよく知ると考えられる援護元の市町村が、対象者を
よく知らない、事例がない、などの理由で申立てを断るケースもあり、いずれ
の市町村が申立てをするか調整に難航することがある。その結果、調整に時
間を要し、当該市町村間において事務が生じる上、対象者の権利擁護に影響
を与える可能性もある。

法務省、厚生労
働省

茨木市



別添１

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

118 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 不動産取得税
の課税資料とし
て、登記所から
の不動産登記
情報の電子デー
タ提供を可能に
する

不動産取得税については、固定
資産税と同様に不動産の所有権
移転登記に係る情報に基づき課
税をしている。
ついては、不動産取得税も固定
資産税に係る地方税法第382条
第１項と同様の規定を設けて、都
道府県にも登記所からの通知が
行われるように地方税法を改正
し、都道府県においてもオンライ
ンにより提供される登記済通知
に係る電子データを活用できるよ
うにすること。

【現行制度】
不動産取得税の課税資料収集にあたっては、地方税法第20条の11の規定に
基づき、職員が登記所を訪問し、登記申請書を閲覧して不動産の取得につい
て調査し、添付されている不動産の固定資産評価額等を含めて必要事項を
手書きで写している。
【支障事例】
手書きで写すため多大な業務量となっている。これに加え、転記ミス、収集漏
れなどの可能性があり、転記内容について改めて別の職員が確認を行ってい
る。管内に複数の登記所がある場合は、それぞれ訪問する必要がある。
このように、人的労力が多大となっている。　※平成29年度収集実績：約11万
5,000件(＋同数の見直し)、登記所への出張回数：約1,000回
全国地方税務協議会が平成30年８月に都道府県を対象に行ったアンケート
では、不動産取得税課税資料について、過去に法務局に電子データによる提
供を求めたが、法的根拠がないため断られたと複数の県が回答した。
また、令和2年1月に登記情報システムが更改され、登記所から市町村への
地方税法第382条第1項の通知についてはオンラインにより提供可能となる。
これについて、本県税務課が総務省に照会し、都道府県にも提供されるか確
認したところ、こうしたことは想定していない旨回答があった。
【制度改正の必要性】
上記の状況から、地方税法を改正し、固定資産税に関する同法第382条第１
項と同様の規定を設け、不動産取得税に係る業務の効率化や適切な課税を
より強力に担保すべきである。

収集事務に係る労力の削減、収集情報の正確性が担保されるな
ど資料収集業務の効率化が見込まれる。
不動産の取得から課税までの期間の短縮も見込まれ、適切な賦
課徴収が可能となる。

地方税法第20条の11、
第382条第１項

総務省、法務省 埼玉県 全国地方税務協議会
「平成30年度不動産取
得税課税事務効率化検
討ワーキンググループ
全国アンケート」（平成
30年８月実施）※一部
抜粋

平成31年４月26日発出
総税固第31号「市町村
長と登記所のと間にお
ける地方税法に基づく
通知のオンライン化等
について」

青森県、岩手
県、福島県、茨
城県、栃木県、
千葉県、神奈川
県、富山県、京
都府、大阪府、
兵庫県、奈良
県、鳥取県、島
根県、山口県、
香川県、愛媛
県、高知県、大
分県、宮崎県

○当県においては、登記所に出向くことなく、市町村より紙ベースでの登記済情報の提供を受け課税資料としているが、資料が紙ベース
であることから、賦課入力資料作成の際、誤って記入する事例があり、その確認作業に時間を要している。
○課税資料収集については、当県においても、県税事務所職員が毎月法務局に出向き、登記申請書を閲覧し、必要事項を手書きで写し
ている。転記ミス、収集漏れ等に加え、事務所によっては複数の法務局での資料収集が必要であることから、数日にわたり、複数人が出
張し、事務所での窓口・電話対応が手薄になるといった問題もある。
○昨年末に、共同住宅の敷地が地上権であったものを所有権と誤認し、資料収集したことによる課税誤りが判明し、追加調査を行ったと
ころ、県全体で127件、約958万円の課税誤りが判明した。直ちに、①現在行っている手書きの資料収集方法に加え、登記情報を写真撮
影し課税資料とすること、②登記情報を書き写す様式を見直すこと、③地上権等が設定された共同住宅の敷地の課税入力の有無を毎月
確認すること、④初任者に対する研修内容を見直すこと、等の再発防止策を講じたが、手書きの資料収集方法を継続する限り、課税資料
の収集漏れや収集誤り等のヒューマンエラーを払拭することはできないと考える。

144 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 不動産取得税
に係る登記情報
電子データの提
供

不動産取得税の課税資料とし
て、都道府県知事が登記情報の
電子データの提供を受けられる
よう、地方税法において、規定を
創設していただきたい。（法務局
と市町村間による登記情報の提
供においては、同法第382条によ
る規定が設けられている。）
また、現行の制度内においても
電子データを提供することが可
能であるならば、その旨を関係
機関（各都道府県等）に対し、通
知等により周知していただきた
い。
なお、登記情報の電子データを
都道府県が活用できることとなっ
た場合は、月１回程度の提供を
受けることが望ましい。

【課税制度】
不動産取得税は、地方税法第４条第２項第４号の規定により道府県が課する
ものであり、不動産を取得した者に対して課される税金である（同法第73条の
２第１項）。不動産の取得の事実については、不動産の取得者による申告（当
該不動産の所在地の市町村を経由）又は不動産の所在する市町村長が自ら
取得の事実を発見した場合に、都道府県知事へ報告する旨が規定されてい
る（同法第73条の18）。
【支障となっている業務】
不動産取得税の適正な課税を行うに当たっては、申告があった場合はその内
容が真正なものであるかを確認するため、また、申告がなされない場合は、
所有権取得の事実を捕捉するため、官公署への協力要請（地方税法第20条
の11）により県税事務所職員が法務局へ赴き、登記申請書簿冊を全て閲覧
し、所有権移転登記に係る登記情報を書き写しており、膨大な作業を要して
いる。（平成30年度における登記申請書の閲覧・書き写しについては、千葉地
方法務局及びその支所等15か所へ、地域を管轄する県税事務所職員が毎月
４回程度（１回に２～４人）赴き、約10万件を書き写している。）
【規制緩和の必要性】
この収集方法は、調査に多くの時間及び人員を必要とし、また、書き写し誤り
等による課税誤りの恐れがある。
【解決策】
「求める措置の具体的内容」のとおり。

【提案実現による効果】
法務局調査で閲覧した内容の書き写し誤りや把握漏れによる課税
誤り、課税漏れを防ぐことができ、より適正、かつ、公正な賦課徴
収が可能となるほか、収集事務の大幅な削減等がなされ、早期課
税を行うことができる。

地方税法第20条の11
地方税法第382条

総務省、法務省 千葉県 （資料１）平成30年度不
動産取得税課税事務効
率化検討ワーキンググ
ループ提言（総務省・法
務省）
（資料２）平成30年度不
動産取得税事務効率化
検討ワーキンググルー
プ全国アンケート

青森県、岩手
県、福島県、栃
木県、神奈川
県、富山県、京
都府、大阪府、
兵庫県、奈良
県、鳥取県、島
根県、山口県、
香川県、愛媛
県、高知県、大
分県、宮崎県

○当県においては、登記所に出向くことなく、市町村より紙ベースでの登記済情報の提供を受け課税資料としている。資料が紙ベースで
あることから、賦課入力資料作成の際、誤って記入する事例があり、その確認作業に時間を要している。
○課税資料収集については、当県においても、県税事務所職員が毎月法務局に出向き、登記申請書を閲覧し、必要事項を手書きで写し
ている。転記ミス、収集漏れ等に加え、事務所によっては複数の法務局での資料収集が必要であることから、数日にわたり、複数人が出
張し、事務所での窓口・電話対応が手薄になるといった問題もある。
○登記情報サービスは、費用面で利用できない状況である。
○昨年末に、共同住宅の敷地が地上権であったものを所有権と誤認し、資料収集したことによる課税誤りが判明し、追加調査を行ったと
ころ、県全体で127件、約958万円の課税誤りが判明した。直ちに、①現在行っている手書きの資料収集方法に加え、登記情報を写真撮
影し課税資料とすること、②登記情報を書き写す様式を見直すこと、③地上権等が設定された共同住宅の敷地の課税入力の有無を毎月
確認すること、④初任者に対する研修内容を見直すこと、等の再発防止策を講じたが、手書きの資料収集方法を継続する限り、課税資料
の収集漏れや収集誤り等のヒューマンエラーを払拭することはできないと考える。

157 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 許認可事務にお
ける法人登記簿
謄本（登記事項
証明書）の省略

法律や施行規則で法人登記簿
謄本（登記事項証明書）の添付
が求められているものについて
は、申請を受ける自治体側が内
容を確認できれば、法人登記簿
謄本（登記事項証明書）の添付
を不要とし、内容確認の手段とし
て自治体が登記情報提供サービ
スを利用する際には、登記手数
料及び協会手数料の支払いに
係る義務付けの廃止を求める。

法人である事業者が許認可等の申請を行う場合、法令の規定により、添付書
類として法人登記簿謄本（登記事項証明書）が必要となることが多く、複数の
申請を行う事業者にとって、申請の度に法人登記簿謄本（登記事項証明書）
を準備することは時間的、コスト的に負担となっている。
平成30年の提案募集において、「登記情報提供サービスを地方公共団体の
職員が職務上利用する場合の登記手数料及び協会手数料の支払いに係る
義務付けの廃止を求める。」との提案がなされ、対応方針の記載内容は、「官
公署から管轄登記所に法令に基づく登記情報の提供依頼があった場合に、
オンラインでこれを無償提供することを可能とし、2020年度から運用を開始す
る。」とされている。ただし、対象となる法律が不動産登記法とされているた
め、法人登記簿謄本（登記事項証明書）について同様の対応はなされないも
のと思われる。

法人である事業者にとって、許認可等の申請毎の法人登記簿謄
本（登記事項証明書）の提出が不要になれば、時間的にもコスト的
にも負担の軽減に繋がり、行政手続の簡素化の観点から有意義
である。

また、内閣府が進める各省庁のデジタルガバメント中長期計画
（ex.法務省）において、法人登記情報の連携が国の行政機関間で
なされる見通し。
当該情報連携の対象を、地方自治体にまで広げることで、地方の
電子化の推進を図り、事業者のさらなる時間的・コスト的負担の軽
減に繋がることから、より一層の効果が期待でき、国の施策にも合
致するものである。

情報通信技術を活用し
た行政の推進等に関す
る法律

電気通信回線による登
記情報の提供に関する
法律

内閣官房、総務
省、法務省

大阪府、滋賀
県、兵庫県、
神戸市、和歌
山県、徳島
県、関西広域
連合

埼玉県、新潟
市、愛知県、島
根県、福岡県

○公益法人・移行法人の届け出において法人の登記事項証明書の取得・提出の失念があり、取得し提出しなおしていただいた例があ
る。

178 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 戸籍法48条１項
受理証明書の
請求者の拡大
および同条２項
届書記載事項
証明書の特別
の事由の明確
化

受理証明書について、請求でき
るのは、戸籍法48条１項に規定
されている届出人だけとなってい
るが、出生や婚姻・離婚を証する
証明書として受理証明書を求め
られるケースが多く、利害関係人
にも発行できるように改正する。
また、届書記載事項証明書につ
いて、戸籍法48条２項に規定さ
れている特別の事由が具体的に
どのような場合か明確にされて
おらず、発行可否を判断できない
ため、明確化を求める。

身分関係を証明する書類の提示を求められるケースとしては、児童扶養手当
を受ける場合や、携帯電話の家族割りを申し込む場合等多岐にわたるが、戸
籍がない外国人は、受理証明か届書記載事項証明によってしか身分関係を
証明できない。
そうした中にあって、受理証明の請求は届出人本人にしか認められていない
ため、届出人の委任状が準備できない場合や届出人が死亡してしまった場合
等、届出人でない父母や子が必要としていても取得できないといった事態が
発生している。
また、届書記載事項証明は、在留資格の更新や婚姻・離婚の無効等、極めて
限定された場合にしか取得できないことから、外国人住民は身分関係の証明
が困難になっており、虚偽の使用目的で届書記載事項証明を請求し、トラブ
ルとなる事態も発生している。

出入国管理及び難民認定法並びに法務省設置法の一部を改正す
る法律案が可決されたことにより、外国人労働者の受け入れが拡
大され、今後、身分関係を示す書類が必要なケースが増加するこ
とは明白である。提案の実現により、外国人住民の利便性向上に
加え、虚偽の請求等によるトラブルの回避にもつながる。

戸籍法第48条第１項・第
２項、第25条第２項、第
49条第１項・第２項第３
号
戸籍法施行規則第58条
第２号、昭和24年３月23
日付け民事甲第3961号
民事局長回答、昭和24
年11月10日付け民事甲
第2616号民事局長通達

法務省 豊田市 苫小牧市、ひた
ちなか市、桶川
市、柏市、川崎
市、高山市、浜
松市、豊橋市、
春日井市、西尾
市、豊明市、京
都市、島本町、
徳島市、宮崎市

○受理証明の請求は届出人本人にしか認められておらず、委任状が準備できない場合や届出人が死亡してしまった場合等、届出人でな
い父母や子が必要としていても取得できないといった事態が発生している。また、届書記載事項証明は、極めて限定された場合にしか取
得できないことから、外国人は身分関係の証明が困難になっている。
○出生届の受理証明の届出人は父母のどちらかが通常だが、届出人とは別の配偶者が来た際に現状交付できない。成年被後見人がな
くなって、後見人が裁判所に提出するために必要と請求をしにきたが、判断ができなかった。



別添１

法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

207 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 戸籍関係証明
書のオンライン
請求に係る本人
確認の簡素化

法務省の所管する法令の規定に
基づく行政手続等における情報
通信の技術の利用に関する規則
第４条第２項において、電子署名
が必須とされているが、これを総
務省関係法令に係る行政手続等
における情報通信の技術の利用
に関する法律施行規則第４条第
２項ただし書きと同様に、行政機
関等の指定する方法により当該
申請等を行った者を確認するた
めの措置を講ずる場合は、この
限りでない旨を規定することを求
める。

郵送での請求が可能な戸籍関係証明書の交付について、オンラインでの請
求では電子署名を必須とする規定となっているが、マイナンバーカードが必要
であること、さらにICカードリーダーを用いなくてはならないことから、現行制度
ではオンライン請求をするためにICカードリーダーを準備する必要があり、利
用者の自己負担が生じるなど、利用者が簡易に申請できるシステムの構築
が困難になっている。

オンライン申請時にマイナンバーカードやICカードリーダーが不要
となり市民の利便性が向上する。

法務省の所管する法令
の規定に基づく行政手
続等における情報通信
の技術の利用に関する
規則第４条第２項

法務省 市川市 川崎市、高山市 ―

208 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 一部事務組合
における不動産
の登記手続の
簡素化

現状、一部事務組合が所有する
不動産の登記手続において、法
務局から「一部事務組合の資格
証明書」（一部事務組合の「名
称」｢所在地」「管理者」を都道府
県知事の名で証明）の提出を求
められるが、これを｢設立許可書
の写し」「組合規約」の確認等へ
変更すること。
上記提案が困難であるならば、
年間に登記申請を複数回行う団
体があることを考慮し、資格証明
書について法務局からの原本還
付を認めること。

【一部事務組合】
地方公共団体が、その事務の一部を共同して処理するために設ける特別地
方公共団体であり、構成団体の議決を経た協議により規約を定め、都道府県
知事の許可を得て設置されるもの。

【支障事例】
現状、一部事務組合の「名称」「所在地」は規約の必要的記載事項であること
から、これら「２項目」については、規約に基づき資格証明を行っている。
しかしながら、管理者については「その選任方法」が規約の必要的記載事項
とされており、規約により管理者の確認が可能な場合もあれば、規約のみで
は管理者が判然としない場合もある。
「管理者」に変更等があった場合に、都道府県知事に対する届出義務等もな
いことから、規約により管理者が判然としない場合は、都道府県は管理者の
証明根拠を有していないこととなる。（現状は組合側への管理者の確認に基
づき資格証明を行っている。）

【支障解消策】
組合規約の確認や組合側への管理者の確認は、法務局窓口でも行い得るも
のである。また、規約等の真正性については、地方自治法に基づき設置され
た特別地方公共団体の執行機関たる管理者が「原本証明」することで担保さ
れるものと考えられる。

法務省 静岡県、埼玉
県、南豆衛生
プラント組合、
三島市外三ヶ
市町箱根山
林組合、三島
市外五ヶ市町
箱根山組合、
三島函南広
域行政組合、
富士山南東
消防組合、裾
野市長泉町
衛生施設組
合、伊豆市沼
津市衛生施
設組合、御殿
場市・小山町
広域行政組
合、駿豆学園
管理組合、共
立蒲原総合
病院組合、志
太広域事務
組合、大井上
水道企業団、
駿遠学園管
理組合、牧之
原市菊川市
学校組合、相
寿園管理組
合、袋井市森
町広域行政
組合、浜名湖
競艇企業団、
浜名学園組
合、東遠工業
用水道企業
団、掛川市・
袋井市病院
企業団

宮城県、長泉町 ○同様の事例として、農政局への肥料取締法に基づくコンポストの登録証の住所変更手続きについて、一部事務組合の資格証明書の提
出を求められた事例があり、都道府県は証明根拠を有しておらず対応が難しい。

一部事務組合にとっては、登記手続が当該組合の内部手続のみ
で完了することとなり、また、都道府県においては、煩雑な事務手
続（年間10～20件程度）が不要となるなど行政の効率化が図られ
る。

なし
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法務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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274 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

土木・建築 所有者不明空き
家に対する地方
公共団体への
財産管理人選
任申立権の付
与

所有者不明空き家に関し、地方
公共団体（市町村）への財産管
理人選任の申立権を付与するこ
とを求める。

所有者不明空き家の活用・除却の促進には、財産管理人制度（不在者財産
管理人：民法第25条～第29条、相続財産管理人：民法第951条～第959条）
の活用が有効であるが、現行では、「利害関係人」として認められる場合でな
ければ、地方公共団体であっても財産管理人選任の申立てができないことと
されている。
京都市では、空き家対策の一環として財産管理人制度を活用するべく京都家
庭裁判所に申立ての相談をしたところ、地方公共団体が債権を有している空
き家でなければ利害関係人に該当しない可能性が高いとの説明を受けた。
一方で、所有者不明空き家に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法
第４条により空き家対策を実施する責務を負う地方公共団体から財産管理人
選定の申立ができないと、同空き家の活用や除却の進展が滞り、空き家問題
に対する適切な対処が不十分なものとなる。
空き家の増加は、地域の防災や防犯、生活環境、景観などに悪影響を及ぼ
し、更にはまちの活力の低下につながる等、地域のまちづくりを進めるうえで
大きな課題となっている。特に、所有者不明の空き家は、そのまま放置される
ことで、空家特措法で規定される「特定空家等」にまで至ってしまう蓋然性が
高い。
平成30年６月に成立した所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措
置法第38条において、所有者不明の「土地」について地方公共団体に申立権
が付与されたことを踏まえ、空家法上の「空家等」についても同様の規定を設
けていただきたい。

所有者不明の空き家に対し、地方公共団体による財産管理人制
度の活用が可能になることにより、所有者不明の空き家の活用が
促進される。

民法第25条～第29条
（不在者財産管理人）、
民法第951条～第959条
（相続財産管理人）、空
家等対策の推進に関す
る特別措置法

総務省、法務
省、国土交通省

指定都市市
長会

いわき市、須賀
川市、ひたちな
か市、多治見
市、豊橋市、春
日井市、大阪
府、八尾市、米
子市、大村市、
宮崎市

○本市においても、所有者のいない空き家を「特定空家等」に認定したうえで、財産管理人制度を活用した例がある。しかし市内には所有
者が不明の空き家（特定空家等にはまだ認定できない）があり、対応に苦慮している。
○これまでに５件相続財産管理人制度を活用し、うち２件が完了の見込みである。いずれも空家の担当課ではなく、固定資産税を債権と
する税担当課が申し立てを行った。相続財産管理人制度を活用しているといえるが、債権のある物件に限られること、税担当課との調整
が必要なことなど、空家担当課が実施したいものと必ずしも一致するとは限らないのが現状といえる。
○本市では、条例に基づく応急措置を行った所有者不明空家に関する措置費用について、債権を有する「利害関係人」として財産管理人
選任の申立てを行った事例がある。現行の制度では空家の所有者調査で取得できる税情報については課税に必要な情報に限定されて
おり、市税の滞納状況等他の債権の有無が不明であるため、空家対策部局において、何らかの措置を行わない限り「利害関係人」となり
得ず、空家が老朽化し、措置が必要になるまで放置するしかないため、所有者が不明若しくは相続人不存在が判明した時点で申立てが
できれば空家対策に有効であると考える。
○当市では、財産管理人制度活用の実績はないが、老朽化した空き家の危険性を考えると、実効性を伴う手法で速やかに対応すること
が望まれる。そのような観点から、早期に「申立権」を付与することは有益であると考える。
○当市においても法定相続人全員による相続放棄がなされた空き家が多数あり、対応に苦慮しているところである。管理不全な状態がほ
とんどのなか、建屋の状態が良く使用できるものも一部あるが、利害関係人が存在しないため、老朽化していくのを何もできずに見ている
だけとなっているケースがある。一方で、危険性が著しく高い空き家に対しては、特定空家等の認定を行うことで、行政が利害関係人とし
て財産管理人の申立が可能になると、提案団体の事例により認識している。提案にある申立権の付与は、危険性が無い所有者不在の空
き家を流通させるために有効なものと考えるが、申立てに伴う裁判所への予納金納付に対する負担軽減があわせて必要と考える。
○すでに相続人が全員相続放棄をしていることが確認されているにも関わらず、特定空家に認定するほど老朽化していない空家が一定
数存在する。そういった空家の解消が期待できる。
○当市には、相続人不存在の特定空家等（母屋・小屋）が存在していたが、市道沿いの小屋が、市道側へ倒壊するおそれがあったため、
略式代執行にて除却を行った。しかし、母屋は依然敷地内に残っており、相続人不存在の案件として対応に苦慮している。現行では、「利
害関係人」として認められる場合でなければ、財産管理人選任の申立てができないこととされているが、直接の利害関係のない場合でも
市が、裁判所へ財産管理人選任の申し立てを行うことができるようになれば、特定空家等の除却を進める上で効果的であると思料される
ため。

宮城県、仙台
市、福島県、千
葉市、川崎市、
石川県、浜松
市、京都市、大
阪府、兵庫県、
南あわじ市、広
島市、徳島県、
熊本市

法務省、厚生労
働省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

229 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 精神保健及び
精神障害者福
祉に関する法律
第26条に基づく
通報対象者の
基準の明確化

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第26条に基づく通
報対象者の基準を明確にするこ
と。

【現状】
法第26条では、「矯正施設の長は、精神障害者又はその疑のある収容者を
釈放、退院又は退所させようとするときは、（略） 都道府県知事に通報しなけ
ればならない。」とされ、法第27条において、「都道府県知事は、第二十二条
から前条までの規定による申請、通報又は届出のあった者について調査の
上必要があると認めるときは、その指定する指定医をして診察させなければ
ならない。」とされている。

【支障事例】
現在、通報対象者が明確でないため、矯正施設から単なる不眠により睡眠薬
を服用している者についても、同法第26条に基づく通報がなされている場合
等があり、県及び矯正施設にとって必ずしも必要とは認められない事務手続
きが発生している。そのため、通報を受ける自治体において、通報対象者一
人一人に対する対応が十分に行えず、支援が必要な対象者を見逃す恐れが
ある。

○法律の条文を字義通りに解釈するあまり、「矯正施設内の精神科医の判断においても措置診察の必要性はない」とする出所者につい
ても通報がなされているのが実態である（※参考…平成26～30年度　通報件数108、 うち要診察件数２、うち要措置入院件数２）。通報を
行う事例については矯正施設内の精神科医の判断によって少なくとも措置診察を実施する必要性がある者に限ることとし、かつ「被収容
者の釈放に関する訓令の運用について（依命通達）」（法務省矯正局長通知、平成18年５月23日法務省矯成第3373号）の４（２）に記載の
とおり、被通報者を帰住地のある矯正施設へと移送後に通報を行うよう、取扱いを整理していただきたい。
○提案市においての状況については、当市におきましても、同様に見込まれますので、ご提案のとおり、２６条による通報対象者を明確に
することで、県及び矯正施設の事務の効率化が図られるとともに、また、通報対象者に対する対応がより適切に図られることが当市にお
いても期待されます。
○当県においても、26条通報のうち９割５分以上が、自傷他害要件を認めない簡易通報となっており、不要な事務処理が多く発生してい
る。23条通報と同様に通報の基準を自傷他害のある場合に限定するなど必要な場合にのみ通報がなされるよう、基準を明確にしていた
だきたい。
○当県においても、昨年度の通報46件のうち、45件を診察不要としている。そのほとんどが、覚せい剤後遺症、軽度知的障害、発達障
害、不眠症等であり、対象の明確化が望まれる。
○当県も同様に、現在、通報対象者が明確でないため、矯正施設から、３年前に摂食障害で入院歴はあるが、現在は問題の無い状況の
者についても、同法第26条に基づく通報がなされている場合等があり、県及び矯正施設にとって必ずしも必要とは認められない事務手続
きが発生している。そのため、通報を受ける自治体において、通報対象者一人一人に対する対応が十分に行えず、支援が必要な対象者
を見逃す恐れがある。
○矯正施設等からの通報対象者が明確でないため、不眠のため睡眠薬を処方・内服しているだけで同法第26条に基づく通報がなされて
いる事例があり、必ずしも必要とは認められない調査及び事務手続きが発生している。そのため、通報を受ける自治体側として、通報対
象者への対応のための時間が削除され、支援が必要な対象者への支援が十分行えない状況が生じる可能性がある。
○単なる不眠症や認知症の者についても、法律第２６条に基づく通報がなされており、自傷他害のおそれが認められない通報に対する事
務処理が多く発生している。
○当市の平成30年度の申請通報届出件数は年間348件で、このうち26条通報は約20％の68件を占めている。この68件のうち、約97％の
66件が事前調査の結果、措置診察不要となっている。左記にあるとおり、不眠症の者や、医師より「措置診察不要」と診断された者までを
通報対象にする現状は、事務の不効率と考える。適切な事務を行うため、通報対象者の選定要件の見直しを図りたい。
○提案した九州地方知事会と同様に支障事例を把握しており、通報対象者を明確にする必要がある。
○当都道府県においても、措置診察が必要とされる事例に比して必要とされない事例の通報が大多数を占めており、さらに、「診察不実
施の際の通知」を矯正施設から求められるため、矯正施設内で不投薬で、あきらかに集団行動が可能で自傷他害の恐れのない事案につ
いても、事前調査（聞き取り）を行った上で、診察不実施を書面通知している。通報基準が明確になれば、より事務の効率化を図ることが
可能であると考えられる。
○提案団体の支障事例と同じく，矯正施設から単なる不眠により睡眠薬を服用している者等についても，同法第26条に基づく通報がなさ
れている場合があり，市及び矯正施設にとって必ずしも必要とは認められない事務手続きが発生している。そのため，通報を受ける自治
体において，通報対象者一人一人に対する対応が十分に行えず、支援が必要な対象者を見逃す恐れがある。
○当市においても、服薬を行っていたただけで、服役中に特段の問題行動も見られず、生保護施設等に入所予定の者等、措置の必要性
がないと推察される者の通知を求められる事例が散見されている。また、同様に法第２４条による検察庁からの通報においても、既に入
院中の者であったりする事例が見受けられる。

通報対象者を明確にすることで、県及び矯正施設の事務の効率
化が図られる。また、通報件数の減少により、通報対象者に対す
る対応がより適切に図られることが期待される。

精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律第
26条、27条
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外務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

38 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 語学指導等を行
う外国青年招致
事業（ＪＥＴプロ
グラム）に係る
関係省庁と一般
財団法人自治
体国際化協会
（クレア）との連
携強化による地
方公共団体へ
の連絡の円滑
化

ＪＥＴプログラムの導入について、
総務省等関係省庁及びクレアが
十分に連携を図り、地方公共団
体の意見も踏まえたうえで、事業
の概要や通知スケジュール等を
定めた要綱等を作成し、通知す
ること。

ＪＥＴプログラムの導入にあたっては、連絡事項等について、関係省庁とクレ
アから関連した文書が異なる時期に届くなど、制度の全体像がわかりづらい
ほか、管内市町村への連絡取りまとめを行う都道府県の立場として、事務が
進めづらい状況におかれている。
具体的には、平成30年度は、ＪＥＴプログラムの新規配置要望調査（①）につ
いて、クレアからＪＥＴプログラムの概略資料等がないままに照会が届き、その
９日後、関係省庁（総務省、外務省、文科省）からＪＥＴプログラムの概略や活
用を促す通知（②）が届いている。
県では、①の到着後速やかに管内市町村等へ照会していたため、②が届く前
に「ＪＥＴプログラムを活用しない」と回答している団体もあり、連絡調整に苦慮
し、制度活用の妨げとなっている。

関係省庁とクレアが連携を強化し、事業の概要やスケジュール等
が明示された事業要綱が定められることで、国としての政策的な
意図を、的確な時期に県や市町村へ正しく伝えることができる。
これにより、活用を検討する団体の増加が期待できる。

①平成30年８月20日付
け自国整第350号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る中国・韓国・
ブラジル・ペルー（ＣＩＲ・
ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般
財団法人自治体国際化
協会ＪＥＴプログラム事
業部長）
②平成30年８月29日付
け事務連絡「ＪＥＴプログ
ラムの一層の活用につ
いて（通知）」（総務省自
治行政局国際室長、外
務省大臣官房人物交流
室長、文部科学省初等
中等教育局国際教育課
長）

総務省、外務
省、文部科学省

秋田県、青森
県、男鹿市、
湯沢市、由利
本荘市、大仙
市、仙北市、
小坂町、羽後
町、東成瀬村

大阪府、宮崎市 ○平成31年度JETプログラム人員割会費の引き上げについて、交付税額の引き上げに関する総務省の通知がないままに、CLAIRから交
付税額の引き上げを前提とした会費引き上げの第一報がメール本文であり、混乱が生じた。

234 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 地方公共団体
の物品等又は
特定役務の調
達手続の特例を
定める政令第11
条第１項第６号
に基づく随意契
約によって調達
できる業務の拡
大

地方公共団体の物品等又は特
定役務の調達手続の特例を定め
る政令第11条第１項第６号にお
ける「建築物の設計」の文言を建
築物に限定しない「設計業務」に
改め、随意契約によって調達で
きる業務の対象範囲を拡大す
る。
加えて、同号の「総務大臣が定
める要件を満たす審査手続」を
定めた平成７年12月８日自治省
告示第209号を、プロポーザル方
式の審査手続が可能となるよう
改める。
なお、政府調達に関する協定原
文及び和訳文における同号に対
応する部分の文言は「design
contest」＝「設計コンテスト」と
なっており、建築物に限定した文
言は見当たらない。

当県では、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
政令（以下、特例政令という。）の適用を受けるシステム構築に係る業務委託
を、一般競争入札の一類型である総合評価落札方式にて調達しましたが、発
注に当たり、時代に即した最新技術を用いたシステムの仕様書を作ろうにも
高度に専門的な知識を要するため、システムに精通していない一般の職員で
は作成が難しく、システム構築による充実した行政サービスの提供が満足に
なし得ませんでした。

提案対象となる特例政令第11条第１項第６号のうち、「総務大臣
が定める要件を満たす審査手続」を定めた平成７年12月８日自治
省告示第209号は、提出された具体的な設計案を審査し、最も優
れた設計案を選定するコンテスト形式、いわゆるコンペ方式を想定
したものと思われます。
今回の提案により、特例政令の適用を受ける建築物に限定しない
「設計業務」について、最も適切な想像力、技術力、経験などを持
つ設計者を選定するプロポーザル方式というコンペ方式と類似の
審査手続による調達を可能としたいと考えています。
設計業務は一般的に、その設計内容や設計の結果が目に見える
形になっているわけではなく、設計者によって差が生じます。よっ
て、契約金額が安くても設計成果物が悪ければ、発注者の要求す
る性能・品質は得られません。
プロポーザル方式の審査手続によれば、民間の高度な知識やア
イデアを生かした提案の中から相手方を選定することができ、職員
の仕様書作成に要する業務量の軽減や総合的に優れた内容の契
約締結、ひいては民間の提案を活かした高度なシステム構築によ
る充実した行政サービスを提供することが可能となります。

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
（平成７年政令372号）第
11条第１項第６号

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
第11条第１項第６号に規
定する総務大臣の定め
る要件を定める件（平成
７年12月８日自治省告
示第209号）

〈参考〉
政府調達に関する協定
を改正する議定書第13
条１(h)

総務省、外務省 長野県 川崎市、熊本市 ○システム構築等業務の調達に関しては、高度な知識・技術、創造性、構想力等が必要とされ、地方公共団体の物品等又は特定役務の
調達手続の特例を定める政令の適用を受ける場合であっても、プロポーザル方式での調達の必要性がある。
○ システム構築など高度に専門性を有する案件は、自治体が仕様書を作成し競争入札に付すよりも、業者から提案をいただいたものを
審査し優れた提案を行った者と契約した方がより高い成果が期待できる場合がある。

大阪府、大阪
市、大村市、宮
崎市

○2019年度以降の外国青年招致事業にかかる会費額の見直しがあり、今年度は一人当たり１万円増額されたが、既に当初予算が決定
した後の周知であった。予算に関わるものであり、早期の周知が必要であると考える。
○当県内で新規導入を検討していた自治体から、新規配置要望の照会がきてから内部で調整をしたが間に合わず、来年度改めて検討す
るという意見が複数あった。早期に検討を始めていれば要望をできた可能性がある。

活用を検討した団体が、議会承認や予算編成など実務的なスケ
ジュールで断念することなく、導入を実現することができる。

①平成30年８月20日付
け自国整第350号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る中国・韓国・
ブラジル・ペルー（ＣＩＲ・
ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般
財団法人自治体国際化
協会ＪＥＴプログラム事
業部長）
②平成30年８月29日付
け事務連絡「ＪＥＴプログ
ラムの一層の活用につ
いて（通知）」（総務省自
治行政局国際室長、外
務省大臣官房人物交流
室長、文部科学省初等
中等教育局国際教育課
長）
③平成30年９月12日付
け自国整第375号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る新規招致者・
再任用者数及び配置希
望調査について（照会）」
（一般財団法人自治体
国際化協会ＪＥＴプログ
ラム事業部長）

総務省、外務
省、文部科学省

秋田県、青森
県、男鹿市、
湯沢市、由利
本荘市、大仙
市、仙北市、
小坂町、羽後
町、東成瀬村

制度改正による効果
（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）

根拠法令等
制度の所管
・関係府省

39 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 ＪＥＴプログラム
の導入に係る事
務の運用改善

ＪＥＴプログラムの導入について、
地方公共団体の予算編成や議
会日程に配慮して、遅くとも５月
（新年度体制が整い、早期に検
討を始められる時期）までには通
知等の文書を発出すること。
発出に当たっては、関係省庁が
発出する制度概略や制度導入の
メリット等を示した活用促進に関
する文書と、クレアが発出する新
規配置要望の調査に係る文書等
双方の連動した早期化が望まし
いが、特に、関係省庁からの活
用促進に関する文書について
は、導入検討の基点となるため、
可能な限り早期に発出していた
だきたい。

県内では、平成31年度からの新規導入を検討していた２団体が、いずれも予
算の調整や議会への報告等の関係で断念している。
平成31年度の導入に向けては、新規配置要望に係る調査が平成30年８月20
日付け（①）及び９月12日付け（③）で発出され、回答期限は参加国などにより
異なっており、関係省庁からの活用促進に係る通知は８月29日付け（②）で発
出されているところだが、５月頃までに発出されていれば、各団体において、
新たに活用するための調査や手続き等を進める期間を確保することができ、
断念することなく要望できた可能性があった。
なお、現在のところＪＥＴプログラム活用している市町村の多くは教育委員会
（ＡＬＴ）のみであるが、近年では、首長部局によるＣＩＲの活用検討に係る問い
合わせが増えつつあり、導入実績のない部署で新規に活用する場合、検討
はゼロからのスタートになるため、今後はさらに予算や議会との調整期間が
必要となる場面が増えるものと想定される。

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名 回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
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財務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

90 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

農業・農地 旧農地法第74
条の２の規定に
基づき国から譲
与された土地に
ついての用途廃
止時の運用の
見直し

旧農地法第74条の２の規定に基
づき国から譲与された土地につ
いて、用途を廃止したときは、原
則、無償で国に返還することと
なっているが、処分までの手続き
に長期間を要するため、手続き
の簡素化を求める。
また、国に返還せずに、都道府
県知事の承認を受けて用途廃止
する場合、一律に代替道路等の
整備が条件とされているが、地
域の実情に応じて、代替道路を
整備せずとも返還不要とできるよ
う運用等の見直しを求める。

【現状】
旧農地法第74条の２の規定により「国から市町村等に譲与された土地につい
て、地元住民から市町村あてに払い下げの要望があった場合等、当該土地を
処分するに当たっては、譲与条件に基づき国へ返還する、または、国へ返還
せず都道府県知事の承認を受けて、用途廃止する必要がある。
【支障事例】
国（農林水産省）へ返還し、払い下げるには、農林水産大臣による不要地認
定及び財務省への引継ぎが必要となり、財務省から処分の手続きを行うこと
となる。財務省への引継ぎに当たっては、実測・境界杭の復元・境界確定が
求められており、引継ぎまでに最低でも２～３年の期間を要している。
また、国への返還不要の場合についても、国の事務処理要領において、譲与
を受けた者による代替道路の整備等が条件として規定されているが、代替道
路整備にも最低でも２～３年程度掛かる。
当該土地は元々農業用道路等、農業用に供すべきものとして譲与されたもの
ではあるが、現実には、譲与対象地周辺地域ではもはや営農が行われてい
ない・山林原野化しており、今後は開墾の予定もないといった地域も散見され
ているところ、迅速な処分が困難となっていることによって、地域における土
地利用の促進に支障が生じている。また、公共事業用地に当該譲与対象地
が含まれてしまう場合も上記の手続き等を経る必要があるため、事業が遅れ
る原因になることが予想される。
以上を踏まえ、返還時の処分までの手続の簡素化、及び、代替道路を整備せ
ず、かつ国へ返還しないで手続を進められるよう運用の見直しを求める。

運用等の見直し等を行うことで、これまでよりも迅速に払い下げ等
することが可能になり、地域の土地利用における利便性の向上及
び行政の効率化に資する。

旧農地法第74条の２、
第80条第１項、農地法
関係事務に係る処理基
準について別紙２第５
（２）（平成12年６月１日
12構改B第404号）、農
地法関係事務処理要領
の制定について４－（３）
－ア

財務省、農林水
産省

宮城県 福島県、川崎
市、京都府、鳥
取県、愛媛県

○当団体でも、用途廃止申請まで至るケースは少ないが、農政局へ返還を要するケースとなるか、事前協議する案件は年２～３件程度有
り。譲与後に、周辺環境の変動（住宅が建つ等の市街化）が進んでいる箇所が多く、用途廃止する場合、譲与時点での農業用以外の公
共的な利用（集落と繋ぐための道路、隣接集落等の雨水排水のための水路として兼用など）を整理し、事前協議していることが多い。返還
が生じた場合、通常の国有農地等と同様、財務省への所管換が必要であり、事前協議から所管換の完了までかなりの期間を要している
ケースも多く、早期の土地有効活用に際しては、支障が発生する可能性が高い。この制度が出来た時代背景と現代では、状況は大きく変
わっており、道路又は水路自体が利用されていないケースも見られ、土地の有効活用という観点から、返還しなければならない条件を無
効とする又は公共利用であれば返還は生じない等、大きく緩和することは有効と思慮する。
○公共事業等の事業用地に譲与対象地が含まれる場合に、事業の円滑な実施を妨げる要因となることが想定されるため、手続きに要す
る期間が短縮されるよう、手続の簡素化及び要件の緩和等が必要。
○譲与財産の国への返還やその後の処分にあたっては、土地の処分に期間を要している。法定受託事務である以上、国の一定の関与
が必要な性質であることから、農林水産省や財務省、譲与先である市町村等の関係機関と連携して、処分期間の短縮に努めていきたい
と考えている。
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農業・農地 旧農地法第80
条第１項の規定
により不要地認
定を受けた国有
農地等の管理
にかかる運用の
見直し

旧農地法第80条第１項の規定に
より農林水産大臣が不要地認定
を行った国有農地等について、
国において当該土地を管理する
よう運用の見直しを求める。

旧農地法第78条の規定により都道府県が管理する国有農地等のうち、農業
上の利用に供しないものとして旧農地法第80条第１項の規定により農林水産
大臣より不要地認定がされた筆については、国有財産法第８条により原則農
林水産省から財務省へ引き継ぐこととされているが、引継後の処分先の目処
がつかないものについては、財務省に引継ぎを断られている。現状では財務
省に引継ぎされない筆については、継続して県が管理しなければならなくなっ
ている。都道府県が管理する根拠である旧農地法第78条第２項による法定
受託は「自作農の創設又はその経営の目的に供するため」（同法同条第１
項）に行われているところ、不要地認定された土地はこの目的に沿うものでは
ないため、上記状況は適当なものとはいえない。
なお、平成31年３月末時点で県が管理している国有農地は58筆。そのうち不
要地認定済みが９筆あるが、なかには、平成23年８月に不要地認定されたも
のの引継・処分がされないままとなっているものもある。
現在、管理内容としては見回りなどの現地確認、隣接地権者等への境界確定
の依頼への対応、草刈り、不法占有に対する対応、毎年度の台帳価格改定
作業といった事務処理等を継続して行う必要があるが、人員不足の状況にお
いて、県の事務と直接関係のないこれらの事務を他の業務と併せて実施して
いくのはかなりの負担となっているため、見直していただきたい。

不要地認定がされた筆について、法定受託事務による管理対象
地から除外される等の制度改正がされれば、都道府県における負
担の削減につながる。

旧農地法第78条第１
項、第２項・第80条第１
項
旧農地法施行令第15
条、第16条第１項

財務省、農林水
産省

宮城県 福島県、新潟
県、長野県、京
都府、愛媛県

○当団体では、平成31年３月末現在、台帳に登載している国有農地は158筆、不要地認定済みの筆は半分も満たない。「平成31年までに
国有農地を処分出来る状況にする。」という国の方針に基づき不要地認定や17条公告の処理を進めているが、旧所有者の特定等、古い
文書を調査する必要がある、加えて境界確定を進める必要があり、課の体制からも同時に多くの筆を処理することは困難であり、大きくは
進んでいない。財務省は、処分先が明確である道路や水路、払い下げ希望がある筆以外は、所管換を受けないスタンスであり、不要地認
定や17条公告が完了しても、速やかに財産処分（所管換）につなげられないのが現在の状況。加えて所管換の事前協議に時間を要し、さ
らに財務省側担当者の人事異動があった場合、再度最初から説明を求められることもしばしばあり、二度手間となるため負担が大きい。
当課の担当職員も、殆どが他の業務とのかけ持ちであり、見回り、草刈業務発注後の履行確認、住民からの問合せ、境界確定申請の対
応、財産処分のための自主的な境界確定等々、国有農地等の管理には多くの負担がかかっている。自作農創設などの目的を失い不要
地認定された筆は、本来管理を目的としている財産とはなくなっており、財務省へ所管換手続きを進める上で、農林水産省が管理し、処分
手続きを進めることが、適正かつ効率的である。
○当県において不要地認定後の財務省への引継ぎに当たり、以下のような支障が生じている。
１　当県において管理している国有農地のうち不要地認定済みの土地は103筆あるが、引継後の処分先の目途がつかないものについて
は、財務省に引継ぎを受けてもらえないことから、県による管理が続く見込みであること。
２　買収時から祠（管理者不明、地域住民が利用）が設置されている土地について、当該祠の移設又は祠部分の分筆を求められている。
移設は祠の管理者が不明であることから難しく、分筆は、分筆後の土地が県管理のままとなることから、実施が難しい。結果として買受希
望があるにもかかわらず、対応が停滞していること。
３　近年国土調査が実施された土地以外は、全て測量を求められていることから、測量予算の確保、測量の委託手続等に時間がかかる
こと。
４　原則として買受希望がなければ引継ぎが行われないことから、買受希望者が現れた場合であっても、その時点から財務省への引継
ぎ、財務省からの公売等の手続が必要で、時間がかかることから、買受希望者の不利益にもつながっていること。
○平成31年度末時点で、当県が管理している自作農財産344筆のうち198筆が不要地認定済み。農林水産省が既に農業利用目的に供さ
ないと決めた土地であるにも関わらず、財務省への引継ぎが一向に進捗しないことから、本県における自作農財産の管理負担は提案県
以上に大きい状況。管理者として、日頃の見回りや草刈り、不法占有の未然防止等の対応を行うだけでなく、がけ崩れ等災害発生時のリ
スクも負っている。少なくとも不要地認定済みの自作農財産（国有地）については、農林水産省で直接管理するよう見直していただきた
い。
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教育・文化 宗教法人の境
内地及び境内
建物の登録免
許税非課税要
件の明確化

登録免許税を非課税とすべき境
内地、境内建物についての詳細
な基準や、具体的な事例集を作
成するなど、非課税とすべき範囲
を明確にする。

宗教法人が専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する境内地、
境内建物については、所有権取得登記に伴う登録免許税は非課税とされて
おり、「専ら…宗教の用に供する」か否かについては、宗教法人からの申請を
受けて、都道府県知事が証明することとなっている。
しかし、従来は別の用途に充てられていた土地を宗教法人が新たに買い増す
場合に、どの程度の利用形態を予定していれば足りるかなど、非課税要件を
満たすか否かの判断は困難な場合が多い。
このことについて国税庁からは詳細な判断基準や事例集などは示されておら
ず、都道府県は手探りで判断せざるを得ない状況にある。このため、国税で
あるところの登録免許税の課税について、都道府県によって判断が分かれか
ねない他、効率的に事務を進める事が困難である。

宗教法人からの申請や相談により迅速かつ明確に回答することが
できるようになる。それによって、不動産取引等の法的地位の早
期安定にも寄与できる。

登録免許税法４条２項、
同別表３・12の項３欄１
号、登録免許税法施行
規則４条１号、昭和54年
４月５日国税庁資産税
課長回答

財務省、文部科
学省

愛知県 石川県、福岡
県、大分県

○非課税証明については、過去の事例や他県の状況などを参考にしている。基準や事例集が示されれば効率的に事務を行うことができ
ると思われる。（※参考…平成30年度の件数：15件）
○当県においても「専ら…宗教の用に供する」か否かについて判断しがたく、非課税要件を満たすか否かの判断が困難な場合がある。具
体的には、申請地（１筆）が非常に広大で当該土地に境内建物が建っているがその他森林が広がっている場合、境内建物の占める範囲
がどの程度であれば良いか、申請建物が納骨堂の場合、経営許可が出る前の段階で証明してよいか。（いつの段階で証明してよいか）な
どが挙げられる。この他様々な事例があることから、より迅速な対応が実現するため、具体的な事例集を作成し、宗教法人及び事務担当
者に周知いただくことが望まれる。

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名



別添１

財務省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名
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その他 国税連携システ
ムに係るデータ
連携の拡大

税務署へ書面提出された添付書
類についても国税連携システム
のデータ連携の対象とすることを
求める

地方税の賦課徴収業務に要する所得税の申告情報については、国税連携シ
ステムにより、国税庁から地方公共団体にデータ提供いただいているところ。
現在はｅ－Ｔａｘで申告された所得税申告書（第１表から第５表）と添付書類
（所得税青色申告決算書等）で納税者が入力したすべての項目、及び書面で
申告された所得税申告書（第１表から第５表）のうち、国税総合管理(KSK)シ
ステムに入力された項目について、データの提供を受けている。（所得税申告
書については、書面申告でKSKシステムに入力されない帳票であっても、画
像イメージでデータ提供いただいている。）

一方、書面で申告された場合、添付書類（所得税青色申告決算書、収支内訳
書、所得の内訳書など）は、国税連携システムでデータが提供されていない。
　たとえば、個人事業税の賦課徴収業務等においては、所得税青色申告決
算書等の添付書類が必要となるが、国税連携システムからのデータ連携の
対象外のため、データによる提供がないので、職員が税務署でコピーする作
業を行っている。

確定申告時期の２月～７月までの期間に、各県税事務所の作業は、多いとこ
ろで職員２名が60日程度を要して行っている。

○市町村においても、書面で申告された場合、添付書類（所得税青色申告決算書、収支内訳書、所得の内訳書等）は、国税連携システム
でデータが提供されていない。たとえば、個人住民税の賦課業務等において、所得税と住民税の課税計算時に特定株式等の配当等や譲
渡所得等の申告の選択ができるようになったところではあるが、国税連携システムからのデータ連携の対象外のため、データによる提供
がないので、職員が税務署でコピーする作業を行っている。同様に、寄附金控除においても寄附先などが分からず職員が税務署でコピー
する作業を行っている。令和元年度の５月度の実績は、延べ16人、120時間を要している。
○当都道府県においても、書面で申告された場合の添付書類については、賦課徴収業務等において、必要になるため、職員が税務署で
転写作業を行っている。当都道府県内13税務署において、３月～４月の間に集中的に転写作業を行い、本年については、総転写枚数は
約５万枚、従事日数は79日（全事務所計）、従事職員は211人（延べ）であった。転写のためのコピー機も税務署へ設置させていただいて
おり、費用負担も大きい。
○支障事例のほかに、株や配当の種類が不明なものや、申告書内容について不備があるものについては、毎月１名、４、５月は８名の職
員が交代で数日、税務署で添付書類等の確認やコピーする作業を行っている。
○固定資産税分野では償却資産の賦課及び確認のため、対象部分のデータ提供が必要だが、現在の所データによる提供がないので、
職員が税務署でコピーする作業を行っている（３名×４日程度）。提案のとおり、データ連携が拡大及び提供電子データの範囲拡大がされ
ることにより、当該業務に係る職員の負担軽減が見込まれる。住民税賦課及び確認についても、収支内訳書等、添付書類が必要である
が、書面で提出された場合、国税連携システムでデータ提供がされておらず、職員が税務署でコピーする作業をおこなっている。提案のと
おり、データ連携が拡大及び提供電子データの範囲拡大がされることにより、当該業務に係る職員の負担軽減が見込まれる。
○当都道府県においても、個人事業税の賦課徴収業務等においては、所得税青色申告決算書、収支内訳書、所得の内訳書等の添付書
類が必要不可欠である。しかしながら、これらのデータは国税連携システムからのデータ連携の対象外のため、データによる提供がなく、
職員が税務署にて必要な資料の閲覧・複写作業を行っている。これらがデータ連携されることで、職員による複写作業の大半が不要にな
ると見込まれることから、当都道府県における個人事業税の賦課徴収業務等においても、事務の効率化が期待できる。また、償却資産部
門においても当システムを利用しており、上記と同様の理由から、同様の効果が見込まれる。
○当市の市県民税の賦課業務においても、書面で提出された場合は、収支内訳書や所得の内訳等の添付資料が連携されないため、職
員が税務署に添付資料のコピーする作業をおこなっている。具体的には、確定申告書２表にて所得、専従者、扶養の内訳が不明又は別
紙参照になっており確認がとれないものについて調査を行っている。確定申告書２表にて内訳が分かるよう記載又はデータ連携が可能に
なれば、職員の負担軽減が見込まれる。
○提案県と同様、当県税事務所の職員が税務署へ出向いてコピーを行う手間が発生している。当県の状況は、多いところで、１～２台の
コピー機を税務署に設置させてもらい、２～４人が出向いて１週間程度をかけ集中的にコピーを行っており、提案いただいたようにデータ
連携がなされれば負担の軽減につながると思われる。
○国税連携システムにより提供された申告書情報を基に個人事業税の賦課事務を行っているが、書面で申告された添付書類（所得税青
色申告決算書、収支内訳書、所得の内訳書など）は、国税連携システムでデータが提供されないため、事前にリストアップしたうえで職員
が税務署に出向きコピーする作業を行っている。この作業は、税務署において申告関係書類の編綴作業がある程度終わる５月末から６
月上旬ごろまで行うことができないが、個人事業税の賦課入力期限が７月上旬であるため、それまでに税務署での作業を終え、賦課内容
を決定している。個人事業税の賦課決定までにかけられる期間は限られており、書面で提出された添付書類を国税連携システムにより画
像イメージデータにより提供されその内容を確認することができれば、より効率的な賦課事務が可能となる。例年、６月中の税務署におけ
るコピー作業は、多いところで職員４名程度が延べ10日程度（延べ約40人）を要して行っている。
○提案団体記載のとおり、書面で申告された所得税申告書の一部をデータで受信しており、確定申告書A及びBのデータとして、第１表及
び第２表のTIFFデータと、第１表のXMLデータを受信している。第２表のTIFFデータは、そのままでは本市の税システムへ取込みできない
ため、パンチにより取込データを作成している。一方、データ提供されていない確定申告書の添付資料（収支内訳書、住宅借入金等特別
控除額の計算明細書など）については、当市職員が税務署を訪問し、コピーする作業を行っている（※税務署訪問月：４・５月、訪問人数：
３人、訪問日数：10日程度、調査件数：1,300件程度）。第２表のXMLデータ及び添付資料の電子データを送信いただくことで、限られた期
間内で実施している個人住民税の当初課税業務を円滑かつ効率的に進めることができる。
○当市も同様に国税連携システムでデータが提供されていない紙ベースの所得税青色申告決算書、収支内訳書を税務署で約２週間か
けてコピーする作業を行っている。当市は肉用牛育成農家が多く、「肉用牛の売却による所得の税額計算書」や外国税額控除の計算に
必要な「外国税額控除に関する明細書」など住民税課税における基礎資料を必要としており、その都度、税務署に取りに来るよう言われ
ている。税務署から市役所までの距離が遠く、書類を取りに行く際の時間のロスが大きい。

データ連携が拡大されることにより、当該業務に係る職員の負担
軽減が見込まれる。

所得税申告書等の地方
団体への電子的送付に
係る留意事項等につい
て（平成22年６月29日付
総税企第72号　総務省
自治税務局企画課長通
知）

総務省、財務省 岐阜県 岩手県、福島
県、白河市、栃
木県、埼玉県、
蓮田市、千葉
県、船橋市、練
馬区、八王子
市、新潟市、三
条市、富山県、
石川県、都留
市、豊橋市、春
日井市、西尾
市、小牧市、京
都府、大阪市、
寝屋川市、兵庫
県、南あわじ
市、奈良県、鳥
取県、島根県、
出雲市、岡山
県、玉野市、徳
島県、香川県、
高松市、愛媛
県、高知県、久
留米市、熊本
市、大分県、宮
崎県
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2 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 保育士資格を有
する者が幼稚園
免許を取得する
際の特例適用
の明確化

幼保連携型認定こども園に従事
する保育教諭の資格は、保育士
の登録を受けていること及び幼
稚園教諭の普通免許状を授与し
ていることが要件とされている。
現在は経過措置期間中であり、
片方の資格保有者がもう片方の
資格を取得する際の特例が設け
られている。（分権一括法により
令和６年まで延長予定）
特例を受けるための要件として、
一定期間の実務経験が課せられ
ており、保育士が幼稚園教諭の
普通免許状を取得する際に考慮
される実務経験については、教
育職員免許法施行規則で規定さ
れている。しかし、本施行規則は
一見すると、へき地保育所での
経験が含まれていないように誤
解が生じるものと考える。文部科
学省のQ&Aではへき地保育所で
の経験も実務経験に含められる
よう読めるが、明確に「へき地保
育所での経験を含む。」と記載さ
れておらず、地方自治体にとって
は不明瞭と言わざるを得ないた
め、本規定の明確化を求める。

当村では、へき地保育所が地域の児童の受け入れ施設として重要な機能を
果たしている。今後の村の運営体制も考えると、幼保連携型認定こども園へ
の移行も検討の視野に上がっている。しかし、現状では保育教諭となるべき
人材は限られており、資格の取得にあたっての特例は必要不可欠な状況で
ある。そのような中、特例の実務経験の要件において、保育士が幼稚園教諭
の普通免許状を取得する際の、実務経験にへき地保育所を含めることができ
るか明確でなく、移行したとしても人材をそのまま活用することが困難な状況
となることが予想される。また、幼稚園教諭の免許保有者が保育士の資格を
取得する際には、へき地保育所での勤務が経験として認められているため、
事業者への説明にも苦慮している。

当村のように、へき地保育所が保育機能の重要な位置づけを担っ
ているような自治体において、保育教諭の確保ひいては、幼保連
携型認定こども園への移行が容易となる。また、事業者にとって
も、資格の特例の門戸が広がることで多様な人材を保育教諭とし
て採用することが可能となる。

教育職員免許法施行規
則

文部科学省 新篠津村 秋田県、南あわ
じ市

○当自治体においてもへき地保育所は、地域の児童の受け入れ施設として重要な機能を果たしている。当該施設の所在地は待機児童を
抱えており、かつ子育ての拠点となるべく幼保連携型認定こども園への移行も検討している。実務経験やへき地保育所の要件を精査した
上で、保育士不足の状況も踏まえ、経験ある限られた人材を活用する措置が必要である。

8 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療的ケア児に
対する訪問看護
の適用範囲の
拡大

健康保険法の訪問看護の適用
範囲について、必要に応じて「居
宅」以外の保育所や学校等を訪
問先として認める。

医療的ケア児の受け入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配
置し、かつ医療的ケアに対応できる施設は少ない。
当市の保育所等では、主治医の「保育所等での集団生活が可能」の判断が
あれば、受け入れ可能である。しかし看護師配置等の条件に対応することが
困難な状況から、保護者が付き添い、医療的ケアを行っているケースがあり、
保護者の負担が大きい。
医療的ケア児の保護者が就労を希望しても、医療的ケアがあるため保育所
等に預けることが難しく、職場復帰できない等、保護者の就労に影響があると
ころ、保育所等での医療的ケアに対する訪問看護の利用については、健康保
険法上、訪問先が「居宅」に限定されていることから、実質的にその利用が制
限されている。

医療的ケア児の受入が促進され、多様な需要に対応できる。
医療的ケア児の保護者の負担を軽減し、働きやすくすることができ
る。

健康保険法第63条、第
88条

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

富山市 足利市、船橋
市、横浜市、相
模原市、加賀
市、須坂市、豊
橋市、豊田市、
京都市、南あわ
じ市、鳥取県、
米子市、山陽小
野田市、八幡浜
市、佐世保市、
大分県、宮崎
県、宮崎市

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護者との信頼関係が構築でき
ている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派
遣できる制度への改正が必要である。
○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過があることから、保育園への訪問
看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団保育の機会確保に資すると考える。
○当市でも医療的ケア児が保育所入所が出来なかった事例がある。医療的ケア児を担当することになる保育士の不安はかなり大きい。
また、看護職の確保も難しい状況であるため、どのくらい保育士や保護者の不安が軽減されるか分からないが、訪問看護ステーションの
看護師による訪問看護が保育所で受けられるようになると医療的ケア児の集団参加の機会の確保ができると思われる。
○現在、医療的ケアに当たる保育所常勤の看護師が不在時の対応として、保育所への訪問看護を実施しているが、健康保険法上、保育
所での訪問看護が認められていないため、市の単独事業により、全額市が費用負担をして訪問看護の利用をしている。健康保険法にお
ける訪問看護の適用範囲を拡大し、保育所での訪問看護を可能とすべきである。
○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看護師派遣事業を実施して
おり、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、
予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療的ケア児数を拡大することができる。
○当市においても、医療的ケア児に対する看護師を配置している施設はなく、保護者が付き添うケースが見られ、保護者の負担が大き
い。保険適用の範囲が拡大されれば、訪問看護を施設で利用することもでき、医療的ケア児の受入施設数も増えると考えられる。
○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足しており、早朝・延長の対応も課題
となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。
○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大は、医療的ケア児の受入促
進につながるものと思料される。
○支障事例:本来なら酸素吸入が必要な児であるが、園ではなんとか酸素なしで過ごしている。そのため児は活動を制限をしたり、保育士
も体調に十分に配慮しながら園生活を送っているが、万が一の事態について保育士は常に不安を伴っている。また嚥下障がいで鼻腔か
らチューブで栄養摂取している児は毎回保護者が来園して対応しており、保護者の負担が大きい。
地域課題:医療的ケア児におけるニーズの把握
制度改正の必要性等:医療的ケア児に対して、保育・教育の機会を保証するために、訪問看護の訪問先について「保育所等」も対象とする
必要がある。
○現在、医療的ケア児の受入れがない状況であるが、提案の改正が行われれば、保育所等での受入れ促進が期待される。それにより、
医療的ケア児の選択肢や保護者の就労機会の拡大につながるため、所要の改正が必要である。
○当市では、18歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するう
えで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。
○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の確保が難しいだけでなく医
療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況である。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通
所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を
行っている看護師による医療的ケアを受けることが可能となる。
○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要な児童をつれて行き、処
置をしている。
○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用について、意見が出されている。
○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用されず、保護者の負担に繋
がっている。（全額自費での対応となっている。）
○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、当県においてもそのまま当てはまる。現状、保護者の要望等に応じ、その
時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行って
いる。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。
○提案自治体と同様の状況であり、対応に苦慮している。人材が不足する中、看護師の配置も現実的に困難であるため、訪問看護の仕
組みや制度の活用を検討していただきたい。
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18 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 小学校専科教
員に対する小学
校教諭免許状
の授与要件の
緩和

中学校教諭普通免許状所持者
が小学校教諭二種免許状を取
得する場合に、小学校の専科教
員の在職年数を含めるなどの軽
減措置を講ずること。

【現状】
中学校教諭普通免許状の所持者が、教育職員免許法別表第８に定める在職
年数と修得単位数により小学校教諭免許状を取得する場合、在職年数につ
いては基礎となる免許状の学校種におけるものとされていることから、中学校
教諭普通免許状所持者が小学校専科教員として勤務した期間を別表第８第
３欄に定める在職年数に算入できない。このため、中学校での３年以上の勤
務経験がないものの、小学校において長年にわたり専科教員として活躍して
きた者が容易に小学校教諭免許状を取得できない状況にある。

【制度改正の必要性】
学習指導要領の改訂により2020年度から小学校５、６年生の外国語科及び
３、４年生の外国語活動が導入されることから、中学校教諭普通免許状（外国
語（英語））を持つ教員の、小学校教育における必要性が増している。
また、平成31年１月25日付け中央教育審議会答申（※１）において、「学校に
おける働き方改革」の視点からも小学校の教科担任制の充実が挙げられたこ
とに加え、平成31年４月17日付け文部科学大臣から中央教育審議会への諮
問（※２）においても、教科担任制に関する検討を依頼するなど小学校におけ
る教科指導の充実が求められている。

※１「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のた
めの学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」
※２「新しい時代の初等中等教育の在り方について」

中学校教諭免許状を有した専科教員が小学校免許状を取得する
ことにより、小学校教育及び小中連携教育のより一層の充実につ
ながることが期待される。また、教員の人事配置等において柔軟
な対応が取れるようになる。
なお、現状でも中学校免許保持者が小学校において専科教員とし
て授業を行っており、その実務経験を基に免許状を授与すること
は実態に合ったものと考えられる。

教育職員免許法第６条
及び別表第８

文部科学省 東京都 宮城県、仙台
市、福島県、板
橋区、川崎市、
相模原市、粟島
浦村、京都市、
大阪府、高松
市、愛媛県、熊
本市、宮崎県

○当村の小学校と中学校は、小中同一校舎で教育活動を行なっている。そこで、中学校英語の免許を保有する教員が小学校教諭の免許
を合わせて保有することは、教科における小中連携を推進するうえで有効に機能する。
○小学校免許を所持していない専科教員は、専門教科以外の指導ができないため、学校現場において柔軟な対応ができない状況にあ
る。小学校での勤務年数を小学校免許取得時の在職年数に含めることができれば免許を取得する専科教員が増え、その結果、より柔軟
で充実した指導ができるようになる。
○以下の支障事例が生じている
・小学校講師が不足しているので、小学校教諭免許状を持つ人が増えるのは人員配置面で有効である。
・小・中両方の免許を取得することで小中間での交流や異動等が容易となる。
・小規模の小中併設校の教員配置が行いやすくなり、学校運営上も有効である。
○小学校における教科担任制を推進するにあたり、中学校教諭免許状を有した専科教員が小学校免許状を取得することにより、教員の
人事配置において柔軟な対応が取れるようになる。
○令和２年度からの学習指導要領の改訂に伴い、小学校での外国語活動の導入が全面実施されることから当県においても、小学校にお
ける専科教員の人数が増加している。今後も、増え続ける見込であり、専科教員に対する免許法別表第８の授与要件を緩和することによ
り、隣接校種免許状の併用が促進され、また、外国語活動に対する対応以外にも、小中連携教育の更なる強化及び円滑な人員配置が可
能となる。
○当団体では、小中一貫教育を推進しており、多様な交流・柔軟な人事配置を行いたいため、制度改正の必要性があると考える。

30 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備交付金
等のスケジュー
ルの早期化

認定こども園施設整備交付金及
び保育所等施設整備交付金の
交付決定及び資金交付を早期化
すること。

認定こども園施設整備交付金は文科省、保育所等施設整備交付金は厚労省
から保育所等の整備に係る費用の一部を補助するが、国からの資金交付が
年度末であるため、当該費用について事業者が立替え払いする必要がある。
施設整備等に係る経費は事業者にとって負担が大きく、立替え払いは資金繰
りの負担となっている。このことが事業参入や事業拡大の障壁となり、創設や
増築等必要な施設整備が進まない原因となっている。
また、両省は範例を理由に内示後に事業着手して良いこととしているが、整
備事業を年度繰越する際、内示後から交付決定前の事由（地元との協議等）
による年度繰越は財務省が認めていないため、繰越事由に苦慮している。

交付決定や資金交付のスケジュールを早期化することにより、施
設整備等が事業者の資金繰りに与える影響を低減することができ
るとともに、適正な事務の執行が図られる。

児童福祉法56条の４の
３、認定こども園施設整
備交付金交付要綱、保
育所等整備交付金交付
要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

奈良県 いわき市、豊橋
市、高槻市、南
あわじ市、鳥取
県、広島市、徳
島市、愛媛県、
佐世保市、大村
市、大分県

○認定こども園施設整備交付金において、当県では内示後、交付決定前に事前着手をする場合は事前着手の承認が必要となっており、
年度内に事業を完了させるためにはほとんどの場合事前着手の必要があることから、交付決定に相当の期間を要することが事務負担の
増加につながっている。
○内示後、交付決定前の事業着手が認められているので、事業着手後の不測の事由であれば、それが交付決定前であるから繰越理由
にならないというのは不合理である。繰越が困難であるため、事業規模によっては、工期において事業者に多大な負担を強いることに
なっている。交付決定の早期化（内示日と同日とする等の運用も含む）が必要であるとともに、内示についても、遅滞なく年度当初に示さ
れることを求める。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○両交付金について申請から内示までの期間が長く、また内示後の事業着手しか認められないため、結果的に工期が短くなり、年度内の
工事完了が難しくなる事例が生じている。
○文科省の交付決定時期が遅いことから、計画的な施設整備に支障をきたしている。
○当市では、基本的に国等の交付決定を受けた後に、事業者に対し、市の交付決定をおろすこととしている。現状の国の要綱発出スケ
ジュールでは、年度末に要綱が発出されることが多いため、交付決定前に事業が完了するという不具合が生じることがある。そのため、そ
のような場合には事業ごとに財政部局と調整のうえ、例外的に交付決定を市独自で行っているが、その調整に多大な時間を要しているこ
とから、早期に要綱の策定に取り組まれたい。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。

38 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 語学指導等を行
う外国青年招致
事業（ＪＥＴプロ
グラム）に係る
関係省庁と一般
財団法人自治
体国際化協会
（クレア）との連
携強化による地
方公共団体へ
の連絡の円滑
化

ＪＥＴプログラムの導入につい
て、総務省等関係省庁及びクレ
アが十分に連携を図り、地方公
共団体の意見も踏まえたうえで、
事業の概要や通知スケジュール
等を定めた要綱等を作成し、通
知すること。

ＪＥＴプログラムの導入にあたっては、連絡事項等について、関係省庁とクレ
アから関連した文書が異なる時期に届くなど、制度の全体像がわかりづらい
ほか、管内市町村への連絡取りまとめを行う都道府県の立場として、事務が
進めづらい状況におかれている。
具体的には、平成30年度は、ＪＥＴプログラムの新規配置要望調査（①）につ
いて、クレアからＪＥＴプログラムの概略資料等がないままに照会が届き、そ
の９日後、関係省庁（総務省、外務省、文科省）からＪＥＴプログラムの概略や
活用を促す通知（②）が届いている。
県では、①の到着後速やかに管内市町村等へ照会していたため、②が届く前
に「ＪＥＴプログラムを活用しない」と回答している団体もあり、連絡調整に苦慮
し、制度活用の妨げとなっている。

関係省庁とクレアが連携を強化し、事業の概要やスケジュール等
が明示された事業要綱が定められることで、国としての政策的な
意図を、的確な時期に県や市町村へ正しく伝えることができる。
これにより、活用を検討する団体の増加が期待できる。

①平成30年８月20日付
け自国整第350号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る中国・韓国・
ブラジル・ペルー（ＣＩＲ・
ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般
財団法人自治体国際化
協会ＪＥＴプログラム事
業部長）
②平成30年８月29日付
け事務連絡「ＪＥＴプログ
ラムの一層の活用につ
いて（通知）」（総務省自
治行政局国際室長、外
務省大臣官房人物交流
室長、文部科学省初等
中等教育局国際教育課
長）

総務省、外務
省、文部科学省

秋田県、青森
県、男鹿市、
湯沢市、由利
本荘市、大仙
市、仙北市、
小坂町、羽後
町、東成瀬村

大阪府、宮崎市 ○平成31年度JETプログラム人員割会費の引き上げについて、交付税額の引き上げに関する総務省の通知がないままに、CLAIRから交
付税額の引き上げを前提とした会費引き上げの第一報がメール本文であり、混乱が生じた。



別添１

文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

39 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 ＪＥＴプログラム
の導入に係る事
務の運用改善

ＪＥＴプログラムの導入につい
て、地方公共団体の予算編成や
議会日程に配慮して、遅くとも５
月（新年度体制が整い、早期に
検討を始められる時期）までには
通知等の文書を発出すること。
発出に当たっては、関係省庁が
発出する制度概略や制度導入の
メリット等を示した活用促進に関
する文書と、クレアが発出する新
規配置要望の調査に係る文書等
双方の連動した早期化が望まし
いが、特に、関係省庁からの活
用促進に関する文書について
は、導入検討の基点となるため、
可能な限り早期に発出していた
だきたい。

県内では、平成31年度からの新規導入を検討していた２団体が、いずれも予
算の調整や議会への報告等の関係で断念している。
平成31年度の導入に向けては、新規配置要望に係る調査が平成30年８月20
日付け（①）及び９月12日付け（③）で発出され、回答期限は参加国などにより
異なっており、関係省庁からの活用促進に係る通知は８月29日付け（②）で発
出されているところだが、５月頃までに発出されていれば、各団体において、
新たに活用するための調査や手続き等を進める期間を確保することができ、
断念することなく要望できた可能性があった。
なお、現在のところＪＥＴプログラム活用している市町村の多くは教育委員会
（ＡＬＴ）のみであるが、近年では、首長部局によるＣＩＲの活用検討に係る問い
合わせが増えつつあり、導入実績のない部署で新規に活用する場合、検討
はゼロからのスタートになるため、今後はさらに予算や議会との調整期間が
必要となる場面が増えるものと想定される。

活用を検討した団体が、議会承認や予算編成など実務的なスケ
ジュールで断念することなく、導入を実現することができる。

①平成30年８月20日付
け自国整第350号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る中国・韓国・
ブラジル・ペルー（ＣＩＲ・
ＡＬＴ）の配置要望調査
について（照会）」（一般
財団法人自治体国際化
協会ＪＥＴプログラム事
業部長）
②平成30年８月29日付
け事務連絡「ＪＥＴプログ
ラムの一層の活用につ
いて（通知）」（総務省自
治行政局国際室長、外
務省大臣官房人物交流
室長、文部科学省初等
中等教育局国際教育課
長）
③平成30年９月12日付
け自国整第375号「平成
31年度第33期「語学指
導等を行う外国青年招
致事業（ＪＥＴプログラ
ム）」に係る新規招致者・
再任用者数及び配置希
望調査について（照会）」
（一般財団法人自治体
国際化協会ＪＥＴプログ
ラム事業部長）

総務省、外務
省、文部科学省

秋田県、青森
県、男鹿市、
湯沢市、由利
本荘市、大仙
市、仙北市、
小坂町、羽後
町、東成瀬村

大阪府、大阪
市、大村市、宮
崎市

○2019年度以降の外国青年招致事業にかかる会費額の見直しがあり、今年度は一人当たり１万円増額されたが、既に当初予算が決定
した後の周知であった。予算に関わるものであり、早期の周知が必要であると考える。
○当県内で新規導入を検討していた自治体から、新規配置要望の照会がきてから内部で調整をしたが間に合わず、来年度改めて検討す
るという意見が複数あった。早期に検討を始めていれば要望をできた可能性がある。

48 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 医療的ケア児に
対する訪問看護
サービスの利用
範囲拡大

健康保険法の訪問看護の適用
範囲について、必要に応じて「居
宅」以外の保育所等を訪問先と
して認める。

医療的ケア児の受入れに関する相談は、年々増加しているが、看護師を配置
し、かつ医療的ケアに対応することは、看護師の確保や予算の関係上難し
い。
健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の訪問先は「居宅」に限定
されており、保育所等への訪問には適用されないため、実質的にその利用が
制限され、保育士等だけでの対応に限界がある中、医療的ケア児の受入れ
が進まず苦慮している。

医療的ケア児の受入体制が強化できる。 健康保険法第63条、第
88条

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

福井市 足利市、船橋
市、横浜市、相
模原市、加賀
市、須坂市、豊
橋市、豊田市、
京都市、南あわ
じ市、橿原市、
鳥取県、米子
市、八幡浜市、
佐世保市、大分
県、宮崎県

○医療的ケア児の居宅における看護は、訪問看護の看護師によるケアが定着しており、医療的ケア児の保護者との信頼関係が構築でき
ている場合も多い。また、医療的ケア児の状態もさまざまであることから、居宅、保育所等の場所に関係なく、状況を把握した看護師を派
遣できる制度への改正が必要である。
○当市でも看護師が確保できず、酸素吸入が必要な医療的ケア児の保育園での受入れを断念した経過があることから、保育園への訪問
看護が適用されれば医療的ケア児の受入れを広げることが可能となり、児童の集団保育の機会確保に資すると考える。
○当市においては、提案団体同様の課題に対して、障害福祉部門において、「施設」在籍児童を対象に訪問看護師派遣事業を実施して
おり、全額公費負担している。保育対策総合支援事業費補助金の対象ではあるが、健康保険対象でないため、事業費の負担が大きく、
予算確保に困難がある。保険対象となれば、支援対象の医療的ケア児数を拡大することができる。
○入所施設が保険適用の範囲外であることから、保護者がケアに出向くことで入園しているが、保護者の負担が大きい。
○小中学校での医療的ケア児の受入れに関する相談は年々増加しているが、看護師を配置し、かつ医療的ケアに対応することは、看護
師の確保や予算の関係上、保護者の要望にすべて応えることが困難な状況である。健康保険法上、訪問看護サービスにおける看護師の
訪問先は「居宅」に限定されており、学校等への訪問には適用されないため、実質的にその利用が制限されている。そのため、教員等だ
けでの対応ができない事例でなおかつ看護の中でも専門的スキルが必要とされる事例（人工呼吸器装着時の吸引等）については、市独
自で訪問看護ステーションと契約を結び対応してはいるが、国の補助事業は費用の３分の１のみの補助であり、市の負担が大きい。
○当市においても医療的ケアを必要とする入園ニーズは高まっているが、園に常駐する看護師は不足しており、早朝・延長の対応も課題
となっている。そのため、園への訪問看護は必要と考える。
○医療的ケア児に対応できる施設は、当県でも少ない状況にあり、訪問看護ステーションの適用範囲の拡大は、医療的ケア児の受入促
進につながるものと思料される。
○当市では、18歳以上の対象者も含め、医療的ケア児・者等として運用している。その中で、医療的ケア児・者等の在宅生活を支援するう
えで、訪問看護の適用範囲の拡大を実施する必要があると考えている。
○児童発達支援や放課後等デイサービスでは、看護師を配置することに対する加算制度があるが、看護師の確保が難しいだけでなく医
療行為に対する責任やリスクなどから、多くの事業所で配置が進んでいない状況である。訪問看護先に保育所や学校のほか、障害児通
所支援事業所を認めることで、医療的ケア児とその保護者が望む地域・事業所において主治医の指示書のもと、日頃から医療行為を
行っている看護師による医療的ケアを受けることが可能となる。
○訪問看護が居宅に限られており、保育所等への訪問ができないことにより、近隣の医院に医療的ケアの必要な児童をつれて行き、処
置をしている。
○当県医ケア協議会において、保育所等での医療的ケアのニーズに対応するため訪問看護師の活用について、意見が出されている。
○訪問看護サービスを自宅で利用する場合は、医療保険が適用されるが、保育所等で利用する場合は適用されず、保護者の負担に繋
がっている。（全額自費での対応となっている。）
○提案市が具体的な支障事例として指摘している問題点は、本県においてもそのまま当てはまる。現状、保護者の要望等に応じ、その
時々に関係機関で体制を含めた調整をしており体制の継続ができていない。（現状は、保護者が保育所・幼稚園にて医療的ケアを行って
いる。）なお、当該自治体が予算を組み保育・教育機関で訪問看護ステーションからの訪問看護を利用する事業を検討中の事例あり。
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文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
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57 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 学校給食におけ
る前日調理の規
制の緩和

学校給食衛生管理基準におい
て、「給食の食品は、原則とし
て、前日調理を行わず」と定めら
れているが、前日調理を規制し
ている根拠（リスク）を明確に示し
た上で、このリスクを排除するこ
とができる場合は前日調理を可
能とするよう求める。

本市では、平成29年度に最大１万２千食／日を調理できる民設民営の学校
給食センターを開設し、献立にも工夫を加えながら、より多様な給食の提供に
取り組んでいる。
こうした中、食材として多くの根菜類を使用する献立の場合、その下処理（泥
落としや皮むき）に時間を要することから、これらの作業を給食の提供前日に
処理することの可否について文部科学省に確認したところ、学校給食衛生管
理基準で原則禁止されている「前日調理」に当たるとの見解であった。
本市の民設民営の学校給食センターは、ＨＡＣＣＰ支援法の認定を受けた高
度な衛生管理体制を有する施設であり、前日調理による衛生上のリスクを排
除するための取組（冷凍保存等）を行うことができるにもかかわらず、このリス
クが具体的に示されていないため、前日の下処理を認められない状況にあ
り、多彩な野菜を使用した給食の実現の妨げとなっている。

排除すべきリスクが明確になることで、これを排除しつつ多彩な野
菜を使用した献立作成等が可能となり、より安全でおいしい給食
の実現や地産地消の推進が期待できる。

・学校給食法第９条
・学校給食衛生管理基
準－第３-(４)-①

文部科学省 広島市、広島
県

文京区、八王子
市、川崎市、鎌
倉市、新潟市、
浜松市、田原
市、京都市、徳
島市、熊本市

○根菜類を大量使用する場合は、他に使用する野菜や献立の組み合わせを考慮する必要がある。この場合は、同じような組み合わせに
なり、変化が乏しい。また、前日に下処理作業ができ、衛生的に保管ができる状態であれば、多彩な献立を取り入れることができ、より一
層地産地消の推進につながる。
○献立によっては、下処理に時間が係る場合があるので、前日の下処理を認めていただければ、下処理に手のかかる地場の野菜をより
多く使用でき、地産地消が推進できる。
○当市では、給食に地場野菜をできる限り取り入れ、使用率の拡大を図るとともに、地元で育った野菜を生産者の想いとともに子どもたち
に届けることで、郷土への愛着を育んでいる。しかしながら、地場野菜は、泥つきや形が不揃いなものもあり、下処理に時間を要すること
が多く、当日調理の限られた時間の中で仕上げなくてはならない学校給食の場合、使用率が高くなるに比例して、手をかけた多様性のあ
る献立を実現できない現状がある。地産地消を推進するとともに、様々な食事内容に親しみ、食に興味をもち豊かな人間性を育む学校給
食の役割を果たすためにも、衛生管理上、安全が確認できる調理作業については、前日調理を可能とするよう規制を緩和していただきた
い。
○当市の中学校給食調理場（HACCP認定施設)については、当初の見込みを上回る食数の調理を行っているが、同様に前日の下処理が
できないため、献立作成に制約がある。
○前日調理ができないため、乾燥豆を充分浸水できず、本来のおいしい煮豆ができない。前日調理を規制している根拠を示し、豆の前日
浸水・冷蔵を認めていただきたい。

58 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 栄養教諭等の
配置基準の民
設共同調理場
への拡大

国が定める栄養教諭及び学校栄
養職員の配置基準に民設民営
の学校給食センター等を加える
よう求める。

義務教育の内容・水準が自治体の財政規模等に関係なく等しく確保されるよ
う、国がその責務を負うべきであり、学校給食に関しても、国は、自治体が全
ての児童生徒に等しい教育環境を提供できる体制を整える必要があると考え
る。
しかしながら、食育等に関して非常に重要な役割を果たす栄養教諭及び学校
栄養職員の配置については、「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員
定数の標準に関する法律」により標準数が定められている中で、その配置基
準の対象は、教育を受ける児童生徒数とは関係なく、給食調理施設が公設で
あるか民設であるかによって分かれており、著しく合理性を欠くものとなってい
る。
こうした中、本市では、現在、民設の給食調理施設を含めて、児童生徒へ給
食を提供できる体制をとっており、配置基準の対象とされていない民設民営
の学校給食センターやデリバリーの受配校に対しては、単独財源により栄養
教諭や嘱託の栄養士を配置し、食育の指導等を行っているが、栄養教諭が
学校給食を活用して食に関する実践的な指導を行うことを定めた学校給食法
の規定や食育の推進、食物アレルギー対応における栄養教諭の必要性を踏
まえれば、早急に改善が必要である。

【栄養教諭・学校栄養職員の配置基準】
①自校調理校：児童生徒数　550人以上の学校に１人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 550人未満の学校には４校に１人
②公設共同調理場：児童生徒数　1,500人以下が１人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1,501人～6,000人が２人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　6,001人以上が３人
③民設共同調理場：基準対象外

給食の提供方式等にかかわらず、全ての学校に等しく栄養教諭等
が配置されることで、学校における食育の推進や食物アレルギー
を持つ児童生徒への対応の強化等を図ることができる。

・学校教育法第37条第２
項、第13項
・公立義務教育諸学校
の学級編成及び教職員
定数の標準に関する法
律第８条の２
・学校給食法第６条、第
７条、第10条

文部科学省 広島市、広島
県

鎌倉市、浜松
市、京都府、京
都市、大阪府、
寝屋川市、熊本
市

○中学校給食の実施及び小学校給食調理室の老朽化等の課題を踏まえ、給食の実施方式について検討を重ねた結果、現行の給食水
準の維持、中学校給食実現までのスピード感と費用面の優位性から、民設民営のセンター方式を導入した事例がある。配置基準の対象
とはならないものの、献立の作成や食育の推進、食物アレルギーを持つ児童生徒への対応は行う必要があり、全域的にやりくりしながら、
栄養教諭を配置している状況であるが、学校給食法等の規定を踏まえ、児童生徒に適切な給食及び食育を実施する観点から、栄養教諭
に係る定数の改善が必要である。
○当市においても、民設民営式の調理場による中学校給食を開始したが、現行の配置基準では栄養教諭等が配置されないため、単独財
源により栄養職員を配置している。給食の導入目的の一つに食育の推進を掲げているが、栄養職員に余裕がなく、十分な食育指導を行
うことが困難な状況である。
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区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

92 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 宗教法人の境
内地及び境内
建物の登録免
許税非課税要
件の明確化

登録免許税を非課税とすべき境
内地、境内建物についての詳細
な基準や、具体的な事例集を作
成するなど、非課税とすべき範囲
を明確にする。

宗教法人が専ら自己又はその被包括宗教法人の宗教の用に供する境内地、
境内建物については、所有権取得登記に伴う登録免許税は非課税とされて
おり、「専ら…宗教の用に供する」か否かについては、宗教法人からの申請を
受けて、都道府県知事が証明することとなっている。
しかし、従来は別の用途に充てられていた土地を宗教法人が新たに買い増す
場合に、どの程度の利用形態を予定していれば足りるかなど、非課税要件を
満たすか否かの判断は困難な場合が多い。
このことについて国税庁からは詳細な判断基準や事例集などは示されておら
ず、都道府県は手探りで判断せざるを得ない状況にある。このため、国税で
あるところの登録免許税の課税について、都道府県によって判断が分かれか
ねない他、効率的に事務を進める事が困難である。

宗教法人からの申請や相談により迅速かつ明確に回答することが
できるようになる。それによって、不動産取引等の法的地位の早
期安定にも寄与できる。

登録免許税法４条２項、
同別表３・12の項３欄１
号、登録免許税法施行
規則４条１号、昭和54年
４月５日国税庁資産税
課長回答

財務省、文部科
学省

愛知県 石川県、福岡
県、大分県

○非課税証明については、過去の事例や他県の状況などを参考にしている。基準や事例集が示されれば効率的に事務を行うことができ
ると思われる。（※参考…平成30年度の件数：15件）
○当県においても「専ら…宗教の用に供する」か否かについて判断しがたく、非課税要件を満たすか否かの判断が困難な場合がある。具
体的には、申請地（１筆）が非常に広大で当該土地に境内建物が建っているがその他森林が広がっている場合、境内建物の占める範囲
がどの程度であれば良いか、申請建物が納骨堂の場合、経営許可が出る前の段階で証明してよいか。（いつの段階で証明してよいか）な
どが挙げられる。この他様々な事例があることから、より迅速な対応が実現するため、具体的な事例集を作成し、宗教法人及び事務担当
者に周知いただくことが望まれる。

61 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 幼保連携型認
定こども園に係
る制度及び施設
整備の所管の
一元化

幼保連携型認定こども園に係る
制度及び施設整備の所管の内
閣府への一元化を求める。

制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚
園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、事業
者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。
特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等による按分
計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

幼保連携型認定こども園の施設整備において、保育所相当部分と
幼稚園相当部分の区分をなくし、窓口を一本化することにより、同
一の内容で２か所に協議・申請する手間や、煩雑な按分計算、修
正が生じた際の調整連絡等が不要となり、事業者、自治体の事務
の効率化が期待される。

児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定子ども園
施設整備交付金交付要
綱ほか

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

広島市 旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、京都
市、大阪府、大
阪市、高槻市、
茨木市、和泉
市、兵庫県、西
宮市、南あわじ
市、鳥取県、徳
島市、愛媛県、
高知県、佐世保
市、大村市、熊
本市、大分県、
宮崎県、鹿児島
市、九州地方知
事会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○左記団体と同様に窓口の一本化による事務の簡素化をお願いしたい。所管省庁が異なるためにそれぞれにほぼ同じ書類を提出するこ
とになるが、２か所に書類を出さなければいけないことと、添付する書類についても量が嵩むため、一本化での事務軽減化をお願いした
い。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○制度の所管は内閣府だが、施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請す
る必要があり、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。特に保育室やトイレなどの共用部分については、便宜上、定員等
による按分計算を行っており、煩雑な事務処理が発生している。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○幼稚園から認定こども園への移行の場合、複数の建物がある場合において一部を大規模修繕、残りの建物を建替えをする場合、認定
こども園整備交付金（文部科学省）においては、改築及び大規模修繕となり、両方の補助金を加算して基準額とすることができるが、保育
所等整備交付金（厚生労働省）においては、創設の補助金のみとなり、補助金の積算が複雑になっている。また、事前協議においても、
認定こども園施設整備交付金は協議書を２通、保育所等整備交付金は１通書ということになり、事務が煩雑になっている。そのため、補助
金の所管を一本化することにより、協議書を何通も書くことが無いようになる。一部改築等における認定こども園施設整備交付金と保育所
等整備交付金の按分方法について、両交付金の交付要綱では①定員の全てが工事にかからない場合には、「基準額×工事に係る定員
／整備後の総定員」で算出するが、②定員数が算定できない（調理室、遊戯室などの共通して利用する場所）においては、「基準額×総
定員×整備する面積／整備後の総面積」と記載されており、計算が複雑になっていることにより、事務が煩雑になっていること、また①と
②のどちらに該当するのかが不明瞭で事業者への補助額が確定できないことが問題となっている。要綱の基本的事項（補助内容につい
ての記載事項）の不足が多く、協議書を提出しないと補助内容さえも分からないなど記載事項の不足感が否めない。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務を繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○保育所等整備交付金を活用しているが、共用部分の按分計算が必要となっているため、事務が煩雑となっている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例が
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。
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文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先
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＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

93 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 文部科学大臣
が指定する看護
師学校等の指
定申請書及び
変更承認申請
書等の都道府
県経由事務の
廃止

看護学部等の大学の学部の新
規指定申請や変更承認申請等
について、他の大学の学部と同
様に、都道府県経由の義務付け
を廃止し、国に直接申請すること
とする。

大学の学部の新規指定申請や変更承認申請等については、各大学が直接、
文部科学省に申請しているが、看護学部等の場合は、都道府県を経由して申
請することとなっている。
看護学部等の場合も、実質的な審査やそれに基づく認可等は文部科学省が
行っており、当該学部等のみ都道府県を経由する必要性はない。また、申請
者にとっては、都道府県を経由することにより、認可等までの手続きに時間が
かかっている。

都道府県の経由事務を廃止し、文部科学省に直接申請することに
より、申請事務が効率化し、申請者の利便が向上する。

保健師助産師看護師法
施行令第12条、13条、
17条、診療放射線技師
法施行令第８条、９条、
13条、臨床検査技師等
に関する法律施行令第
11条、12条、16条、理学
療法士及び作業療法士
法施行令第10条、11
条、15条、視能訓練士法
施行令第11条、12条、
16条、歯科衛生士法施
行令第３条、４条、８条
の２、歯科技工士法施行
令第10条、11条、16条、
あん摩マッサージ指圧
師、はり師、きゆう師等
に関する法律施行令第
２条、３条、７条、柔道整
復師法施行令第３条、４
条、８条

文部科学省、厚
生労働省

愛知県 宮城県、川崎
市、長野県、山
口県、大分県

○当県でも同様の状況がみられ、申請者からすると県経由による手続きに時間がかかっている。書類内容の指導等は国と大学等が直接
行っているため、補正があった場合の書類は保管されないことから県を経由する必要性は低いと感じる。

99 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 保健師助産師
看護師法施行
令等に基づく公
私立大学の申
請・届出におけ
る都道府県経由
事務の廃止

保健師助産師看護師等の指定
学校養成所を設置する公私立大
学が行う文部科学大臣への各種
申請・届出における都道府県経
由事務の廃止。

一般の大学の学部に係る各種申請・届出は、都道府県を経由しないにもかか
わらず、保健師、看護師、助産師等の指定学校養成所のうち、設置者が公私
立大学（国立を除く）である場合は、所在地の都道府県を経由して文部科学
大臣に各種申請・届出をすることとなっている。
しかし、書類内容の実質的な指導は国が大学と直接行っており、県経由後の
補正や許認可後の最終書類は国から県に提供されることはなく、経由事務は
形骸化している。
なお、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士及び言語聴覚士に関する事
務は都道府県の経由が不要となっている。

都道府県の経由事務処理負担の削減となる。
大学が便宜上提出している都道府県分の副本の提出が不要とな
る。
大学から文部科学省への文書送達日数が削減され、大学及び文
科省の事務処理に余裕が生まれる。

保健師助産師看護師法
施行令第12条、放射線
技師法施行令第８条、臨
床検査技師等に関する
法律施行令第11条、理
学療法士及び作業療法
士法施行令第10条、視
能訓練士法施行令第11
条、歯科衛生士法施行
令第３条、歯学技工士法
施行令第10条、あん摩
マッサージ指圧師、はり
師、きゅう師等に関する
法律施行令第２条、柔道
整復師法施行令第３条
等

文部科学省、厚
生労働省

岡山県、兵庫
県、中国地方
知事会

兵庫県・中国地方知事
会と共同提案

宮城県、福島
県、川崎市、長
野県、大分県

○当県でも同様の状況がみられ、申請者からすると県経由による手続きに時間がかかっている。書類内容の指導等は国と大学等が直接
行っているため、補正があった場合の書類は保管されないことから県を経由する必要性は低いと感じる。
○大学への指導権限等がないにもかかわらず、申請書類についての問合せへの対応等、当県でも事務負担が生じている。指導権限の
ある国と申請者が直接やりとりできるように経由事務を見直すことは、事務効率性及びタイムリーな指導という観点からも経由事務の廃止
は必要と考える。
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文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）
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112 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備交付金
等の申請に係る
手続きの簡素化

①申請書類や申請窓口の一本
化
②内示時期の統一

認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施
設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先が異なり、書類も
１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事
務負担が大きい。また、内示後の工事着手となっているが、内示時期が異な
ることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示
文科省平成30年２月２日、厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年
度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予
定していた年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例
があった。

事務負担が軽減されるとともに、スムーズに工事着手でき、計画
に沿った工期で進めることができる。

児童福祉法、保育所等
整備交付金交付要綱、
認定こども園施設整備
交付金交付要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

茨木市 旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、知多
市、大阪府、高
槻市、和泉市、
兵庫県、西宮
市、南あわじ
市、鳥取県、広
島市、徳島市、
愛媛県、高知
県、佐世保市、
大村市、大分
県、鹿児島市、
九州地方知事
会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。
○当初申請・変更申請において、窓口が分かれていることによる手間、それぞれ申請額を計上するための按分作業の煩雑さ、内示時期
のずれによる工事発注の遅れ等無駄が多いため、申請窓口の一元化に賛同する。
○左記団体と同様に窓口の一本化による事務の簡素化をお願いしたい。所管省庁が異なるためにそれぞれにほぼ同じ書類を提出するこ
とになるが、２か所に書類を出さなければいけないことと、添付する書類についても量が嵩むため、一本化での事務軽減化をお願いした
い。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の案分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○茨木市と同様に１つの整備に２種類の申請が必要となり、事務負担が増えている。
○①については、当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないこと
など支障をきたしている。②については文科省の内示時期が遅いことや圧縮交付される可能性があることから計画的な施設整備に支障
をきたしている。
○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。



別添１

文部科学省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案）

区分 分野 団体名 支障事例

回答欄（各府省）
所管部署・

担当者連絡先

提案区分
その他

(特記事項)
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上、行政の効率化等）
根拠法令等

制度の所管
・関係府省

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞
管理
番号

団体名

140 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 幼保連携型認
定こども園の整
備に係る交付金
の一元化等

①幼保連携型認定こども園の施
設整備に関する所管や制度、財
源の内閣府への一元化
②間接補助となっている文科省
分の補助金について、保育の実
施主体となる市町村への直接補
助への変更

一つの施設を整備するに当たって、厚生労働省と文部科学省それぞれに事
前協議や交付申請を行う必要があり、別々に修正等の指示があるため、厚生
労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場
合が生じるなど事務が煩雑となっている。
また、文部科学省の予算が不足し、平成29年度には5市町5施設で事業費
280,679千円、協議額101,935千円を文部科学省に協議したが、内示率90％
で91,739千円に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金は協議した
満額で内示がなされた。平成28年度には厚生労働省からは内示されたが、文
部科学省に内示を保留され事業に着手できない事案があるなど、交付金制
度が２つに分かれていることによる財源の不安定さ等が施設整備を進める課
題となっている。加えて、厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文
部科学省の交付金は、県を経由した間接補助となっており、一つの施設に対
する円滑な交付金の交付にも課題がある。
【県内共同提案団体からの主な支障事例】
・　幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省
所管の「保育所等整備交付金」で、また幼稚園機能部分は文部科学省所管
の「認定こども園施設整備交付金」での申請が必要であり、それぞれ補助対
象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等により事業費を按分し、２
種類の書類を作成するなどの事務の負担が生じている。認定こども園に係る
施設整備交付金の一元化により、自治体、補助事業者双方において、交付
申請等に係る事務の省力化、効率化が図られる。
・　補助制度が２つになるため、事業着手するのに両方の回答をまってから進
めるため、スケジュール管理が煩雑となっている。
・　一つの施設を整備するために厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協
議や交付申請を行う必要がある現状は事務が繁雑となる大きな要因の一つ
である。また、当市においても過去に文部科学省分の予算不足のため、内定
額の圧縮や内定を保留され事業に着手できない期間が生じた事案があった
ため、施設整備に関する所管や制度、財源の一元化は必要である。
(以上のような支障があるため、申請窓口の一元化等の事務手続きの簡素化
を通じて、解消することを求める)

内閣府に施設整備に関する所管や制度、財源を一元化し、市町村
への直接補助とすることにより、県、市町村の事務負担の軽減を
図るとともに、円滑で安定的な財源確保による市町村の待機児童
解消に向けた施設整備計画に大きく寄与するものと考える。

児童福祉法、認定こども
園施設整備交付金交付
要綱、厚生労働省保育
所等整備交付金交付要
綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

福島県、福島
市、会津若松
市、郡山市、
いわき市、白
河市、須賀川
市、喜多方
市、二本松
市、南相馬
市、本宮市、
川俣町、鏡石
町、天栄村、
玉川村、平田
村、三春町、
広野町、茨城
県、栃木県、
群馬県、新潟
県、日本創生
のための将来
世代応援知
事同盟

旭川市、秋田
県、須賀川市、
千葉県、須坂
市、豊橋市、豊
田市、三重県、
大阪府、大阪
市、高槻市、茨
木市、兵庫県、
西宮市、南あわ
じ市、広島市、
徳島市、愛媛
県、佐世保市、
大村市、熊本
市、大分県、宮
崎県、九州地方
知事会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○当市でも同様の支障事例があり、文部科学省の予算不足による内示額が圧縮されたため、国庫補助の不足分を市が肩代わりした経
過がある。また、文部科学省と厚生労働省で内示時期の違いから工期に余裕なく、当初予定通りの開園が危ぶまれた。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。文部科学省の予算が不足し、平成29年度には２施設で内示率90％に内示額を圧縮された一方、厚生労働
省の交付金は協議した満額で内示がなされた。厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文部科学省の交付金は、県を経由した
間接補助となっており、一つの施設に対する円滑な交付金の交付にも課題がある。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○一つの施設を整備するに当たって、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要があり、別々に修正等の指
示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場合が生じるなど事務が煩雑となってい
る。また、文部科学省の予算が不足し、平成29年度には５市町５施設で事業費280,679千円、協議額101,935千円を文部科学省に協議し
たが、内示率90％で91,739千円に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金は協議した満額で内示がなされた。平成28年度には
厚生労働省からは内示されたが、文部科学省に内示を保留され事業に着手できない事案があるなど、交付金制度が２つに分かれている
ことによる財源の不安定さ等が施設整備を進める課題となっている。加えて、厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文部科学
省の交付金は、県を経由した間接補助となっており、一つの施設に対する円滑な交付金の交付にも課題がある。
○幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省所管の「保育所等整備交付金」で、また幼稚園機能部分は文
部科学省所管の「認定こども園施設整備交付金」での申請が必要であり、それぞれ補助対象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定
員等により事業費を按分し、２種類の書類を作成するなどの事務の負担が生じている。認定こども園に係る施設整備交付金の一元化に
より、自治体、補助事業者双方において、交付申請等に係る事務の省力化、効率化が図られる。
○補助制度が２つになるため、事業着手するのに両方の回答をまってから進めるため、スケジュール管理が煩雑となっている。
○一つの施設を整備するために厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要がある現状は事務が繁雑となる大
きな要因の一つである。また、当市においても過去に文部科学省分の予算不足のため、内定額の圧縮や内定を保留され事業に着手でき
ない期間が生じた事案があったため、施設整備に関する所管や制度、財源の一元化は必要である。
○平成29年度に当市でも「認定こども園施設整備交付金」の協議額から90%圧縮されての内示となったことで、圧縮分を市で補填せざるを
えず、市の支出が増加した。市内の保育ニーズへの対応や保育環境等を改善するために整備を実施しているにも関わらず、このようなこ
とが起きてしまうと、整備事業を進める上での大きな障害となる。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。加えて、文部科学省の予算について
は、本省繰越予算が当てられることがあるため、本来であれば通常の繰越の作業で済むところが、事故繰越の扱いとなり、繰越理由を整
理する煩雑さも、自治体・事業者に発生する。内閣府への窓口の一本化にあわせ、幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、
面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。また、財源の一元化による安定的な財源確保が期待される。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。また、当市も同様に、文科省分の内
示額が圧縮され、対応に苦慮した経験がある。
○当県においても、認定こども園の施設整備については、申請にあたって共用部分を按分して積算するなどの非効率な事務作業が生じ、
自治体、事業者ともに煩雑な手続きが必要となっています。特に、一方の財源が圧縮された場合、施設整備の推進に支障をきたすことが
あります。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部分と保育部分で申請先
が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手と
なっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が出ることがある。（平成29年度10月協議分の内示　文科省平成30年２月２日、
厚労省平成29年12月８日）また、実際に平成29年度10月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた
年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。
○幼保連携型認定こども園の整備のみならず、幼稚園型認定こども園及び保育所型認定こども園の整備についても、保育所（保育機能
部分）は厚生労働省所管の保育所等整備交付金、幼稚園（幼稚園機能部分）は文部科学省所管の認定こども園施設整備交付金を使用
しているところである。このため、一つの認定こども園を整備するに当たっては、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申
請を行う必要があり、別々に修正等の指示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場
合が生じるなど事務が煩雑となっている。全類型の認定こども園の整備は、現状において、二種類の補助金を使用しており、上記のとおり
事務が煩雑である。そこで、補助を一本にまとめるため、次の制度改正が必要であると考える。
①認定こども園の施設整備に関する所管や制度、財源の内閣府への一元化及び②間接補助となっている文科省分の補助金について、
保育の実施主体となる市町村への直接補助への変更
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例が
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。
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202 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

教育・文化 部活動指導員
の活用事例の
周知

自治体は国のガイドラインに基
づき導入を検討しているが、国、
県の補助制度を活用した人材の
確保が困難となっている。
部活動指導員の導入事例を周
知していただきたい。

国、県の補助制度を活用し部活動指導員を配置したいが、補助要件を満たす
人材が見つからず配置が困難である。
スポーツの指導をしている人材は存在するが、部活動指導員として位置付け
ることが難しい。

他の自治体で実際に部活動指導員として活動している方の年齢、
活動の時間帯等を周知していただくことで、人材の確保や導入方
法の参考とすることができる。
結果として、教員の負担の軽減や部活動の充実につながる。

学校教育法施行規則 文部科学省 竹田市 宮城県、相模原
市、串本町、高
松市、宇和島
市、熊本県、熊
本市

○当町においても、現在一名配置しているが、人材確保が困難な状況である。
○当市では、部活動指導員を平成30年度は２名、令和元年度は４名任用し、それぞれの中学校で活動している。教員の働き方改革や部
活動の質的向上を考えると、今後はさらに増員したい考えがある。しかし、人材確保が課題となっている現状である。
○外部指導者を対象に候補者を選定していたが、補助要件にそぐわず折り合いがつかなかった。
外部指導者を部活動指導員に位置付けることが難しい。
○部活動指導員は、顧問として単独での部活動指導ができる立場にあるため、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識・技
能のみならず、学校教育に関する十分な理解が必要である。そのため、当市においても、人材の確保が課題となっており、配置計画上の
人数を満たしていない状況にある。
○当市においては、部活動における技術指導を補助する有償ボランティアを希望校に派遣しており、教員免許保有者のほか、一定期間
以上当該ボランティアの経験がある者から任用をしている。しかし、正社員の傍ら有償ボランティアとして活動している方が多く、部活動指
導員を職とするには勤務時間や収入がライフスタイルに合わないため、応募者が少ないことが課題となっている。どのような団体や協会
にアプローチをすると、経験があり、かつライフスタイルの一致する人材が居るのか、事例を周知いただきたい。
○当市においては、国・県の補助を受け、10名の指導員を配置している。当市の配置基準の一つに「これまでに外部指導者の立場で、学
校の部活動を熱心に指導した実績があること」としているため、当市においても、学校からの推薦がなければ、指導員を見付けることは困
難である。学校から得られる情報だけでなく、他の自治体の導入事例も参照できれば、人材確保の一助になるものと考えられる。

161 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園施
設整備における
交付金等の運
用改善

認定こども園施設整備にあたり、
厚生労働省部分と文部科学省部
分の一本化を図る等の運用の改
善

認定こども園の整備に係る交付金について、厚生労働省部分と文部科学省
部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにもかかわらず、事業
者にとっては複雑な按分式で厚労省部分と文科省部分を算出し、また申請に
あたっても、市町村の行政機関が教育部分と保育部分が分かれている中、
別々に申請を行うことで事務処理に時間を要することとなり、事業者に煩雑さ
を強いることとなっている。（当該事情は市町村や都道府県の事務処理にお
いても当てはまる。）また申請後の交付決定にあたっても各省の予算確保の
状況等により大幅な時期のずれが生じることがあるため、一方の交付金が交
付決定なされているのに他方が未決定という状況となり、過去にはなかなか
事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に
合わなかった事例もあった。このように、事業者にとっては過剰な事務や事業
開始に向けての不安定な状況を強いており、このことが事業の展開に支障を
生じさせ、ひいては待機児童解消の施策に影響が生じている。
（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの）

補助申請の一元化により、事業者の円滑な申請や交付決定によ
る計画立案が可能なため、スムーズな認定こども園の整備が可能
となり、ひいては待機児童の解消につながる。

児童福祉法、認定こども
園施設整備交付金交付
要綱、保育所等整備交
付金交付要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

大阪府、滋賀
県、京都府、
京都市、大阪
市、堺市、兵
庫県、神戸
市、和歌山
県、鳥取県、
徳島県、関西
広域連合

旭川市、秋田
県、福島県、い
わき市、須賀川
市、新潟県、愛
知県、豊橋市、
豊田市、三重
県、池田市、吹
田市、高槻市、
富田林市、和泉
市、西宮市、南
あわじ市、広島
市、徳島市、愛
媛県、高知県、
佐世保市、大村
市、熊本市、大
分県、宮崎県、
九州地方知事
会

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分かれていることにより、補助
金計算や申請などの事務が煩雑になっている。
○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○認定こども園の整備に係る交付金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにも
かかわらず、事業者にとっては複雑な按分式で厚労省部分と文科省部分を算出し、また申請にあたっても、市町村の行政機関が教育部
分と保育部分が分かれている中、別々に申請を行うことで事務処理に時間を要することとなり、事業者に煩雑さを強いることとなっている。
（当該事情は市町村や都道府県の事務処理においても当てはまる。）また申請後の交付決定にあたっても各省の予算確保の状況等によ
り大幅な時期のずれが生じることがあるため、一方の交付金が交付決定なされているのに他方が未決定という状況となり、過去にはなか
なか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例もあった。このように、事業者にとって
は過剰な事務や事業開始に向けての不安定な状況を強いており、このことが事業の展開に支障を生じさせ、ひいては待機児童解消の施
策に影響が生じている。
○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、平成29年度の当市におけ
る認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に予定額の90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科
学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質
問をしても結局は国の担当者まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答
できる仕組みを構築することも必要と考える。
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○待機児童が出ている中で、事業者が認定こども園を選択するとき、事務作業が煩雑になることも考えられる。また、市の担当課も園との
調整等複雑になり負担が多くなる。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○認定こども園の整備補助金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施設の整備内容であるにもかかわ
らず、事業者にとっては複雑な按分式で厚生労働省部分と文部科学省部分を算出する必要があること。特に、対象外経費の取扱が各省
で異なるため、同一工事の同一の見積りから各省の考え方にそって対象経費/対象外経費を抜きだし各補助金毎に対象経費を算出しな
ければならない。外構工事費などは対象外経費についての取扱が明示されていない中で、このような作業を行う必要があるため、事業者
と市の事務を煩雑にしているまた、認定こども園に移行する前の施設種類が保育所か幼稚園かによって、整備に係る１号認定と２・３号認
定の人数に偏りがある園が多く、補助金額を決定する際にも、一方の補助金は助成基準額で、もう一方の補助金は対象経費で補助金額
が決まることも多い。以上のような枠組みは事業者の理解能力の範疇を超えた複雑なものとなっているため、対事業者とのやりとりについ
ても非常に苦労を強いられている。また申請後の交付決定にあたっても各省からの内示が揃わなければ事業に着手できないが、一方の
交付金が交付決定なされているのに他方が未決定のため年度内の工事着工が不可能となり、２ヵ年事業で実施する予定を単年度で実施
せざるを得なくなり、タイトなスケジュールで工事せざるをえないなどの支障が生じている。
○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時の建築確認検査等におい
て当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがある。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請
の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それ
ぞれで、内示時期や補助対象外の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。
○当市においても、H29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２か所
への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。また、当市も同様に、文科省分の内
示額が圧縮され、対応に苦慮した経験がある。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○平成30年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の内容を厚生労働省と文部科
学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等
の事務が繁雑にしている。
○左記の具体的な支障事例と同様に、保育部分と教育部分の所管が異なることで、申請主体である市、事業者ともに、複数の申請書類
の作成や複雑な按分計算等による事務処理の煩雑さが生じている。また、過去には、保育部分と教育部分の内示に約３か月ほどの差が
生じ、工期が危ぶまれる事例も生じたところ。認定こども園という単一の施設であることからも、補助金及び申請窓口の一本化が必要と考
える。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理が発生している。
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。
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225 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

医療・福祉 認定こども園に
係る耐震化調査
の実施一元化

厚生労働省と文部科学省がそれ
ぞれ行う認定こども園等に係る
耐震化調査における調査依頼時
期・調査時点・調査内容（様式）
の統一。

【現状】
毎年、厚生労働省と文部科学省から認定こども園の耐震化に係る調査依頼
があるが、調査依頼時期、調査時点、調査内容（様式）がそれぞれ異なるた
め、県内市町村及び施設の負担になっている。

【具体的な支障事例】
調査のとりまとめを行う県は、市町村及び施設の負担軽減のため、様式を一
体化して照会しているものの、調査時点については、施設種別が4月1日付で
変わる（保育所から幼保連携型認定こども園に変わる場合など）こともあり、
厚生労働省と文部科学省の調査時点（それぞれ3月31日と4月1日時点）が異
なることで、回答する施設側の作業が煩雑になる例もある。
また、趣旨は同一と思われる調査であるが、調査内容が微妙に異なるため、
それぞれの調査別に回答しなくてはならず、事務が煩雑となっている。

各市町村及び各施設の事務負担の軽減に繋がる。 社会福祉施設等の耐震
化に関するフォローアッ
プ調査について（平成31
年３月12日付け事務連
絡）、私立高等学校等の
実態調査について（平成
30年５月31日付文科高
第191号）

文部科学省、厚
生労働省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

札幌市、仙台
市、秋田県、福
島県、いわき
市、須賀川市、
豊田市、大阪
市、兵庫県、南
あわじ市、広島
市、愛媛県、高
知県、佐世保
市、諫早市、大
村市、熊本市

○調査の趣旨がほぼ同一のものであるにもかかわらず、調査項目等が若干異なるため、回答にかかる作業が煩雑になっている。
○毎年、厚生労働省と文部科学省から認定こども園の耐震化に係る調査依頼があるが、調査依頼時期、調査時点、調査内容（様式）が
それぞれ異なるため、県内市町村及び施設の負担になっている。
○両調査の対象施設として幼保連携型認定こども園が重複しており、当市における事務及び施設側の負担軽減の観点から、一元化が望
ましい。
○似通った調査内容（耐震化とブロック塀の安全対策の状況調査等）であるにも関わらず調査基準日、調査対象棟、調査票様式が異なる
ため、国からの調査依頼が同時期であれば（文部科学省と厚生労働省の一方から調査依頼があれば、もう一方から調査依頼が来るかも
しれないと数日様子を見る）、県で調査項目をまとめて市町村や事業者の負担を少なくするための調整を行う等、県の事務が繁雑となって
いる。文部科学省と厚生労働省の調査時期が異なる場合は、それぞれで調査の依頼を行うため、市町村や事業者の負担が大きくなるた
め、調査時期や内容を統一するか、窓口の一本化を要望する。例えばブロック塀の安全対策の調査は、当初はほぼ同じ内容であったが、
その後のフォローアップ調査の内容が異なるなど煩雑であった。
○類似内容の調査が複数省庁から照会されることにより、事業者、行政ともに事務負担の増大が生じている。
○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生している。また、本件については、行政側のみの都合により、全て
のこども園運営事業者に対し負担かけていることから、早急な改善を求める。
○当市でも同様に事務の煩雑さを感じているところ。同様の趣旨の調査であるため、調査の一本化と両省間の情報共有を求める。
○趣旨は同一と思われる調査であるが、調査内容が微妙に異なることや、厚生労働省と文部科学省の調査時点（それぞれ３月31日と４
月１日時点）が異なることで、それぞれの調査別に回答する必要が生じ、回答する市町村や施設側の事務負担が大きい。事務負担軽減
のためにも一本化を検討して欲しい。
○厚生労働省と文部科学省それぞれから調査が依頼され負担となっている
○認定こども園の耐震化調査について、厚労省と文科省から同一の調査があり、施設への紹介回答等事務負担が生じている。また、調
査の内容や時期が微妙に異なるため、同じような調査を２回行う必要があり、煩雑な事務処理が発生している。

226 Ｂ　地方に対す
る規制緩和

その他 認定こども園施
設整備交付金
等の申請に係る
手続きの簡素化

認定こども園の整備に係る交付
金の窓口を一本化する等、手続
きの簡素化を図ること。

・認定こども園に係る交付金は、一つの施設に対し、幼稚園機能部分は文科
省、保育所機能部分は厚労省から支給される仕組みとなっており、交付申請
等の際も同じような申請を文科省、厚労省にそれぞれに提出する必要があ
る。
そのため、事業者、市町村、県は同一の資料を用意し、別々の窓口に提出し
なければならないなど、過度な事務負担を強いられている。
・文科省分の交付金については要綱に基づく間接補助、厚労省分の交付金
については法律に基づく直接補助となっており、両省で交付金の流れが違う
ことで、市町村が交付申請を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばなら
ないなど分かりにくい制度となっている。
・両省の内示の時期にもずれが生じており、内示後でないと工事への着工が
許されていないことから、工期の適正な管理に支障をきたしている。（平成30
年６月分内示　文科省：６月27日、厚労省：６月８日）

交付金に係る窓口を一本化する等により、手続きの簡素化が図ら
れ、事業者、市町村、県の事務の効率化が期待されるとともに、事
業者における施設整備工事の円滑な実施に資する。

児童福祉法56条の４の
３、保育所等整備交付金
交付要綱、認定こども園
施設整備交付金交付要
綱、保育所等の整備、防
音壁整備及び防犯対策
の強化に係る整備計画
協議要綱、認定こども園
施設整備交付金に係る
整備計画協議要綱

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

九州地方知
事会

九州地方知事会共同提
案
（事務局：大分県）

秋田県、福島
県、須賀川市、
新潟県、愛知
県、豊橋市、豊
田市、大阪府、
大阪市、兵庫
県、西宮市、南
あわじ市、鳥取
県、島根県、広
島市、徳島市、
愛媛県、高知
県、大村市、熊
本市、鹿児島市

○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正依頼があると、修正後の
様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化することにより事務の効率化が期待される。また、間接補
助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交
付決定後）、円滑な施設整備が期待できる。
○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する必要があり、また、協議の
スケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。また、平成30年度において幼稚園部分の申請時期が２
回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だけで工事を行った。
○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑な按分式で教育部分と保
育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、
県にとって事務負担が大きい。・文科省分の交付金については要綱に基づく間接補助、厚労省分の交付金については法律に基づく直接
補助となっており、両省で交付金の流れが違うことで、市町村が交付申請を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばならないなど分か
りにくい制度となっている。
○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内容が若干異なること等、制
度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。
○認定こども園に係る交付金は、一つの施設に対し、幼稚園機能部分は文科省、保育所機能部分は厚労省から支給される仕組みとなっ
ており、交付申請等の際も同じような申請を文科省、厚労省にそれぞれに提出する必要がある。そのため、事業者、市町村、県は同一の
資料を用意し、別々の窓口に提出しなければならないなど、過度な事務負担を強いられている。文科省分の交付金については要綱に基
づく間接補助、厚労省分の交付金については法律に基づく直接補助となっており、両省で交付金の流れが違うことで、市町村が交付申請
を都道府県と国に対してそれぞれ作成せねばならないなど分かりにくい制度となっている。両省の内示の時期にもずれが生じており、内
示後でないと工事への着工が許されていないことから、工期の適正な管理に支障をきたしている。（平成30年６月分内示　文科省：６月27
日、厚労省：６月８日）
○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申請等の手続きはもとより、
問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとなり、事業費・補助金額の計算における両省分の按分
等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手
順も異なっており、予算・決算においても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出
来ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の過度な事務負担解消
のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。
○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、異なる部分があるため、
対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑となっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、
幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。
○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なっていることにより、事業者及び
行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な
位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発
生している。施設整備補助金についても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で
事業費の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となっている。
○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その調整に手間がかかる。平
成30年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省
との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。その事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果
として認定こども園への移行を１年間遅らせることとなった。
○以下の支障が生じている。
・厚生労働省と文部科学省それぞれに書類を作成する事務手間がかかる。
・定員等による按分の計算方法も分かりにくく、事務処理に係る時間が増え、また煩雑になり書類の不備を生み出す要因となっている。
・文部科学省と厚生労働省で内示日も異なり、工事契約がスムーズに行えない状況
・文部科学省から協議書類について先に確認が行われ、その都度厚生労働省にも差替え書類を送っており、その後厚生労働省が協議書
類の確認を行った際にも差替えがあれば文部科学省にも送ることになり、２倍の事務手間がかかる。
○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双方に補助協議等を行う必
要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化して
いる。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。
○当市においても、平成29・30年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金申請時等において、２
か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じた。
○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求められないことなど支障をきた
している。
○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に申請を行う必要が生じて
おり、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都道府県、市町村において事務処理が煩瑣となって
いる。
○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。
○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交付決定なされているのに
他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった事例も
あった。（待機児童解消の施策に影響が生じた）
○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発生している。また、時期や
時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。
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